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憲

法
　
８

議
院
自
律
権
と
司
法
審
査

―
―
国
民
投
票
法
案
不
受
理
違
憲
訴
訟

〈
事
実

の
概
要
〉

一
九
九
三

（平
成
五
）
年
六
月

一
四
日
、
当

時
衆
議
院
議
員
で
あ

っ
た
Ｘ

（原
告
）
は
、
「
国

政
に
お
け
る
重
要
問
題
に
関
す
る
国
民
投
票
法

案
」
を
、
衆
議
院
議
員
九
二
名
の
賛
成
者
及
び

そ
の
他
二
名
の
提
出
者
と
連
署
の
上
、
衆
議
院

事
務
局
議
案
課
に
提
出
し
た
。
し
か
し
衆
議
院

事
務
局
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
は
議
員
に
よ
る

法
律
案
提
出
に
は
そ
の
所
属
会
派
の
機
関
承
認

を
必
要
と
し
、
右
機
関
承
認
の
な
い
法
律
案
は

受
理
で
き
な
い
と
い
う
確
立
さ
れ
た
先
例
が
存

在
す
る
と
し
て
、
Ｘ
ら
の
所
属
会
派
の
機
関
承

認
を
得
て
い
な
い
本
件
法
律
案
を
受
理
法
律
案

と
し
て
取
り
扱
わ
ず
に
い
た
。
そ
の
結
果
、
同

年
六
月

一
八
日
に
衆
議
院
が
解
散
さ
れ
、
本
件

法
律
案
は
国
会
の
審
議
手
続
に
付
さ
れ
る
機
会

を
失

っ
た
。
そ
こ
で
Ｘ
は
、
衆
議
院
事
務
局
が

国
会
法
及
び
衆
議
院
規
則
に
定
め
る
要
件
の
他

に
議
員
の
発
議
権
を
制
約
す
る
当
該
先
例
の
存

在
を
理
由
と
し
て
本
件
法
律
案
を
受
理
し
な
か

っ
た
こ
と
は
違
憲
違
法
で
あ
る
な
ど
と
主
張
し

て
、
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
し
た
。
こ
れ

に
対
し
て
国

（被
告
）
は
、
法
律
案
を
含
む
議

案
等
の
提
出
手
続
は
議
院
の
議
事
運
営
に
関
す

る
事
項
と
し
て
議
院
自
律
権
の
範
囲
内
に
あ

り
、
本
件
法
律
案
の
不
受
理
の
適
否
は
司
法
審

査
の
対
象
と
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。

〈
判
　
旨
〉

請
求
棄
却
。

日
　
「
裁
判
所
法
第
三
条
に
い
う

『
法
律
上

の
争
訟
』
と
い
え
る
た
め
に
は
、
●
当
事
者
間

の
具
体
的
な
権
利
義
務
な
い
し
法
律
関
係
の
存

否
に
関
す
る
紛
争
で
あ
る
こ
と
の
ほ
か
に
、
②

そ
れ
が
法
令
の
適
用
に
よ
り
終
局
的
に
解
決
で

き
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
の
で
あ

っ
て
」、
「形
の
上
で
は
当
事
者
間
の
具
体
的
な

権
利
義
務
な
い
し
法
律
関
係
の
存
否
を
め
ぐ
る

紛
争
で
は
あ
る
が
、
訴
訟
物
た
る
権
利
義
務
な

い
し
法
律
関
係
の
存
否
の
前
提
問
題
と
し
て
判

断
せ
ざ
る
を
得
な
い
争
点
が
、
そ
の
問
題
の
特

殊
性
か
ら
、
裁
判
所
の
審
判
に
親
し
ま
な
い
た

め
、
結
局
紛
争
全
体
が
法
令
の
適
用
に
よ
っ
て

終
局
的
に
解
決
す
る
に
適
し
な
い
場
合
に
は
、

『
法
律
上
の
争
訟
』
に
当
た
ら
な
い
も
の
と
解

す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」。
し
か
し
本
件
は
、

「
議
院
の
自
律
権
の
範
囲
内
の
事
項
と
し
て
、

裁
判
所
と
し
て
は
合
法

・
違
法
の
判
断
を
差
し

控
え
る
べ
き
も
の
と
解
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ

東
京
地
裁
平
成
八
年

一
月

一
九
日
民
事

一
五
部
判
決

（平
成
七
年
０
第
二
三
六
号
損
害
賠
償
請
求
事
件
）

（判
例
集
未
登
載
）

れ
は
当
該
議
院
の
自
律
的
判
断
を
尊
重
し
そ
れ

を
前
提
に
請
求
の
当
否
を
判
断
を
す
れ
ば
足
り

る
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
て
、
紛
争
全
体
が
法
令

の
適
用
に
よ
っ
て
終
局
的
に
解
決
す
る
に
適
し

な
い
場
合
に
当
た
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
」。

日
田
　
「
憲
法
は
、
立
法
権
を
衆

・
参
両
議

院
を
も

っ
て
構
成
さ
れ
る
国
会
に

（第
四

一

条
、
第
四
二
条
）、
行
政
権
を
内
閣
に

（第
六

五
条
）、
司
法
権
を
裁
判
所
に

（第
七
六
条
）

そ
れ
ぞ
れ
帰
属
さ
せ
、
権
力
分
立
の
原
理
に
立

つ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
議
院
の
自
律

権
は
、
こ
の
権
力
分
立
の
原
理
か
ら
導
か
れ
る

も
の
で
あ
り
、
国
会
を
構
成
す
る
衆

・
参
両
議

院
が
、
そ
の
組
織
、
運
営
そ
の
他
の
議
院
の
内

部
事
項
に
つ
い
て
、
他
の
国
家
機
関
か
ら
干

渉
、
介
入
さ
れ
る
こ
と
な
く
自
主
的
に
決
定

し
、
自
ら
規
律
す
る
権
能
を
い
う
も
の
で
あ

スリ
」。例

　
「議
院
の
自
律
権
が
認
め
ら
れ
る
右
の

よ
う
な
趣
旨
に
照
ら
す
と
、
議
院
が
そ
の
自
律

権
の
範
囲
内
に
属
す
る
事
項
に
つ
い
て
し
た
判

断
に
つ
い
て
は
、
他
の
国
家
機
関
が
こ
れ
に
干

渉
し
、
介
入
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
当
該
議

院
の
自
主
性
を
尊
重
す
べ
き
も
の
と
解
す
る
の

が
相
当
で
あ
る
」．
「最
高
裁
判
所
が
、
当
該
法

律
が

『両
院
に
お
い
て
議
決
を
経
た
も
の
と
さ

れ
適
法
な
手
続
に
よ
っ
て
公
布
さ
れ
て
い
る
以

上
、
裁
判
所
は
両
院
の
自
主
性
を
尊
重
す
べ
く

同
法
所
定
の
議
事
手
続
に
関
す
る
所
論
の
よ
う

な
事
実
を
審
理
し
て
そ
の
有
効
無
効
を
判
断
す

べ
き
で
な
い
』
と
判
示
し
た
の
は
、
ま
さ
に
こ

の
趣
旨
に
は
か
な
ら
ず
、
こ
の
理
は
、
議
院
に

お
け
る
法
律
案
の
受
理
手
続
の
合
法
違
法
が
争

わ
れ
て
い
る
本
件
に
は
、

ま
り

一
層
妥
当
す
る

も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
。
し
た
が

っ
て

「
訴
訟
の
前
提
問
題
と
し
て
、
議
院
の
自
律
権

の
範
囲
内
に
属
す
る
議
事
手
続
の
合
法

・
連
法

な
い
し
そ
の
有
効
性
が
争
点
と
な
っ
て
い
る
本

件
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
、

右
争
点
に
関
す
る
当
該
議
院
の
自
律
的
判
断
を

前
提
と
し
て
請
求
の
当
否
の
判
断
を
す
れ
ば
足

り
る
」。〈

解
　
説
〉

一

「
唯

一
の
立
法
機
関
」
（四
一
条
）
で
あ

る
国
会
両
議
院
の
構
成
員
た
る
議
員
は
議
案
の

発
議
権
を
有
す
る
。
但
し
、
こ
の
発
議
権
に

は
、
国
会
法

（五
一ハ条
一
項
）
及
び
議
院
規
則

（衆
議
院
規
則
二
人
条
一
項
・
参
議
院
規
則
二
四
条
一

項
）
に
基
づ
き
、　
一
定
数
の
賛
成
者
を
要
す
る

旨
の
制
限
が
課
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
政
党
制

の
発
展
を
背
景
と
し
て
、
会
派

（政
党
）
を
基

本
と
し
た
議
院
運
営
が
行
わ
れ
、
政
党
内
部
に

お
け
る
立
法
統
制
が
進
行
す
る
状
況
の
下
に
お

い
て
は
、
議
員
の
発
議
権
は
さ
ら
に
制
限
さ
れ

る
。
本
件
で
争
わ
れ
た
、
議
員
が
法
律
案
を
提

出
す
る
場
合
に
所
属
会
派
の
機
関
承
認
を
得
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
先
例
は
、
こ
の
よ
う

な
制
限
の
一
つ
で
あ
る
。
当
該
先
例
は
具
体
的

に
は
、
議
員
提
出
法
案
を
受
理
す
る
際
、
所
属

会
派
の
党
内
手
続
を
経
た
旨
を
証
す
る

一
定
機

関

（本
件
に
お
い
て
は
国
会
対
策
委
員
長
）
の
承
認

印
を
要
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る

（橋
幸
信

「議
員
提
出
法
律
の
立
法
の
過
程
」
法
教
一
七
三
号

〔
一
九
九
五
〕
三
四
頁
）。

一
一　
判
旨
口
田
が
示
す
通
り
、
国
会
両
議
院

は
議
院
自
律
権
を
有
す
る
。
議
院
自
律
権
と

は
、
権
力
分
立
及
び
両
院
制
を
採
用
す
る
統
治

構
造
の
下
で
議
院
に
認
め
ら
れ
る
憲
法
上
独
立

し
た
地
位
に
山
来
す
る
権
能
の
総
称
で
あ
る
。

そ
し
て
議
院
自
律
権
の
中
核
と
な
る
の
が
、
議

院
の
権
能
行
使
の
あ
り
方
な
い
し
手
続
を
他
の

国
家
機
関
や
他
の
議
院
の
干
渉
を
受
け
る
こ
と

な
く
自
主
的
に
決
定
で
き
る
、
議
院
運
営
自
律

権
で
あ
る

（議
院
自
律
権
に
つ
き
藤
田
②
、
小
嶋
、

大
石
・
後
掲
）。
こ
の
よ
う
な
自
律
権
の
趣
旨
を



議院自律権と司法審査 2ィジェリスト憲法 8

踏
ま
え
る
と
、
議
院
運
営
自
律
権
は
、
他
の
国

家
機
関
に
よ
る
事
前
統
制
を
受
け
な
い
の
み
な

ら
ず
、
他
の
機
関
―
―
裁
判
所
―
―
に
よ
る
事

後
統
制
に
も
服
さ
な
い
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ

ば
、
完
全
で
な
い
と
解
さ
れ
る

（小
嶋
・
後
掲

一
〇
五
頁
）。
他
方
、
違
憲
審
査
制

（八
一
条
）

を
採
用
す
る
日
本
国
憲
法
の
下
、
裁
判
所
は

一

定
の
合
憲
性
統
制
機
能
を
も
つ
こ
と
を
要
す

る
。
議
院
運
営
に
対
す
る
司
法
審
査
の
可
否

は
、
こ
の
文
脈
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
で
あ

ス一
．学

説
に
お
い
て
は
、
こ
の
点
に
つ
き
、
議
院

の
議
決
な
い
し
議
事
手
続
に
司
法
審
査
は
及
ば

な
い
と
す
る
否
定
説
が
多
数
で
あ
る

（学
説
の

分
類
に
つ
き
横
田
、
藤
田
⑤
。
後
掲
）。
他
方
、
肯

定
説
の
他
、
「
法
律
の
制
定
な
ど
に
至

っ
た
場

合
に
お
い
て
、
そ
の
議
事
手
続
に
明
白
な
憲
法

違
反
が
み
と
め
ら
れ
る
場
合
」
（佐
藤
幸
治
・
憲

法

［第
二
版
］
〔
一
九
九
五
〕
一
九
五
頁
）
な
ど
と

い
っ
た
条
件
の
下
で
司
法
審
査
を
肯
定
す
る
、

条
件
附
肯
定
説
も
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。

判
例
は
、
こ
の
点
に
関
す
る
唯

一
の
先
例
で
あ

る
警
察
法
改
正
無
効
事
件
に
お
い
て
、
否
定
説

に
立

つ
旨
を
明
ら
か
に
し
て
い
る

（最
大
判
昭

和
三
七
・
三
・
七
民
集
〓
六
巻
三
号
四
四
五
頁
）。

〓
一　
司
法
審
査
の
対
象
と
な
る
に
は
事
件
性

の
要
件
―

「
法
律
上
の
争
訟
」
―
を
満
た
す
必

要
が
あ
る

（
七
六
条

一
項
、
裁
判
所
法
三
条

一

項
）．
特
に
、
議
院
運
営
の
適
否
に
関
す
る
判

断
が
国
家
賠
償
請
求
の
前
提
問
題
と
な
る
本
件

に
お
い
て
は
、
「
形
式
上
本
案
請
求
は
具
体
的

争
訟
と
し
て
提
起
さ
れ
た
が
、
そ
の
前
提
問
題

に
つ
い
て
…
…
審
理
権
が
及
ば
な
い
と
言
う
場

合
に
、
裁
判
所
は
、
訴
え
自
体
を
不
適
法
と
し

て
却
下
す
べ
き
か
、
又
は
請
求
棄
却
の
実
体
判

決
を
な
す
べ
き
か
」
と
い
う
問
題
が
生
ず
る

（大
石
⑥
・
後
掲
一
〇
一
頁
）。

判
旨
日
は
、
判
例

（最
判
昭
和
二
八
・
一
一
・

一
七
行
裁
例
集
四
巻
一
一
号
二
七
六
〇
頁
な
ど
）
に

お
け
る

「法
律
上
の
争
訟
」
に
係
る
二
つ
の
要

件

（判
旨
［
Ｅ
不
す
０
０
要
件
）
と
板
ま
ん
だ
ら

一事
件

（最
判
昭
和
五
六
・
四
・
七
民
集
二
五
巻
三
号

四
四
三
頁
）
と
を
踏
ま
え
て
い
る
。
具
体
的
に

は
、
前
提
問
題
の

「
特
殊
性
」
に
よ
っ
て
は

「
法
律
上
の
争
訟
」
の
０
要
件
を
欠
く
と
い
う

枠
組
み
に
依
拠
し
、
自
律
権
事
項
に
係
る
判
断

を
前
提
問
題
と
す
る
係
争
は
、
前
提
問
題
に
関

す
る
議
院
の
自
律
的
判
断
を
前
提
に
請
求
の
当

否
を
判
断
す
れ
ば
足
り
る
の
で
、
②
要
件
を
欠

く
と
ま
で
言
え
な
い
と
す
る
。
こ
の
結
論
は
、

判
例
学
説
に
大
方
沿
う
も
の
と
言
え
る
。
す
な

わ
ち
、
議
院
自
律
権
な
ど
司
法
権
の
限
界
と
さ

れ
る
法
理
は

「
本
来
司
法
作
用
内
に
属
し
つ

つ
、
な
お
何
ら
か
の
理
由
で
司
法
権
行
使
の
制

約
と
な
る
も
の
」
（佐
藤
幸
治
上
削
掲
三
〇
二
頁
）

と
理
解
さ
れ
て
い
る

（苫
米
地
事
件

〈最
大
判
昭

和
三
五
・
六
・
八
民
集
一
四
巻
七
号
一
二
〇
六
頁
）

は
政
治
問
題
を
本
案
段
階
で
処
理
し
て
い
る
）。
ま

た
板
ま
ん
だ
ら
事
件
は
、
国
家
の
不
介
入
が
憲

法
上
要
求
さ
れ
る
宗
教
上
の
紛
争
で
あ
り
、
単

に
前
提
問
題
が
自
律
的
な
内
部
事
項
で
あ
る
と

い
う
だ
け
で
直
ち
に
同
様
の
処
理
が
な
さ
れ
る

べ
き

こ
と
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る

（野
坂
泰

司
・
憲
法
判
例
百
選
Ⅱ

〈第
三
版
〉
曇

九
九
四
〕
三

九
五
頁
）。

な
お
、
議
事
手
続
の
違
法
等
を
理
由
と
し
て

衆
議
院
決
議
の
無
効
確
認
を
求
め
る
訴
え
に
つ

き
、
「
法
律
上
の
争
訟
」
に
当
た
ら
な
い
と
し

た
下
級
審
判
決
が
あ
る

（東
京
地
判
平
成
七
・

七
・
二
〇
判
時
一
五
四
三
号
一
二
七
頁
）。

四
　
判
旨
日
例
は
、
前
述
の
否
定
説
に
依
拠

し
て
お
り
、
次
の
点
が
指
摘
さ
れ
る
。
第

一

に
、
議
事
手
続
の
違
憲
等
が
争
わ
れ
る
場
合
と

し
て
、
①
議
決
や
法
律
等
の
違
憲
事
由
と
し
て

議
事
手
続
行
為
の
違
憲
等
が
争
わ
れ
る
場
合
と

②
議
決
に
至
る
以
前
の
議
事
手
続
行
為
の
違
憲

等
が
争
わ
れ
る
場
合
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
従
来

の
判
例
学
説
が
主
に
念
頭
に
置
い
て
き
た
の
は

前
者
で
あ
る
の
に
対
し
、
本
判
決
は
後
者
に
当

た
る
。
ま
た
、
肯
定
説
や
条
件
附
肯
定
説
の
多

く
の
射
程
は
前
者
に
限
ら
れ
る

（横
田
・
後
掲

一
五
七
頁
）。
し
た
が

っ
て
、
本
判
決
が
、
否
定

説
の
理
が

「
よ
り

一
層
妥
当
す
る
」
と
す
る
の

は
こ
の
意
味
に
解
さ
れ
る
。
第
二
に
、
本
判
決

は
、
裁
判
所
が
議
院
の
自
律
的
判
断
を
尊
重
す

る
ご
と
の
意
味
を
、
議
院
の
自
律
的
判
断
を
前

提
と
し
て
請
求
の
当
否
を
判
断
す
る
こ
と
と
す

る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
否
定
説
か
ら
は
、
議

院
内
部
に
お
け
る
手
続
準
則
の
存
在
を
前
提
と

し
て
、
①
議
事
手
続
行
為
の
準
則

へ
の
適
合
性

及
び
②
準
則
自
体
の
合
憲
性
を
裁
判
所
が
審
査

し
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る

（小
嶋
・
後
掲

一
〇
七
頁
）。
但
し
議
院
自
律
権
の
範
囲
に
つ
い

て
、
本
判
決
は
、
本
件
法
案
不
受
理
が
自
律
権

事
項
の
範
囲
内
か
に
つ
き
、
こ
れ
を
肯
定
す
る

形
で
審
査
し
て
い
る
。
ま
た
、
議
員
の
免
責
特

権
に
お
け
る

「
演
説
、
討
論
又
は
表
決
」
（五

一
条
）
の
範
囲
に
関
し
て
、
「
特
定
の
行
為
が

免
責
特
権
の
範
囲
に
属
す
る
か
否
か
の
審
議
権

は
国
会
に
な
」
い
と
す
る
下
級
審
判
決
も
あ
る

（東
京
地
判
昭
和
三
七
・
一
・
二
二
判
時
二
九
七
号
七

頁
）。
し
た
が

っ
て
、
議
院
が
自
律
権
事
項
と

し
た
判
断
に
逸
脱
が
あ
る
場
合
、
裁
判
所
が
な

お
議
院
の
判
断
を
前
提
と
す
る
か
は
議
論
の
余

地
が
あ
る
。
さ
ら
に
本
件
に
お
い
て
は
、
先
例

と
い
う
不
文
法
源
が
争
わ
れ
て
い
る
。
不
文
法

源
に
関
し
て
は
、
そ
れ
自
体
の
存
否
が
争
点
と

な
り
得
る
。
．
こ
の
点
に
つ
き
本
判
決
は
、
当
該

先
例
の
必
要
性
が
議
院
運
営
委
員
会
に
お
い
て

協
議
確
認
さ
れ
た
こ
と
を
理
由
に
そ
の
存
在
を

承
認
し
て
い
る
。
但
し
、
先
例
の
存
否
に
関
す

る
判
断
権
が
裁
判
所
に
留
保
さ
れ
て
い
る
と
す

る
な
ら
ば
、
議
事
手
続
準
則
と
し
て
の
先
例
の

重
要
性

（松
澤
浩
一
・
議
会
法

〔
一
九
八
七
〕
二
一

頁
）
に
鑑
み
る
と
、
運
営
自
律
権
に
抵
触
す
る

こ
と
に
な
り
得
る
。

五
　
本
件
に
お
け
る
問
題
の
核
心
は
、
議
員

立
法
を
会
派
が
統
制
す
る
こ
と
の
是
否
に
あ

る
。
会
派
中
心
の
立
法
手
続
の
運
用
に
つ
い
て

は
、
近
時
、
公
開
さ
れ
活
発
な
審
議
の
下
で
国

民
の
意
思
に
応
え
得
る
立
法
を
行
う
た
め
、
議

員
立
法
の
活
性
化
を
図
る
べ
き
と
の
立
場
か

ら
、
国
会
法
の
議
案
提
出
要
件
や
本
件
慣
行
は

少
数
会
派
や
議
員
個
人
の
立
法
活
動
を
阻
害
し

て
い
る
と
い
う
批
判
が
あ
る
。
実
際
、
国
会
改

革
に
関
す
る
私
的
研
究
会
の
報
告

『
国
会
改
革

へ
の
一
つ
の
提
言
』
２

九
九
四
）
に
お
い
て

は
、
「
議
員
立
法
の
活
性
化
に
資
す
る
た
め
、

議
員
提
出
法
案
の
提
出
手
続
に
つ
い
て
、
こ
れ

ま
で
の
慣
行
及
び
取
扱
い
を
簡
素
化
す
る
こ

と
」
が
検
討
事
項
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

何
れ
に
せ
よ
、
こ
の
問
題
は
、
議
院
の
行
為
に

対
し
て
他
権
の
批
判
を
許
さ
ず
、
し
た
が

っ
て

専
ら
議
院
の
権
威
と
国
民
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に

期
待
す
る
と
い
う
、
議
院
自
律
権
の
思
想

（藤

田
②
・
後
掲
四
六
九
頁
）
を
踏
ま
え
て
解
決
す
べ

き
問
題
で
あ
る
。

〈参
考
文
献
〉

①
人
石
員

議ヽ
院
自
律
権
の
構
造
〔
一
九
八
八
〕、
②
藤
田

晴
子

「議
院
の
自
律
権
」
宮
沢
還
暦
。
日
本
国
憲
法
体
系
第

五
巻

〔
一
九
六
四
〕
三
一
三
頁
、
③
晨
田
耕
一
「国
会
の
自

律
抱
と
議
車
手
続
」
ジ
ュ
リ
六
三
八
号

〔
一
九
七
七
〕
一
五

五
頁
、
①
小
嶋
和
司

「議
院
自
律
権
」
憲
法
学
講
話

〔
一
九

八
二
〕
九
一
頁
、
⑤
藤
田
晴
子

「議
院
の
自
律
権
と
司
法
審

企
」
憲
法
の
争
点

［新
版
］
Ｔ

九
八
五
〕
二
一
二
頁
、
⑥

人
石
員

「議
院
自
律
権
」
憲
法
の
基
本
問
題

〔
一
九
八
八
〕

九
四
頁
、
⑦
中
村
睦
男

（編
Ｙ

議
員
立
法
の
研
究

〔
一
九

九
一こ
、
③
特
集

「
法
律
は
ど
う
や
っ
て
つ
く
る
の
か
―
議

員
立
法
大
研
究
」
法
セ
ミ
四
九
九
号

〔
一
九
九
六
〕
二
一

頁
、
⑨
ｉ
田
章

「議
員
立
法
の
活
性
化
」
議
会
政
治
研
究
四

〇
号

〔
一
九
九
六
〕
一
貫
、
そ
の
他
本
文
に
挙
げ
た
文
献
。

（札
■
糾
麟
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両
院
法
制
局
を
統
合

興

事

務
自
民
改
革
案

業

務

の

重

複

排

す

国
会
議
員
の
立
法
活
動
な
ど

を
補
佐
す
る
衆
参
両
院
事
務
局

や
国
立
国
会
図
書
館
な
ど
の
国

会
事
務
局
に
つ
い
て
、
自
民
党

行
政
改
革
推
進
本
部

（本
部
長

・
衛
藤
征
士
郎
衆
院
議
員
）
が

２
０
０
６
年
初
め
に
ま
と
め
る

改
革
提
言
の
素
案
が
２４
日
、
明

ら
か
に
な
っ
た
。
衆
参
両
院
事

務
局
の
部
分
的
な
統
合
を
目
標

に
掲
げ
、
中
央
省
庁
に
比
べ
高

い
と
さ
れ
る
職
員
給
与
の
引
き

下
げ
、
警
備
や
運
転
業
務
の
民

間
委
託
推
進
な
ど
を
盛
り
込
ん

で
い
る
。

国
会
事
務
局
の
職
員
は
、

０５

年
度
時
点
で
約
３
３
０
０
人
。

委
員
会
の
日
程
調
整
な
ど
を
行

う

「
委
員
部
」
、
議
員
立
法
の

法
案
審
査
な
ど
を
行
う

「法
制

局
」
が
衆
参
両
院
に
そ
れ
ぞ
れ

あ
る
。
議
場
を
警
備
す
る
衛
視

や
公
用
車
の
運
転
手
も
両
院
む

と
に
職
員
が
配
置
さ
れ
て
お

り
、
非
効
率
的
だ
と
の
批
判
が

強
か
っ
た
。

提
言
は
、
衆
参
両
院
の
職
員

が
行
う
業
務
の
重
複
を
排
除
す

一る
た
め
ヽ
組
織
見
直
し
を
掲
げ

た
。
具
体
的
に
は
、
①
衆
参
両

院
法
制
局
の
統
合
②
両
院
の
調

査
局

（室
）
や
国
会
図
書
館
の

調
査
業
務
の
役
割
分
担
明
確
化

③
警
備
や
運
転
業
務
の
民
間
委

託
推
進
―
卜
な
ど
を
提
案
し
て

い
る
。

衆
参
両
院
事
務
局
ト
ッ
プ
の

事
務
総
長
給
与
は
月
額
約
１
６

０
万
円
で
、
中
央
省
庁
の
事
務

次
官
や
国
会
議
員
よ
り
高
い
。

国
会
事
務
局
改
革
を
め
ぐ

っ

て
は
、
衆
院
議
院
運
営
委
員
会

が
来
年
の
通
常
国
会
で
衆
院
改

革
小
委
員
会

（仮
称
）
を
新
た

に
設
置
し
、
議
論
を
始
め
る
予

定
だ
。
自
民
党
行
革
推
進
本
部

は
来
年
１
月
に
提
言
を
決
定

し
、
与
野
党
の
本
格
的
な
議
論

を
促
す
考
え
だ
。

ar. /2. zrrn

国
会
事
務
局
改
革
案

衆
参
議
長
に
提
出

自
民
行
革
本
部

自
民
党
の
衛
藤
征
士
郎
行
政

改
革
推
進
本
部
長
は
２‐
日
、
河

野
衆
院
議
長
と
扇
参
院
議
長
に

対
し
、
衆
参
両
院
の
法
制
局
統

合
な
ど
を
盛
り
込
ん
だ
国
会
事

務
局
の
改
革
案

「
国
会
事
務
局

改
革
に
関
す
る
提
言
」
を
提
出

し
、
実
現
を
要
望
し
た
。

た
だ
、
有
識
者
か
ら
は

「立

法
機
能
の
低
下
に
つ
な
が
る
」

と
の
指
摘
も
出
て
い
る
。

元
国
会
図
書
館
職
員
で
駒
沢

大
学
の
大
山
礼
子
教
授

（政
治

制
度
論
）
は
２‐
日
、

「国
会
議

員
自
ら
立
法
府
を
弱
体
化
す
る

案
を
出
し
て
い
る
。
強
大
な
行

政
機
関
を
監
視
す
る
た
め
に

は
、
立
法
府
の
調
査
機
能
な
ど

の
充
実
が
必
要
で
、
効
率
化
の

観
点
か
ら
だ
け
で
議
論
す
る
べ

き
で
は
な
い
。
議
員
立
法
作
り

を
補
佐
す
る
法
制
局
を
統
合
す

商
ド
に聞
醍
蓑
電

2/ -2  22rv \
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す
る
効
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優
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論
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０
ヽ
ュ
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自
民
党
行
政
改
革
推
進
本
部
は
先

月
２‐
日
、
衆
参
両
院
議
長
に
対
し
、

「
国
会
事
務
局
改
革
に
関
す
る
提
言
」

を
申
し
入
れ
た
。
こ
れ
を
き
っ
か
け

に
、
本
格
的
な
国
会
改
革
論
議
が
は

じ
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
。

し
か
し
自
民
党
案
は
、
国
会
事
務

局
の
定
員
削
減
や
組
織
の
簡
素
化

。

効
率
化
に
力
点
が
あ
り
、
必
ず
し
も

国
会
の
強
化
を
目
指
し
た
も
の
と
は

い
え
な
い
。
か
え
っ
て
、
立
法
補
佐

機
構
の
機
能
低
下
を
招
く
の
で
は
な

い
か
と
懸
念
し
て
い
る
。

立
法
補
佐
機
構
で
あ
る
国
会
事
務

局
の
役
割
と
は
何
か
。
す
ぐ
思
い
浮

か
ぶ
の
は
、
議
員
法
案
の
立
案
や
内

閣
法
案
に
対
す
る
野
党
の
対
案
作
り

を
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と

で
あ
ろ
う
。
実
際
、
国

会
議
員
の
立
法
意
欲
の

高
ま
り
を
受
け
て
、
近

年
は
国
会
事
務
局
や
国

立
国
会
図
書
館

へ
の
依

頼
が
急
増
し
て
い
る
。

ま
た
、
））
」数
年
の
政
治
改
革
は
、

与
党
議
員
に
よ
る
法
案
の
事
前
審
査

制
度
を
見
直
し
、
内
閣
の
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
お
よ
び
責
任
を
明
確
化
す
る

こ
と
、
与
党
議
員
と
行
政
省
庁
と
の

接
触
を
断
ち
、
公
共
事
業
の
個
所
付

け

へ
の
議
員
の
介
入
を
な
く
す
こ
と

な
ど
を
目
標
に
し
て
き
た
。
こ
れ
か

ら
の
与
党
議
員
は
省
庁
と

一
線
を
画

し
、
法
案
や
予
算
の
成
立
に
責
任
を

負
う
立
場
か
ら
行
政
監
視
に
力
を
発

揮
し
て
い
く
べ
き
で
、
そ
れ
に
は
省

庁
に
頼
ら
な
い
自
前
の
情
報
や
分
析

能
力
が
不
可
欠
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
今
回
の
提
言
は
行
政

府
寄
り
の
印
象
を
否
定
で
き
な
い
。

国
会
職
員
中
の
幹
部
比
率
が
行
政
省

庁
に
く
ら
べ
て
高
い
こ
と
を
大
問
題

の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
れ

は
大
規
模
な
行
政
組
織
に
対
抗
す
る

に
は
、
立
法
府
側
に
少
数
精
鋭
の
人

材
が
必
要
だ
と
い
う
認
識
を
欠
い
て

い
る
。
官
僚
支
配
を
固
定
化
す
る
意

図
さ
え
感
じ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う

な
提
案
が
国
会
議
員
か
ら
な
さ
れ
、

し
か
も
自
民
党
内
で

一
人
の
反
対
も

な
か

っ
た
と
は
驚
き
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
立
法
府
の
機
能
強
化

の
観
点
か
ら
も
、
国
会
改
革
に
は
大

胆
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
調
査
部
門
の
業
務
の
重
複
を
解

消
す
る
た
め
、
国
立
国
会
図
書
館
を

本
来
の

「
議
会
図
書
館
」
と
し
て
明

確
に
位
置
付
け
た
う
え
で
、
同
館
の

調
査
及
び
立
法
考
査
局
を
軸
に
、
衆

参
の
調
査
部
門
を
統
合
す
る

「
大
調

査
局
」
構
想
も

一
案
だ
。

た
だ
し
、
国
会
改
革
を
論
じ
る
際

に
は
、
留
意
す
べ
き
点
が
あ
る
。

第

一
に
、
立
法
府
の
改
革
は
効
率

化
の
視
点
だ
け

で
は
論
じ
ら
れ
な

い
。
決
め
ら
れ
た
方
針
に
従
っ
て
事

務
を
遂
行
す
る
行
政
機
関
と
は
異
な

り
、
国
会
は
多
様
な
民
意
を
代
表
す

る
議
員
が
議
論
を
尽
く
す
場
で
あ

る
。
ス
ピ
ー
ド
と
結
果
だ
け
を
競
う

な
ら
、
議
会
制
民
主
主
義
よ
り
独
裁

■

●

●

●

●

制
の
ほ
う
が
効
率
的
か
も
し
れ
な

い
。
国
会
と
い
え
ど
も
効
率
化
へ
の

努
力
を
怠

っ
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ

の
「
効
率
」
を
測
る
に
は
、
省
庁
の
事

務
効
率
と
は
別
な
物
差
し
が
要
る
。

第
二
に
、
二
院
制
を
生
か
す
た
め

の
配
慮
と
工
夫
で
あ
る
。
自
民
党
案

は
、
参
議
院
法
制
局
の
立
案
件
数
が

衆
議
院
に
比
べ
て
少
な
い
こ
と
を
理

由
に
両
院
法
制
局
の
統
合
を
提
案
し

て
い
る
。
し
か
し
、

参
議
院
が
大
い
に
独

自
性
を
発
揮
し
、
内

閣
の
重
要
法
案
に
対

し
て
衆
参
が
相
反
す

る
観
点
か
ら
修
正
を
加
え
る
事
例
が

増
え
る
と
し
た
ら
、
対
応
で
き
る
だ

ろ
う
か
。
参
議
院
の
あ
り
方
を
問
う

こ
と
は
当
然
だ
が
、
衆
参
そ
れ
ぞ
れ

の
自
律
性
を
損
ね
る
こ
と
に
な
っ
て

は
元
も
子
も
な
い
。

◇

専
門
は
政
治
制
度
論
。

５‐
歳
。



国
会
は

「国
の
唯

一
の
立
法
機
関
」

（憲
法
四

一
条
）
だ
。
安
全
保
障
な
ど
国
の
基
本
政
策
か
ら

日
々
の
暮
ら
し
に
か
か
わ
る
も
の
ま
で
ヽ
年
間
百

五
十
件
に
の
ぼ
る
法
律
を
審
議
し

成ヽ
立
さ
せ
る
ｏ

猛
男
軽
奨
扉
鮮
燿
一

躊
鍵
璽
壌

・Ｅ

羅

確
お

凛

欝

籍

ホ

´
う
）ヽ

み
一ら
｝
こ
ｆ
ヨ
■
粛
き
量

轟

を

菱

一

・　
　
っ
た
公
明
党
の
協
力
を
得
る
た
め
の

一
癬
余
の
策
だ
っ
た
●
　
　
　̈
・

■
鰹
議
縣
計
局

・

「
が
日
か
つ
た
。
Ｐ
Ｋ
Ｏ
の
核
心
で
あ

る
Ｐ
Ｋ
Ｆ
の
凍
結
は
残
念
だ

っ
た

が
、
残
っ
た
部
分
で
で
き
る
こ
と
も

い
ろ
い
ろ
あ
る
と
自
分
を
納
得
さ
せ

業
辞
確
維
「噂種
響
鷲
蠣
帯
繁
数
鵡
確
耀
鵜
馳
韻
〕

の
は
ヽ
国
会
提
出
の
わ
す
か
一
週
間

前
Ｐ
準
備
不
足
は
否
め
ず
、
外
務
省

の
局
長
が
答
弁
に
立
ち
住
生
す
る
場

面
が
相
次
ぎ
、

一
か
月
で
廃
案
に
追

散
訓
か
ら
、
柳
井
氏
ら
は
Ｐ
Ｋ
Ｏ
協

力
法
の
作
成
に
あ
た
っ
た
。し
か
し
、

出
来
上
が
っ
た
法
案
は

「世
界
の
常

識
に
及
ば
な
い
」

（小
択
氏
）
も
の

一
だ
っ
た
０
内
閣
法
制
局
の
法
案
審
査

Ｉ

公
明
、
暑

理

と
３

堺

衝

で
武
器
使
用
基
準
な
ど
の
「
Ｐ
Ｋ
０

・参
加
五
原
則
」
が
盛
り
込
ま
れ
、
自

衛
隊
の
行
動
を
雌
し
く
制
約
し
た
結

果

他
甲
争
軍
埜
宅
ろ
う
存

動
を
困
難
に
し
た
か
ら
た
「

・

Ｐ
Ｋ
Ｏ
協
力
法
の
国
会
審
議
壕

そ
れ
で
も
な
お
「
神
学
論
争
」
に
終

始
し
、
野
党
第

一
党
の
社
会
党
な
ど

は

「
国
連
平
和
協
力
の
美
名
を
借
り

て
自
衛
稼
派
遣
を
意
図
す
る
事
実
上

の
暑
選
響
療
ヒ
決
め
つ
け
礼

羮
轄
馨
蒔
霊
一

生
奮
樵
を
壁
台
簡
墜
γ
ち
て
ヽ

，

５

た
ｏ

一そ
れ
か
ら
九
年
¨
．Ｐ

Ｋ
Ｆ
凍
結
解

除
な
ど
を
盛
り
込
む
改
正
Ｐ
Ｋ
Ｏ
協

力
法
の
採
決
で
は
、
野
党
第
一
党
の

民
主
党
は
賛
成
し
、
同
党
内
の
旧
社

・
会
党
系
議
員
の
大
半
も
党
議
に
従
っ

て
賛
成
票
を
投
じ
た
。

柳
井
氏
は

「隔
世
の
感
が
あ
り
ま

す
ね
。
思
っ
た
よ
り
も
時
間
が
か
か

り
ま
し
た
が
、
よ
う
や
く
す
っ
き
り

し
ま
し
た
卜
と
語
る
。

準

２

月
糧

て
、
環

慇

ヽ
冨

を
や
墨

電

感
藩

、

後
輩
と
交
わ
し
た
無
言
の
握
手
に
込

一め
ら
れ
て
い
た
。

（
「法
律
物
語
」
は
原
則
と
し
て

月
曜
日
に
掲
載
し
ま
す
）

ω年6月成立
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国
連
平
和
維
持
活
動

（Ｐ
Ｋ

Ｏ
）協
力
法
を
め
ぐ
る

ヽ
攻
防
は
、

五
五
年
体
制
下
で
常
に
野
党
第

一
党
の
座
に
あ
づ
た
社
会
党
．

謬
慶
為
弩
堪
嬌

一員

会

暑

三
難

・

酔権
孵
嫌
罐
靭
一

を

「自
衛
隊
海
ａ
丞
き
法
」
と

す
垂

層

、
わ
言

９

の
ろ
歩
い
て
採
決
を
運
ら
せ
る

「牛
歩
戦
術
」
で
対
抗
し
た
。

六
月
五
日
夜
か
ら
始
ま
っ
た

体
会
議
で
、
社
会
党
は
議
院
遣

営
委
員
長
ら
の
解
任
・
間
童
決

哺
類

雙

舗

い
豫

時

グ
ラ
ン
牛
歩
を
展
開
し
、
可
決

ま
で
五
日
間
を
要
し
た
。

），
当
時
、
社
会
党
の
参
院
国
会
‥

曲

詐

論

一

不
休
で
日
本
の
た
め
に
頑
張
っ

た
』
と
い

ヽ
う
形
を
残
す
べ
き
だ

と
思
っ
た
」
と
語
る
ｏ

四

「牛
歩
」社
会
党
没
落
の
序
章

世
界
の
常
識
に
反

し
、
変
わ
り
始
め

た
国
民
の
常
識
と

も
ズ
レ
が
生
じ
て

い
た
。
こ
れ
が
参
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児
童
虐
待
防
止
法
の
制
定
に
少

な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
た

一
冊
の

漫

「
画

い
％
％
げ

た
い
」

（椎
各
籍

子
原
作
、
さ
さ
や
な
な
え
画
）
と

い
う
児
童
慮
待
問
題
を
正
面
か
ら

取
り
上
げ
た
作
品
だ
。

再
婚
し
た
夫

へ
の
気
が
ね
か
ら

三
歳
の
息
子
に
暴
行
を
繰
り
返
す

母
親
。
夫
の
女
性
関
係
を
き

っ
か

け
に
育
児
を
放
棄
し
、
六
歳
の
娘

を
屋
根
裏
部
屋
に
関
じ
こ
め
た
母

親
。
父
親
か
ら
日
常
的
に
性
的
虐

待
を
受
け
、
心
を
開
ざ
し
て
し
ま

っ
た
女
子
中
学
生
。
悲
惨
な
現
実

に
立
ち
尽
く
す
児
童
相
談
所
の
職

員
た
ち

…

Ъ

シ
リ
ア
ス
な
内
容
な
が
ら
、

一

九
九
五
年
に
発
刊
さ
れ
る
と
ベ
ス

ト
セ
ラ
ー
に
な

っ
た
。
そ
れ
以
前

の

「
行
き
過
ぎ
た
親
の
し

つ
け
」

と
い
う
誤

っ
た
認
識
を
塗
り
替

え
、
児
童
虐
待
が
家
族
の
孤
立
化

や
地
域
社
会
と
の
隔
絶
が
も
た
ら

す
社
会
問
題
で
あ
る
こ
と
を
知
ら

し
め
る
契
機
に
な
っ
た
。

そ
の

「
凍
り
つ
い
た
瞳
」
を
、

社
民
党
の
保
坂
展
人
衆
院
議
員
が

衆
院
脅
少
年
問
題
特
別
委
員
会
の

委
の
与
野
党
理
事
は
、
児
童
虐
待

防
止
を
目
的
と
す
る
法
整
備
に
動

き
出
し
た
。◇

と
こ
ろ
が
、
議
員
た
ち
の
動
き

に
、
児
童
虐
待
対
策
の
主
管
官
庁

で
あ
る
旧
厚
生
省
が
激
し
く
抵
抗

し
た
。

虐
待
防
止
を
促
す
各
種
通
達
を

す
で
に
出
し
て
お
り
、
児
童
福
祉

法
な
ど
現
行
法
令
を
積
極
的
に
活

「凍 りついた瞳 」は衆院青

少年F・5題特別委の メンパ ー

に児童虐待防止 の法整備の

必要性を強 く訴えかけた

児童 虐待 を 4類 型  児 童 虐

待防止法 は、虐待 を受 けて い

る子供 の早期 発 見 ・保護 を 目

的 に児童 相談所 の権 限 ・機 能 を碑 化

した。児童相談所 の職 員は虐待 の恐

れ の あ る 家 庭 に 立 ち 入 り調 査 で き

(9条 )、 立 ち入 り調査 な どの際 に

警察官 の援 助 を求め る ことが で き る

(10条 )こ とが 明記 され たo

児童虐待 の定義 も初 めて 明確 化

(2条 )し 、①身体に外傷が生 じた

り、生じる恐れがある暴行 (身体的

虐待)②わいせつな行為 (性的虐待)

③心身の正常な発達を妨げるような

著しい減食や長時間の撃置など青児

の放棄 (ネグ レク ト)④ 著 しい心理

的外傷を与える言動 (心理的虐待 )
一―一|こ4類 型 t′ている。      ・

迫
真
の
漫
画
議
員
動
か
す

全
委
員
に
配

っ
た
の
は
九
九
年
夏

の
こ
と
補

「
青
少
年
問
題
と
言
え
ば
、
非

行
防
止
や
葉
物
取
り
締
ま
り
の
話

が
先
行
し
、
児
童
慮
待
の
問
題
ヘ

の
関
心
は
全
体
に
低
か
っ
た
。
だ

か
ら
、
こ
の
漫
画
を
ぜ
ひ
読
ん
で

欲
し
か

っ
た
」

民
主
党
理
事
だ
っ
た
田
中
甲
衆

院
議
員
は

「
生
々
し
く
、
具
体
的

に
訴
え
か
け
て
く
る
漫
画
だ

っ

た
輪
我
々
が
何
と
か
し
な
い
と
』

と
気
持
ち
を
駆
り
立
て
ら
れ
た
議

員
も
多
か

っ
た
」
と
指
摘
す
る
。

「ま
る
で
超
党
派
の
議
員
連
盟

の
よ
う
」

（田
中
氏
）
に
、
特
別

用
す
れ
ば
事
足
り
る
、
と
い
う
理

由
だ

っ
た
。

し
か
し
、
自
民
党
理
事
だ

っ
た

太
田
誠

一
・
元
総
務
庁
長
官
は

，

「
予
算
な
ら
歓
迎
だ
が
、
法
律
は

仕
事
が
増
え
る
だ
け
で
大
変
と
い

う
役
人
心
理
が
働
い
た
の
だ

ろ

う
」
と
見
る
。

児
童
福
祉
法
三
四
条

「
児
童
保

護
の
た
め
の
禁
止
行
為
」
に
列
記

さ
れ
て
い
る
の
は
、
戦
前
の
児
童

虐
待
防
止
法
の
規
定
に
沿
っ
た
も

の
で
、

「
障
害
の
あ
る
子
を
見
せ

物
に
す
る
」

「
物
ご
い
や
大
道
芸

を
さ
せ
る
」
な
ど
の
経
済
的
搾
取

行
為
に
限
ら
れ
て
い
た
。
人
権
感

覚
が
極
め
て
低
く
、
社
会
的
に
も

貧
し
い
時
代
に
作
ら
れ
た
規
定
を

根
拠
に
、
現
代
社
会
の
病
理
に
根

差
し
た
虐
待
問
題
に
取
り
組
む
の

は
あ
ま
り
に
無
理
が
あ

っ
た
。

特
別
委
で
も
法
の
不
備
に
質
問

が
集
中
し
た
。

「
明
ら
か
に
時
代
錯
誤
で
す
よ
。

児
童
福
祉
法
を
改
正
す
る
必
要
を

感
じ
ま
せ
ん
か
」

田
中
氏
ら
は
何
度
も
迫

っ
た

が
、
厚
生
省
は
「
非
常
に
難
し
い
」

と
繰
り
返
し
た
。

◇

二
〇
〇
〇
年
四
月
十
二
日
、
特

別
委
の
メ
ン
バ
ー
は
東
京
都
児
童

相
談
セ
ン
タ
ー
を
視
察
し
た
。
職

員
は
□
々
に
訴
え
た
。

「
虐
待
の
早
期
発
見
と
、
子
供

や
親
に
対
す
る
ケ
ア
を
同
時
に
で

き
る
シ
ス
テ
ム
が
必
要
で
す
Ｌ
法

改
正
を
ぜ
ひ
お
願
い
し
ま
す
」

特
別
委
員
長
だ
っ
た
富
田
茂
之

公
明
党
前
衆
院
議
員
は

「
こ
の
視

察
が
決
定
打
だ

っ
た
¨
今
国
会
で

何
と
か
し
な
け
れ
ば
、
と
い
う
雰

囲
気
に
全
委
員
が
変
わ

っ
た
」
と

話
す
。

六
月
の
衆
院
解
散

・
総
選
挙
が

取
り
ざ
た
さ
れ
る
中
、
そ
れ
ま
で

厚
生
省
の
肩
を
持
つ
議
員
が
多
か

っ
た
自
民
党
に
も

「
有
権
者
に
ア

ピ
ー
ル
す
る
手
柄
に
な
る
」
と
い

う
空
気
が
広
ま
り
、
与
野
党
理
事

に
よ
る
法
案
作
成
作
業
は

一
気
に

進
ん
だ
。

五
月
十

一
日
に
は
富
田
委
員
長

提
案
の
形
で
児
童
虐
待
防
止
法
案

が
国
会
に
提
出
さ
れ
、
翌
十
二
日

に
衆
院
を
通
過
、
十
七
日
に
全
会

一
致
で
成
立
し
考

官
田
氏
は
法
成
立
の
直
前
、
虐

待
防
止
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
普
及
に
取

り
組
む
作
家
の
森
田
ゆ
ろ
さ
ん
か

ら
手
紙
を
も
ら
っ
た
。

Λ
今
回
の
立
法
で
国
政

へ
の
希

望
を
少
し
取
り
戻
せ
た
よ
う
な
気

も
し
て
い
ま
す
。
二
十

一
世
紀
を

つ
く

っ
て
い
く
子
供
た
ち

へ
の
素

晴
ら
し
い
贈
り
物
と
な
る
こ
と
で

し
ょ
う
Ｖ

保
坂
氏
も
、
主
管
富
庁
の
抵
抗

を
押
し
切
っ
て
、
与
野
党
が
結
束

し
て
法
制
定
に
取
り
組
ん
だ
意
義

を
強
調
す
る
。

「
特
別
委
は
、
今
こ
の
瞬
間
に

虐
待
さ
れ
、
担
ぎ
込
ま
れ
る
子
供

の
将
来
に
思
い
を
は
せ
な
が
ら
議

論
し
た
。
言
論
の
府
に
ふ
さ
わ
し

い
国
会
の
あ
り
よ
う
だ
っ
た
」

（
「
法
律
物
語
」
は
毎
週
月
曜

日
に
掲
載
し
ま
す
）

へ
ゝ

旧厚
生
省
の
抵
抗

◆
児
童
相
談
セ
ン
タ
ー
視
察

◆
与
野
党
結
束
　
ヽ

原作 椎名鷲子 画 ささやななえ「凍りついたIE」愛蔵版コミックス/集 英社
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親
へ
の
ケ
ア
後
回
し
の
施
行

児
童
虐
待
が
発
見
さ
れ
た
場
　
衆
院
青
少
年
問
題
特
別
委
員
会
で

慮
待
を
受
け
た
子
供
た
ち
は
心

に
深
い
傷
を
負
っ
て
い
る
”

東
京
都
立
川
市
の
児
童
養
護
施

設
■
至
誠
学
回
」
。
児
童
約
七
十

人
の
う
ち
十
人
前
後
が
、
虐
待
を

繰
り
返
す
親
か
ら
引
き
離
す
目
的

で
入
所
し
た
子
供
た
ち
弓

六
畳
大
の
部
屋
に
、
真
っ
自
な

砂
を
敷
き
詰
め
た

一
麻
四
方
の
台

が
あ
る
。
棚
に
は
、
ド
レ
ス
を
着

た
女
性
な
ど
顧

々
な
人
形
、
庭
木

や
家
な
ど
の
小
さ
な
模
型
が
百
種

類
以
上
並
ぶ
。
施
設
の
職
員
は
こ

の
部
屋
で
子
供
た
ち
の
心
を
癒
や

す
治
療
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

「
人
形
を
使
っ
て
何
か
物
語
を

作

っ
て
み
せ
て
」

職
員
に
促
さ
れ
、
子
供
は
白
い

砂
の
上
に
人
形
を
使

っ
て
ド
ラ
マ

を
組
み
立
て
る
。
往
々
に
し
て
、

そ
れ
は
自
分
の
過
去

の
出
来
事
を
重
ね
合

わ
せ
た
ス
ト
ー
リ
ー

に
な
る
。

「箱
庭
療

法
」
と
い
う
心
理
療

法
芍

「
最
初
は

『
魔

女
』
の
人
形
で
表

し
て
い
た
母
親
像

が
、
時
間
を
か
け

て
心
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
い
け
は
、

『
ウ
エ
デ
ィ
ン
グ
ド
レ
ス
を
着
た

女
性
』

へ
と
変
わ
っ
て
い
ど
ち

子

供
の
心
に
落
ち
着
き
が
出
て
く

る
」統

括
学
園
長
の
高
橋
利

一
さ
ん

は
、
箱
庭
療
法
の
効
用
を
認
め
た

う
え
で
、
こ
う
話
す
。

「
で
も
、
受
け
て
い
た
虐
待
が

ひ
ど
け
れ
ば
、
虐
待
さ
れ
た
歳
月

合
、
子
供
は
児
童
養
護
施
設
な
ど

に
保
護
さ
れ
る
。
だ
が
、
親
は
何
の

手
当
て
も
な
い
ま
ま
放
置
さ
れ
て

）
い
る
の
が
現
状
だ
。
こ
れ
で
は
親

の
手
元
に
子
供
を
帰
し
た
と
た

ん
、
慮
待
が
再
発
し
て
し
ま
う
。
再

も
、参
考
人
と
し
て
出
席
し
た
「
子

ど
も
の
虐
待
防
止
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

・
あ
い
ち
」
の
祖
父
江
文
宏
理
事

7月

長
は
訴
え
た
。

「
子
供
を
虐
待
か
ら
救
出
し
て

環
境
を
変
え
れ
ば
そ
れ
で
済
む
と

い
う
発
想
は
、
全
く
ナ
ン
セ
ン
ス

だ
と
思
う
。
虐
待
を
受
け
た
心
の

傷
を
癒
や
す
こ
と
、
虐
待
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
保
護
者

の
心
を
癒
や
す
こ
と
が
抜
き
に
さ

れ
た
ら
、
世
代
関
連
鎖

（
幼
児
期

に
虐
待
を
受
け
た
親
が
自
分
の
子

供
に
も
虐
待
を
繰
り
返
す
現
象
）

を
断
ち
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

二
〇
〇
〇
年
五
月
に
成
立
し
た

児
童
虐
待
防
止
法
は
、
虐
待
さ
れ

て
い
る
子
供
の
早
期
発
見
と
保
護

に
力
点
が
置
か
れ
た
「
親

へ
の
ケ

ア
は
、
虐
待
し
た
親
に
児
童
福
祉

司
に
よ
る
指
導
を
受
け
る
こ
と
を

義
務
づ
け
、
従
わ

な
い
場
合
は
知
事

が
親
に
指
導
に
従

う
よ
う
勧
告
で
き

る
規
定
盆

一
条
）

を
設
け
た
に
過
ぎ
な
い
。

法
案
作
成
の
協
議
に
加
わ
つ
た

公
明
党
の
池
坊
保
子
衆
院
議
員
は

振
り
返
る
。
　
　
　
　
　
　
　
・

「今
ま
さ
に
虐
待
さ
れ
て
い
る

子
供
た
ち
を
救
う
た
め
、
緊
急
立

法
的
に

一
歩
を
踏
み
出
す
法
律
を

作
ら
な
け
れ
ば
、
と
い
う
思
い
が

強
か

っ
た
。
親
権
の
制
限
を
認
め

る
か
な
ど
名
党
の
意
見
は
様
々
だ

っ
た
が
、
不
十
分
な
と
こ
ろ
は
後

で
改
正
す
れ
ば
よ
い
と
考
え
た
」

◇

東
京
都
世
田
谷
区
の

「
子
ど
も

の
虐
待
防
止
セ
ン
タ
ト
」
は
ヽ
九

一
年
の
開
設
以
来
、
電
話
相
談
を

続
け
て
い
る
。
セ
ン
タ
ー
理
事
の

広
岡
智
子
さ
ん
は

「
相
談
の
九
割

近
く
が
『
虐
待
し
て
し
ま
い
そ
う
』

と
訴
え
る
青
児
中
の
母
親
か
ら
の

も
の
■

来
年
秋
の
見
直
し
で
嘆

親
へ
の
ケ
ア
を
裁
判
所
が
命
令

・

勧
告
す
る
仕
組
み
を
作
る
べ
き

だ
」
と
話
す
。

精
神
科
医
の
斎
藤
学

。
家
族
機

能
研
究
所
代
表
も

「
児
童
相
談
所

は
虐
待
さ
れ
た
子
供
の
保
護
や
ケ

ア
で
手
い
っ
ぱ
い
で
、
親
の
問
題

ま
で
扱
う
の
は
無
理
だ
。
民
間
の

治
療
施
設
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ

（非
営
利
組

織
）
の
整
備
や
資
金
援
助

を
促
す
規
定
を
設
け
る
ベ

き
だ
」
と
強
調
す
る
。

現
行
法
は
「
緊
急
立
法
」

（池
坊
氏
）
に
過
ぎ
な
い
。

施
行
後
三
年
の
見
直
し
条

頂
に
基
つ
く
来
年
秋
の
法
改
正
論

議
で
、
国
会
は
再
び
児
童
虐
待
間

題
に
正
面
か
ら
取
り
組
む
。

参
考
人
質
疑
で
親
へ
の
ケ
ア
の

重
要
性
を
力
説
し
た
祖
父
江
氏

は
、
先
月
、
肺
炎
の
た
め
六
十
二

歳
で
亡
く
な

っ
た
。
質
疑
の
精
び

で
祖
父
江
氏
が
残
し
た
メ
ッ
セ
ー

ジ
は
、
今
な
お
我
々
に
重
く
の
し

か
か
っ
て
い
亀

「
虐
待
を
め
ぐ
る
様
々
な
問
題

は
、
こ
れ
ま
で
大
人
が
何
も
し
て

こ
な
か

っ
た
た
め
に
起
き
て
い
る

こ
と
袴

救
済
に
無
力
な
の
は
、
私

た
ち
が
果
た
し
て
こ
な
か
っ
た
責

任
の
累
積
だ
と
考
え
て
ほ
し
い
」

（児
童
虐
待
防
止
法
は
古
川
肇

が
担
当
し
ま
し
た
■
法
律
物
語
」

は
原
則
と
し
て
月
曜
日
に
掲
載
し

ま
す
）

下

児童虐待防止法への賛否
◆2000年 5月 12日の衆院

本会議 1全会一致で賛成
◆ 5月 17日の

参院本会議
全会一致 で賛成

21X11年
2月

6月

8月

2002年 1

と
同
じ
だ
け
の
治
療
期
間
が
か
か
　
発
を
防
ぐ
に
は
親
の
ケ
ア
に
取
り

っ
て
し
ま
う
の
で
す
」
　
　
　
　
　
組
む
体
制
の
整
備
が
不
可
欠
弓

・　

　

　

◇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
児
童
虐
待
防
止
法
を
審
議
し
た 2月

3月

ヽ

ま
ず
は
保
護

゛

「緊
急
立
法
」
◆
来
年
■
打
値
し
規
定

ヽ
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戦
後
の
保
革
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
対
立

を
背
景
に
し
た
不
毛
の

「
日
の
丸

。

君
が
代
」
論
争
に
終
止
符
を
打

っ
た

国
旗

。
国
歌
法
の
制
定
は
、

一
人
の

校
長
の
自
殺
が
き

っ
か
け
だ

っ
た
ｏ

一
九
九
九
年
二
月
二
十
八
日
朝
、

難

野

錦

郵

訴

却
響

幹
指
導
主
事
は
、
県
立
世
羅
高
校
の

石
川
敏
浩
校
長

（
当
時
五
十
八
歳
）

の
自
宅
を
訪
ね
た
。
石
川
校
長
は
、

翌
日
に
迫

っ
た
卒
業
式
で
の
君
が
代

理

機

“
罐

と
等

立

主
事

「
ど
―
し
た
ん
、
元
気
出
し

な
―
」

校
長

「
も
う
だ
め
よ
―
、
ど
―
に

も
な
ら
ん
。
な
ん
ぼ
言
う
て
も
聞
い

て
く
れ
ん
の
よ
。
歌
を
言
う
ん
な
ら

旗
も
や
ら
さ
ん
、
歌
も
旗
も
絶
対
や

ら
さ
ん
と
責
め
ら
れ
た
」

社
会
党
や
共
産
党
、
日
教
組
は
、

戦
後
、

一
貫
し
て

「
侵
略
戦
争
の
旗

印
と
な

っ
た
」

「
″
天
皇
続
治
は
永

遠
で
あ
れ
″
と
い
う
歌
詞
は

『
国
民

主
権
」
に
反
す
る
」
と
日
の
丸

・
君

が
代
に
反
対
し
続
け
て
き
た
ｏ

し
か
し
、
既
に

一
九
七
四
年
の
総

理
府
世
論
調
査
で
、

「
日
の
丸
が
国

旗
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
」
が
８４
％
ヽ

「
君
が
代
が
国
歌
と
し
て
ふ
さ
わ
し

ぃ
」
が
７７
％
に
も

上
る
。
そ
の
後
、

保
革
対
立
が
終
わ

り
、
社
会
党
も
歴

史
の
舞
台
か
ら
消

え
て
か
ら
は
、
日
の
丸

・
君
が
代
は
、

国
民
の
間
に
国
旗

。
国
歌
と
し
て
す

っ
か
り
定
着
し
て
い
る
。

だ
が
、
政
府
は
、
日
教
組
な
ど
と

の
対
決
を
避
け
、
学
習
指
導
要
領
に

基
づ
く
教
育
現
場
で
の
指
導
と
い
う

形
で
、
日
の
丸
掲
揚
、
君
が
代
斉
唱

を
推
し
進
め
る

一
方
、
法
的
位
置
づ

け
に
つ
い
て
は
あ
い
ま
い
に
し
た
ま

ま
だ

っ
た
。

旧
文
部
省
の
指
導
で
、
広
島
県
教

委
は
九
九
年
二
月
二
十
三
日
、
県
内

の
学
校
長
に
、
日
の
丸
掲
揚
、
君
が

代
斉
唱
の
完
全
実
施
を
求
め
る
職
務

命
令
を
出
し
た
。
石
川
校
長
も
教
職

員
と
話
し
合
い
を
繰
り
返
し
た
が
、

教
職
員
側
は

「
君
が
代
斉
唱
を
強
行

す
る
な
ら
補
習
授
業
や
駅
伝
の
世
話

な
ど
学
校
運
営
の

一
切
に
協
力
し
な

い
」
と
突

っ
ぱ
ね
た
。

主
事
の
訪
間
の
直
後
、
石
川
校
長

は
自
死
し
た
ｏ
残
さ
れ
た
本
人
手
書

‘
き
の
メ
モ
に
は
、
こ
う
書
か
れ
て
あ

つ
花「

何
が
正
し
い
の
か
分
か
ら
な
い
。

自
分
の
選
ぶ
道
が
ど
こ
に
も
な
い
」

◇

二
日
後
の
三
月
二
日
¨
野
中
広
務

富
房
長
官
は
石
川
校
長
の
自
殺
に
触

れ
て
、
小
渕
首
相
に
訴
え
た
。

「
こ
の
ま
ま
で
は
悲
劇
が
何
回
繰

り
返
さ
れ
る
か
分
か
ら
な
い
。
戦
後

長
く
国
の
背
骨
と
な
る
国
旗
や
国
歌

を
成
文
化
せ
ず
、
中
途
半
端
に
時
代

を
送
っ
て
き
た
。
二
十

一
世
紀
を
目

前
に
控
え
、
積
み
残
し
て
き
た
問
題

を
解
決
し
た
い
」

小
渕
氏
は

一
週
間
前
の
予
算
委
員

会
で

「
法
制
化
は
考
え
て
い
な
い
」

と
答
弁
し
た
ば
か
り
だ
。
　
一
瞬
た
め

ら
い
は
あ
っ
た
が
、
小
渕
氏
も
う
な

ず
い
た
ｏ　
だ
が
、
法
制
化
の
道
諄
Ｒ

平
た
ん
で
は
な
か

っ
た
“

従
来
の
政
府
見
解
は

「
長
年
の
傾

習
に
よ
り
、
国
旗

。
国
歌
の
認
識
が

す
で
に
国
民
に
定
着
し
て
い
る
。
法

律
に
よ
り
制
度
化
す
る
考
え
は
な

い
」

（七
九
年
六
月
の
大
平
首
相
答

弁
）
と
い
う
も
の
だ
。
自
民
党
内
で

は

「
無
理
し
て
法
制
化
す
る
ま
で
も

な
い
」
と
い
う
空
気
が
強
か

っ
た
。

文
部
省
も
、
あ
ま
り
法
的
根
拠
に
固

執
す
る
と
、
逆
に
こ
れ
ま
で
の
学
習

指
導

要
領
に
よ
る
指
導
の
正
当
性

に
疑
間

符
が
つ
き
か
ね
な
い
、
と

及
び

腰
だ

っ
た
。

し
か
し
、
自
民
党
と
の
連
立
を
目

前
に
控
え
た
公
明
党
が
、

「
国
旗

・

国
歌
法
へ
の
賛
成
は
自
公
連
立
の
試

金
石
だ
」
と
い
う
野
中
氏
の
説
得
で

賛
成
に
転
じ
、
流
れ
が
変
わ

っ
た
。

民
主
党
か
ら
も
賛
成
者
が
相
次
ぎ
、

八
月
九
日
、
国
旗

。
国
歌
法
は
成
立

し
た
。
石
川
校
長
の
自
殺
か
ら
五
か

月
後
だ
っ
た
。◇

法
成
立
か
ら
三
年
．
サ
ッ
カ
ー

・

ワ
ー
ル
ド

カ

ッ
プ
で
は
、
顔
に
日

の
丸
を
ペ
イ
ン
ト

し
た
若
者
が
ス

タ
ジ
ア
ム
を
埋
め
、
君
が
代
を
大
声

で
斉
唱
す
る
光
景
が
繰
り
広
げ
ら

れ
た
。
世
羅
高
校
の

屋
上
に
も
、
今
で
は

他
の
ほ
と
ん
ど
の
高

校
と
同
じ
よ
う
に
、

日
の
丸
が
は
た
め

ノ
ヽ
。

「
国
旗

。
国
歌
法
が
で
き
て
本
当

に
良
か
っ
た
。
日
本
が
主
権
を
は

っ

き
り
と
打
ち
出
し
た
と
い
う
点
で
、

歴
史
の
大
き
な
区
切
り
に
な
っ
た
と

思
う
」

現
校
長
の
田
辺
康
嗣
さ
ん
は
石
川

校
長
ら
歴
代
校
長
の
肖
像
写
真
が
並

ぶ
校
長
室
で
、
法
制
化
の
意
季
く

今
後
の
課
題
を
語
っ
た
。

「た
だ
日
の
丸
を
掲
揚
し
、
君
が

代
を
歌
う
よ
う
に
な
っ
た
だ
け
で
は

だ
め
だ
。
憲
法
前
文
に

『
自
国
の
こ

と
の
み
に
専
念
し
て
他
国
を
無
視
し

て
は
な
ら
な
い
』
と
あ
る
よ
う
に
、

日
本
の
将
来
を
考
え
、
他
国
を
尊
重

で
き
る
若
者
を
育
て
る
こ
と
が
、
法

制
化

‐
の
き

っ
か
け
と
な

っ
た
我
が
校

の
姜
務
だ
と
思
う
」
　
　
　
　
‐

ヽ

　
き
っ
か
け
は
校
長
の
死
◆
摩
擦
恐
れ
政
府
も
及
び
腰

◆
公
明
賛
成
で
潮
流
変
化
　
ヽ

（
「
法
律
物
語
」
は
原
則
と
し
て

月
曜
日
に
掲
載
し
ま
す
）
　

，

読売新聞2002年 7月 29日 朝刊

保
革
の
不
毛
な
論
争
に
幕

日の丸 と君が代 国 旗 。国歌法は 「国  「 商船規員」」で、縦横比は 7対 10、日章
旗は、日章旗とする」 「国歌は、君が代  の 直径は縦の 5分 の

｀
3、 日章の中心は旗

とする」という 2つ の条文から成 り、     の 中心から旗ざおrlljに旗の横の長さ

碁]T:晶 猾 圏

・

、l饉 螺 :幌 『 』 翼 纂 i稚 悪 :
日章の中心は旗の中心」「地は自色、      つ きが出ないよう縦横比を「2対 3」
日章は紅色」とし、君が代の歌詞 ・楽譜  に 統一し、民間業者も基本的に この様式
も具体的に表記 している。        で 旗を作 っているため、 「国連サイズ」

日の丸の寸法は、1870年の太政官布告  を 採用した。
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撃
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国
旗

。
国
歌
法
は
、
法
案
の
国

会
提
出
か
ら
成
立
ま
で
二
か
月
も

要
し
な
か

っ
た
。
そ
の
要
因
と
し

て

「
君
が
代
」
の
政
府
解
釈
を
め

ぐ
る
小
渕
元
首
相
の
知
恵
と
決
断

が
あ

っ
た
。

一
九
九
九
年
六
月
下
旬
、
首
相

官
邸
の
首
相
執
務
室
で
開
か
れ
た

国
会
答
弁
の
勉
強
会
で
、
小
渕
氏

が
手
に
し
た
想
定
間
答
集
に
は
こ

う
書
か
れ
て
い
た
ｏ

「
君
が
代
の

『
君
」
と
は
、
日

本
国
憲
法
下
で
は
、
日
本
国
及
び

日
本
国
民
統
合
の
象
徴
で
あ
る
天

皇
の
こ
と
を
指
す
」

従
来
の
政
府
答
弁
を
踏
襲
し
た

解
釈
で
、
法
案
を
閣
議
決
定
し
た

六
月
十

一
日
に
は
政
府
見
解
と
し

て
公
表
さ
れ

て
い
た
。

小
渕
氏
は
し
ば
ら
く
黙
読
し
た

後
、
自
ら
赤
鉛
筆
を
と
り
、
書
き

込
み
を
入
れ
た
。

「
‥

‥
日
本
国
及
び
日
本
国
民

下

穏梁轟娼
|が代を蓉議 ‐  ‐

魏"1削 除

新早解を表明
えていない」と答弁

を表明

「君
」の
解
釈
に
首
相
¨

悧一一一一述「一一毒「った」］一̈̈
］̈」一中一一̈一」一幸”̈」̈一帖華致し『一　ゃ府‐観聯いな蒙』』一一̈」」．″”̈「中蝉沖蝉響赫綺わ一一萎』彗一繰事一一一た矢（一̈

法
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
」
と
反
発
　
で
は
の
政
治
的
直
感
が
働
い
た
の
　
の
う
ち
に
、
七
月
の
参
院
選
で
の

冬
『一聯『鐵
鞭一鵡一頌
癬一う「る雛霧一一融申一一一一一時翡幸一一一『だ一̈一。◇と認一̈法．‥悼」驀爾理
「泊離罐ぃ

は
象
徴
天
皇
だ
け
で
は
な
く
、
国
　
つ
い
て
は
、
か
つ
て
田
中
角
栄
首
　
　
そ
れ
か
ら
二
十
五
年
。
公
明
党

ん
が
国
民
主
権
の
く
だ
り
を
加
筆
　
の
が
政
府
の
見
解
だ

っ
た
。
　
　
　
ら
古
歌
の

『
あ
な
た
』
に
戻
す
の
　
民
全
体
を
指
す
も
の
と
理
解
す
べ
　
相
も
七
四
年
三
月
、
国
会
で
表
明
　
の
神
崎
武
法
代
表
ら
は
、
く
す
ぶ

し
た
時
は
、

『
こ
れ
で
混
乱
な
く
　
　
法
制
化
の
作
業
で
は

「
君
」
の
　
は
無
理
で
す
」と
強
く
反
対
し
た
。
　
き
だ
と

い
う
声
が
噴
き
出
し
た
。
　
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
時
も
、
　

る
債
重
論
を
抑
え
て
党
内
を
法
案

法
律
が
で
き
る
』
と
確
信
を
持
て
　
解
釈
を
ど
う
す
る
か
が
大
き
な
ポ
　
　

「
君
」
を
象
徴
天
皇
と
す
る
政
　
　
小
渕
氏
の
加
筆
に
よ
る
政
府
見
　
卒
業
式
で
の
日
の
丸
掲
揚

・
君
が
　
賛
成
で
ま
と
め
、
法
制
化
の
流
れ

ま
一
】
一

に
や

」
も
と
平
安
時
代

一
↓
¨
¨
予

ガ
醒

　

ヽ

　

国

民

主

権

問

題

◆

小

渕

氏

が

加

筆

◆

「
軍

国

‘ 主

義

」
影

潜

め

る

　

ヽ

を
決
定
づ
け
た
。

野
党
第

一
党
の
民
主
党

は
、
な
お
旧
社
会
党
系
を
中

心
に
反
対
論
が
あ
っ
た
が
、

「
す
で
に
日
本
の
国
旗

。
国

歌
と
し
て
広
く
国
民
の
間
に

定
着
し
て
い
る
」

（伊
藤
英

成
衆
院
議
員
）
と
す
る
賛
成

者
が
相
次
い
弓

「
日
の
丸

・
君
が
代
＝
軍

国
主
義
の
復
活
」
と
い
う
ド

グ
マ
は
既
に
色
あ
せ
て
い

花

秦
郁
彦
日
大
教
授
は
「戦

後
五
十
年
以
上
が
経
過
し
、

左
翼
勢
力
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘
争

が
影
を
潜
め
、
よ
う
や
く
常
識
で

議
論
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と

指
摘
す
る
。

今
日
、
卒
業
式
な
ど
で
日
の
丸

掲
揚
と
君
が
代
斉
唱
を
実
施
し
て

い
な
い
公
立
小
中
学
校
や
高
校
は

１
％
に
も
満
た
な
い
。

国
旗

。
国
歌
法
の
成
立
は
、
日

本
が

「
戦
後
」
を
超
え
た
瞬
間
だ

っ
た
。（国

旗

。
国
歌
法
は
小
林
弘
平

が
担
当
し
ま
し
た
■
法
律
物
語
」

は
原
則
と
し
て
月
曜
日
に
掲
載
し

ま
す
）
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朝 日新聞 2004年 6月 4日 ～6日

る
柿
え
て
、

口
厚
労
泊
の
同
菫
決
議
案
、

£

苗

窓

撃

窯

議
は
、
小
森
首
相
や
関
燎
、

与
野
党
に
ま
た
が
る
国
会
議

口
の
国
民
年
金
未
納

。
来
加

入
が
相
次
い
で
明
ら
か
に
な

る
な
か
、
政
府
案
の
中
身
そ

の
も
の
に
対
す
る
●
構
は
螺

ま
ら
な
か
っ
た
。
モ
デ
ル
世

僣
の
厚
生
年
金
の
綸
付
水
鄭

に
つ
い
て
、
政
府

・
与
資
が

螂
け
た

「現
役
世
代
の
”
％

範
保
」
が
受
語
開
始
饉
―
‘

‐２
年
で
崩
れ
る
こ
と
も
黎
続

奮^

モ

リ

う
か
に
な
っ
た
。

〓
腱
菫
法
着
の
解
決
が
強
行
さ
れ
た
。
手
前
は
小
泉
首
相
１
３
日
午
後
３
時
す
き
、
日
会
内
で （３

・
４
面
に
関
係
記
事
）

朝    白    斬

回
両
親
は
服
役
、１３
歳
少
女
の
夢

覇
茫

ク生ι.争

●
首
相
が
発
端

一鮨

讐

是

・
撲

響

の
滉
乱
は
前
の
厚
労
秦
。
公

明
党
の
選
山
担
奎
員
が

「法

酸
繋

薦
″輩

襲

２

集
う
米
欧
首
脳
に
イ
ラ
ク
の
影

口

憲
法
改
正
自
民
の
論
点
整
理
案

口

天
安
門
事
件
、き
ょ
う
１５
周
年

回
日
本
の
ア
レ
ッ
ク
ス
、終
了
ヘ

口

清
原
、２
千
本
安
打
に
王
手

田

車
転
落
、巻
き
添
え
小
６
重
傷

参
院
盤
長
に
対
し
、
採
決
の

無
勁
と
晏
員
会
へ
の
差
し
戻

し
を
中
し
入
れ
た
が
、
議
長

纏
繋
弊

受
け
た
」
と
し
て
見
直
す
考

え
が
な
い
こ
と
を
表
明
。
倉

口
議
長
は
口
日
深
夜
、
４
日

午
前
１０
時
に
本
会
議
を
開
く

こ
と
を
嘘
輌
で
決
定
．
野
党

は
４
日
の
本
会
議
に
食
田
議

長
の
不
信
任
決
議
案
や
富
崎

書

健

避

賃

長
２

震

嚢

Ｅ

浣

学

●

構
え
だ
。

一
方
、
民
主
、
社
島
面
党

は
衆
眺
藤
労
委
に
所
“
す
る

ｍ
事
を
除
く
１５
人
全
員
の
肇

員
の
辞
任
層
を
衆
臨
“
務
局

に
提
出
し
た
が
、
河
”
澤
平

彙
臓
議
長
は
受
触
し
な
い
こ

と
を
両
党
に
伝
え
た
。

年金法案、参院委で可決

未
納
問
題
で
混
乱

試
算
公
表
も
遅
れ

年
金
改
革
関
迎
岳
黎
の
実
質
薔
離
は
３
日
、
歩
院
厚
生
労
働
委
資
金
で
の

与
党
の
採
決
強
行
で
終
わ
つ
た
。
小
泉
●
相
の

「年
金

〓
″
“
」
発
口
に
始

ま
り
、
将
来
の

一

壽

¨
襲

鍾

轟

驀

発

は
与
野
党
の
多
数
意
見
な
の
に
、
打
開
策
の
芽
を
育
て
ら
れ
な
か
っ
た
不
幸

な
法
黎
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（―
面
”
臨
）

製
饉
の

一
山

一
裕
も

一
元

″
藤
坐
喜
後
に
な
並
笙
冥
の

一
元

化
隣
籠
を
」
と
求
め
た
の
に

対
し
、
首
相
は
答
え
た
。

「ど
う
い
う

〓
“
化
が
集
ま

し
い
か
、
認
織
を
共
有
す
る

だ
け
で
も
大
変
な
時
間
が
か

か
る
」

も
と
も
と

〓
”
化
間
題
に

火
を
付
け
た
の
に
、
３
月
末

の
首
相
の

「
一
元
化
が
日
ま

し
い
」
と
い
う
発
着
だ
。
税

制
を
合
め
た
制
度
の
抜
本
改

〓
綸
餞
へ
造
む
可
能
性
は
あ

っ
た
。

だ
が
、
現
段
階
で
の

〓
π

化
綸
議
を
最
も
嫌
っ
た
の
は

，
党

。
公
明
受
だ
。
今
回
の

年
金
法
黎
は
、
昨
秋
の
総
選

挙
で
の
公
明
党
マ
ニ
フ
エ
ス

ト
の
引
き
零
し
た
。
イ
ラ
ク

特
括
法
で
自
民
党
に
艘
歩
し

た
分
、

「百
年
同
、
持
統
可

能
な
仕
組
み
だ
」

（神
崎
代

表
）
と
主
張
し
た
誌
案
を
“

つ
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
か

っ
た
。

姜
種
も
発
雷
を
ト
ー
ン
ダ

ウ
ン
さ
せ
た
。
５
月
の
迎
休

鴫
け
の
衆
畔
洒
過
直
前
に
３

彙
合
澪
墜
餞
つ
た
が
、
壺
止

案
は

「年
金
制
度
の

一
元
化

を
”
餃
し
、
体
系
の
あ
り
方

に
つ
い
て
検
討
す
る
」
と
い

っ
た
工
虫
色
の
表
現
。
公
明

貸
出
身
の
坂
口
庫
労
相
が
す

ぐ

「
〓
″
“
は
難
し
い
」
と

覇
う
な
ど
、
与
党
に
す
れ
は

民
主
党
を
採
決
に
引
き
込
む

材
料
で
し
か
な
か
っ
た
。

し
か
も
そ
の
直
後
、
年
金

未
納

・
未
加
入
口
層
が
本
格

化
。
摘
日
前
菫
房
収
奮
の
辞

任
、
僣
直
人
臓
の
民
主
党
代

豪
”
任
、
小
沢

一
郎
氏
の
後

褒

遷

奎

異

警

ミ
ノ
」
の
秘
乱
が
続
き
、
歩

院
構
滋
も
そ
の
政
防
に
薇
や

さ
れ
た
。
廃
黎
を
求
め
る
野

党
と
採
決
を
急
ぐ
与
党
の
画

で
、　
一
一“
化
嬌
羅
〓
毬
璧
鐵
す

一，
嬌
理
は
消
え
て
い
た
。

●
「欠
陥
商
品
」

た
だ
、
首
相
●
２
日
の
衆

院
決
昴
行
政
藍
積
豪
員
会
で

「
こ
の
ま
ま
の
詢
度
で
い
い

と
は
な
っ
て
い
な
い
」
と
昭

め
た
。
そ
も
そ
も

「抜
本
改

革
」
″
ホ
妥

しヽ
た
年
金
改
革

が
な
ぜ

「欠
陥
蘭
“
」

（与

党
幡
部
）
に
な
っ
た
の
か
。

「壼

塁

裟

殺

率

を
”
％

（労
使
折
半
）
ま
で

上
げ
て
固
定
し
、
そ
の
収
入

に
合
わ
せ
て
年
金
の
綸
付
を

自
動
的
に
関
薇
す
る
」
。
こ

れ
が
昨
年
ｎ
星
否
こ
れ
た
諄

‥

施

・

た
が
、
２
月
に
拠
比
さ
れ

た
取
鷹
率
は
題
っ
た
。
公
明

党
な
ど
の
要
求
に
応
し

「綸

付
水
準
は
現
役
世
代
の
∞
％

を
雄
持
す
る
」
こ
と
を
盛
り

込
ん
だ
た
め
、
自
動
的
に
給

重

・ｉ

」狂
本
っ
た
。
壼
業
界
な
ど
に

配
は
し
て
保
険
料
率
の
上
限

を
１８

・
３
％
に
押
さ
え
込
ん

だ
た
め
、
∞
％
の
確
保
も
た

う
い
状
況
に
な

っ
た
。

さ
ら
に
法
案
の
に
帰
整
〓
を

猥
な
っ
た
の
は
、
政
府
の
続

明
虫
荏
意
融
の
碑
き
。
「∞
％

が
維
持
さ
れ
る
の
は
、
年
金

を
も
ら
い
始
め
て
か
ら
―
～

‐２
年
ま
で
」
。
政
府
が

こ
の

嬰

纏

健

８

、
羹

が
衆
餞
を
轟
過
し
、
お
院
特

積
に
入
っ
た
５
月
１２
日
。
年

金
の
彙
壼
弼
饉
が
１９
年
ｍ
で

最
大
１４
％
下
が
る
と
の
出
外

を
出
し
た
の
も
、
摯
餞
奮
饉

が
終
辮
に
な
っ
て
か
ら
た
。

野
党
側
は

「
な
ぜ
公
表
し

て
国
民
の
即
飾
を
求
め
な
い

の
か
』
と
凛
及
し
た
が
、
首

猥

届
楚

一ｅ

辱

れ

ば
、
十
分
帝
騒
で
き
た
」
と

か
わ
し
た
。

３

日
の

，
瞳
が
労
委

で

も
、
年
金
の
綸
付
水
即
を
卿

え
る
目
的
で
盛
り
込
ま
れ
た

「
マ
ク
ロ
締
薇
ス
ラ
イ
ド
」

の
意
味
を
川
わ
れ
た
●
相
は

「
専
門

家
に
ｍ

い
て
下
さ

い
」
と
答

え
た
だ

け
だ

っ

た
。

目際―一―――― 口0

-口 口
オ ビニオ ンーーー ロ田
スポーツーーーーロ国
生活一 回回
4AH― 回
金融情報――――口固
地域―――――田□四
TV・ ラジオーED口回

軽い発言を 重 たい男が追いかける

山 田  紳

留
学
後
の
米
加
入

義
務
連
反
認
め
る

小

猥

首

相

小
泰
饉
掏
は
３
日
の
多
醗

諄
生
労
働
委
●
会
で
、
“
学

か
ら
婦
口
後
、
国
民
年
金
に

加
入
し
て
い
な
か
っ
た
８
カ

月
剛
に
つ
い
て

一当
時
は
全

く
氣
つ
か
な
か
っ
た
．
今
鮨

睛
さ
れ
て
、

『あ
あ
、
や
，

ば
り
軽
霧
だ
っ
た
の
か
な
』

と
思
う
。
私
の
不
明
の
敗
す

と
こ
ろ
」
と
述
べ
、
”
入
義

磁留
澤
塁
に
っ
た
こ
と
を
臓
め

た
。



〈平成 16年 ,6月 4日   金 躍B

抜
本
改
革
を
誰

に
託
す

醗
黎ｒ藪
蓑
諄
Ｉ
覇
塾
螺
製
¨

ヽ
・一
　

一碁
曖
い
の
引
き
上
げ
と
肇
爵
の̈
引
　
う
不
信
を
い
っ
そ
う
深
め
た
こ
と
だ
ろ
う
。
　
　
と
め
て
い
る
。

〓
霧
“
す
る
と
な
れ
は
、
土
合
　
具
体
的
な
螢
を
も
っ
と
鵬
め
る
べ
き
だ
。

ま
す
は
来
月
の
お
餞
湾
だ
。
雄
が
、
と
の
政

腱
面
的
に
引
瀑
７
薔
）ら
れ
た
後
で
保
険
料
率
　
す
。
そ
の
鮎
集
、
本
来
辱
目
営
羹
者
が
対
彙
の
　
彙
内
に
〓
¨
化
へ
の
議
抗
が
強
い
背
景
に
は
、
　

党
が
、
諏
実
に
年
金
の
抜
本
改
革
に
取
り
組
む

を
固
定
す
る
と
い
う
約
束
は
守
ら
れ
る
の
か
。
　

「
民
年
金
に
フ
リ
ー
タ
ー
や
職
の
な
い
人
が
ま
　
そ
う
し
た
Ｗ
”
が
あ
る
。
だ
が
、
自
民
党
も
い
　
か
、
し
っ
か
り
と
吟
味
せ
ね
は
な
る
ま
い
。

現
投
世
代
の
”
％
の
綸
掃
ほ
云
ユ
一に
保
肛
さ
れ
　
す
ま
す
流
五
一こ
み
、
未
納
●
止
ま
ら
な
い
。
そ

鴇
案慶
新
・て継
饉́
嘉
婆
鶴
諄
季
曇

冊
鞭
憑
眩
報
喝勒

ぐ
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
国
民
世
“
あ
ｆ
割
が
漱
　
わ
寄
せ
さ
れ
、
不
公
平
感
が
い
よ
い
よ
募
っ
て

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
民
、
公
明
”
算
　
の
崚
務
と
８
一つ
べ
き
だ
ろ
う
。

は
操
藤
ｒ
酪
舞
Ｉ
γ
ヽ
。
一警
露
邸
感
の
懇
化
を
食
　
　
基
本
的
な
方
面
は
、
は
っ
き
り
し
て
い
る
。

い
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
分
か
０

　

「
３
集
合
意
』
に
も
盛
り
込
ま
れ
た

一
九
化

が
、
こ
う
し
た
や
り
方
は
年
金
と
菫
薔
一に
対
す
　
だ
。
川
回
薔
一、
財
藤
の
銀
保
や
綸
付
の
あ
り
方

9t6、学 (叶)

こ

l )
o■ 6.年

(

優
な
い。　
　
　
ぞ
だ
」　
　
　
筆
響
雷
轟
ぎ

離動
醒
到
電
流
融甥
短
辞
ヽ
削

蟻型
ギ
権
錫
韓

日
、
小
泉
首
相
に
対
す
る
鷲
　
森
さ
ん
か
ら
と
ん
な
答
え
が
　
で
、
■
輛
青
は
い
つ
た
い
ど

間
が
、壺
醒
め
「
円
れ
舞
台
「
　
も
ら
え
る
か
、
凝
し
み
に
し
　
ん
な
答
え
を
出
す
ん
で
し
よ

だ
が
、
西
川
氏
を
合
め
３
人
　
て
い
た
。
よ
い
卒
業
式
に
し
　
一や
か
」
と
晰
し
た
。

採
決
強
行
で
最
後
の
質
問
で
き
ず

野
党
、解
任
決
議
案
で
抵
抗

年
金
法
案
、今
夜
に
も
成
立

年
金
改
革
“
逮
法
案
は
４

日
夜
に
も
、
■
院
本
会
腋
で

採
決
さ
れ
、
自
民
、
公
明
の

与
党
の
責
威
多
数
で
成
立
す

る
。
３
日
の
■
餞
厚
生
芳
慟

姜
百
会
で
の
採
決
強
行
に
反

発
す
壺
野
”
は
４
曰
輌
、
衆

院
に
衛
藤
農

一
衆
院
厚
生
労

働
姜
贅
藻
の
腱
任
決
継
素
を

提
出
し
た
．
参
騰
で
も
国
丼

轟

墜

豪

票

解

任
浜
饉
業
を
提
出
、
年
後
１

時
か
ら
の
参
餞
本
会
議
で

処
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
嗜
登
は
こ
の
こ
獣
藻
澤

案
を
理
発
し
て
年
金
法
案
の

採
決
を
通
ら
せ
る
考
え
。
野

饉

露

で
２

需

隈

や
牛
歩
戦
術
も
検
討
し
て
お

り
、
成
立
が
５
日
未
明
に
す

れ
こ
こ
の
は
必
奎
の
情
勢

だ
。年

金
法
案
は
３
日
の
■
院

口
労
験
で
、
共
産
、
社
長
岡

を

あ

簡

寵

昏

た
ま
ま
、
与
党
が
贅
疑
を
打

ち
切
り
、
課
決
を
強
行
し

た
。
野
党
建
経
民
の
無
動
と

雷

会
あ

苦

番

室

張
し
た
が
、
童
口
宛
之
議
長

は
受
け
入
れ
ず
、
３
日
深

夜
、
職
柿
で
４
日
の
本
会
麟

闘
会
を
決
め
た
。

野
党
は
４
ロ
ロ
の
滲
脇
麟

餞
逮
置
曇
贅
会
の
理
Ｖ
会
で

質
問
で
き
な
か
っ
た
３
人
の

厚
労
螢
で
の
勧
充
質
疑
を
主

張
。
採
決
は
有
効
と
す
る
与

『
褥

懸
礁

霧
路

と
、
都
内
の
会
社
興
小
貞
和

三
さ
ん
ａ
）
は
Ｅ
う
。

電
機
メ
ー
カ
ー
に
動
め
る

男
性
会
事
日
六
ヨ
）は

「サ
ラ

リ
ー
マ
ン
や
企
業
に
負
担
の

し
わ
寄
せ
が
来
や
す
い
今
の

制
度
は
不
公
平
た
が
、
今
回

の
法
率
で
は
抜
本
改
革
に
は

な
ら
な
い
一
と
話
し
た
。

崎
玉
県
の
税
ｍ
士
中
村
和

博
さ
ん
（
）
は

「与
党
の
多

数
の
独
み
が
出
て
し
ま

っ

た
。
選
挙
で
ひ
っ
く
り
返
す

し
か
な
い
」
。
し
か
し
、
回

時
に

「民
主
党
に
は
そ
の
カ

が
あ
る
の
か
一
と
疑
同
符
も

一
方
、
衆
Ｌ
で
は
、
民

主
、
共
産
、
社
員
の
３
党
共

同
で
“
饉
諄
壺
曇
員
長
の
碑

任
再
途
雪
警
笙
憂
出
．
姜
墨
臣
”

が
与
薔
α
曇
燿
で
の
採
決
を
強

行
す
る
離
“
理
督
を
行
っ
た

こ
と
に
加
え
、
年
金
法
案
の

衆
院
通
通
ま
で
自
ら
の
中
民

年
金
へ
の
未
加
入
を
公
表
し

な
か
っ
た
こ
と
な
ど
を
理
由

民
主
「理
不
尽
」訴
え

纏
審
慇

市
民
「多
数
の
強
み
」

醸

需

に
製

２

大
の
ヤ
マ
場
と
な
る
年
後
散

革
関
連
法
案
の
採
決
が
３

日
、
怒
号
の
飛
び
交
う
な

か
、
自
民
、
公
明
両
党
に
よ

っ
て
蓼
餞
麦
員
会
で
強
行
さ

れ
た
。　
綸
聾
全
墨
だ
」
。
民

主
党
濾
員
は
、
都
心
の
資
頭

に
立
っ
た
。
演
説
に
事
を
櫻

足

企

想

３

、
霞

の
打
ち
切
り
を
債
る
声
が
上

屯

鳳
が
っ
た
。

「^

猿
が
ど
ん
ど
ん
上
が

う
制
配
な
の
に
、
卿
不
尽
に

強
行
採
決
さ
れ
た
』
。
民

主
党
の
円
よ
り
子
印
代
表

ら
４
人
は
夕
方
、
東
京

・

青
楽
町
で
声
を
猥
り
上
げ

た
。一叡

漢
の
や
り
方
型
セ
ご

れ
る
。
■
購
避
は
年
金
の
こ

と
を
考
え
て
投
撃
し
た
い
」

爾
隋
鞣
翡
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野
党
、牛
歩
で
抵
抗

審

色

、
年
護

高

璽

素
艦

拿

秘

政
防
が
最
終
局
面
を
迎
え
、
法
案
を
採
決
す
る
●
』
本

会
議
は
野
党
の
嬌
抗
で
５
日
に
ず
れ
こ
ん
だ
。
自
民
、

公
明
の
事
党
は
、
野
党
が
燿
出
し
た
厚
生
労
働
要
晏
長

た
後
、
５
日
中
に
は
法
案
を
与
党
の
賛
成
多
数
で
可
決

一堅
一
●
せ
る
考
え
。
孵
啓
“
い、
長
時
間
演
説
や
牛
歩
戦

術
で
採
決
の
引
き
延
は
し
を
図
っ
て
い
る
が
、
与
党
は

数
の
力
で
押
し
切
る
構
え
だ
。

（２
面
に

「時
時
刻
剛
」、
４
面
に
関
係
記
事
）

民
主
党
の
同
口
代
表
は
４

日
夕
、
国
会
前
で
の
集
会
で

「国
民
と

一鮨
に
、
ど
う
し

て
も
こ
の
年
金
法
案
を
成
立

さ
せ
て
は
い
け
な
い
」
と
鶴

り
、
■
歩
な
ど
薇
嘔
抗
戦
の

姿
勢
を
強
調
。

一
方
、
自
員

党
の
安
倍
薔
〓
幹
事
長
は
配

者
会
見
で

『国
会
は
議
論
を

す
る
場
。
物
ｍ
的
な
抵
抗
は

本
来
の
崚
務
と
は
逃
う
。
時

代
に
そ
ぐ
わ
な
い
」
と
野
党

の
姜
勢
を
批
判
し
た
。

今
回
の
年
金
議
案
は
，
艤

再
開
さ
れ
た
，
院
奉
会
腱

で
、
口
丼
”
饒
鷹
労
韓
員
長

の
解
任
決
堕
秦
に
牛
歩
韓
術

で
投
■
に
向
か
う
民
主
党
饉

〓

り
１
５
日
午
前
―
時

審
議
り
鰈
置
の
段
階
で
、
採

決
を
急
ぐ
与
党
と
、
牛
歩
な

ど
一果
例
の
国
会
戦
術
で
餞
抗

す
る
野
彙
と
の
全
“
対
決
を

生
ん
だ
。
与
野
党
と
も
，
月

の
，
朧
選
で
正
当
性
を
主
張

す
る
考
え
で
、
そ
の
評
価
は

育
籠
者
に
委
ね
ら
れ
る
。

民
主
葉
は
４
日
午
前
、
来

厳
．
社
民
な
ど
の
質
同
時
ｍ

を
残
し
た
ま
ま
螢
疑
を
打
ち

切
っ
て
採
決
を
強
行
し
た
国

井
正
幸
参
幌
厚
生
労
働
晏
員

長

（自
民
）
の
癖
任
決
麟
察

を
提
出
。
午
後
ｌ
時
に
始
ま

っ
た
本
会
議
で
は
、
提
案
者

の
議
員
が
約
３
時
間
に
わ
た

っ
て
趣
旨
説
明
を
綱
け
た
は

か
、
賛
成
酎
諭
に
立
っ
た
民

主
、
来
凛
両
党
織
鳳
が
そ
れ

マ
ラ
ツ
ン
級
説
に
牛
歩
戦
術
な
ど
、
４
日
午
後
か
ら

の
年
金
改
革
関
連
法
案
の
激
突
の
最
終
料
は
、
野
党
の

番
な
が
ら
の
術
策
の
オ
ン
パ
レ
ー
ド
だ
っ
た
。

一
方
、

に
、
興
副
の

「抜
き
打
ち
採
決
」
。
議
眈
選
を
控
え
、

有
輛
者
や
支
持
団
体
を
意
識
し
た
政
防
に
よ
っ
て
、

一

。叶.6.げ

そ
れ
２
時
間
前
後
の
長
時
間

演
脱
を
行
っ
た
。

●
餞
本
会
議
の
採
決
に
は

押
し
ボ
タ
ン
投
駆
シ
ス
テ
ム

が
導
入
さ
れ
て
い
る
が
、
５

日
午
前
０
時
Ю
分
に
再
”
さ

れ
た
本
会
蘊
は
、
野
党
の
嗅

求
で
記
名
採
決
と
な
り
、
野

党
は
牛
歩
職
術
で
抵
抗
し
て

い
る
。

塁

、
森

、
農

？

党
は
ま
た
、
５
日
午
前
―
時

す
ぎ
、
重
口
層
２
相
や
国
民

霊

震

お

喬

・
齋

入
が
発
発
し
た
６
閣
燎
、
摩

労
嗣
丞
姜
イ
人
の
各
間
東
決

雲

、
電
霧

巖

震

迎
営
秦
員
長
の
解
任
決
畿

集
、
腐
口
π
之
夢
腱
経
長
の

不
信
任
決
議
案
の
計
Ｈ
本
を

提
出
し
た
。

民
主
党
は
衆
Ｌ
で
も
共

産
、
社
員
商
党
と
共
同
で
嬌

摩
臓

一
厚
生
労
働
委
員
長

（自
民
）
の
解
任
決
議
察
を

提
出
。
４
日
午
後
１
時
か
ら

の
衆
院
本
会
議
で
の
採
決
で

は
牛
歩
磯
薔
■
■
」
っ
た
が
、

河
野
津
華
彙
』
霊
蔓
が
国
会

法
が
定
め
る
銀
長
の
罐
“
肇

理
職
に
基
づ
き
、
投
票
時
間

を
制
限
し
た
う
え
で
投
票
の

打
ち
切
り
を
獲
不
。
曝
〓
党

議
員
の

一
部
が
投
祟
で
き
な

い
ま
ま
、
与
党
の
反
対
多
数

で
否
決
さ
れ
た
。

餞
藤
氏
は
こ
の
後
、
民

主
、
社
員
両
党
が
欠
席
す
る

中
ヽ
啜
稲
で
駆
労
費
を
剛

会
。
兄
璽
手
当
藤
書
´
墨
肇
な

ど
３
案
件
の
趣
】
説
明
が
行

わ
れ
、
自
一民
、
公
明
、
共
産

の
費
蔵
で
可
決
さ
れ
た
。

与
党
は
小
豪
●
相
が
題
明

け
の
８
日
か
ら
主
要
口
薔
鵬

会
議

（
シ
ー
ア
イ
ラ
ン
ド

・

サ
ミ
ッ
ト
）
に
出
席
す
る
こ

と
か
ら
、
年
金
法
案
を
通
内

に
成
立
さ
せ
る
方
針
を
掲
け

て
き
た
。
討
論
時
間
を
制
限

す
る
動
織
を
提
出
し
て
で
も

採
決
を
急
ぐ
。野
一
Ｆ
ヽ
法
集

が
成
立
す
る
場
合
、
“
日
の

会
期
末
を
に
ら
ん
で
内
関
不

信
任
決
議
案
を
提
出
し
、
政

樋
批
判
を
強
め
る
構
え
だ
。

(7)
朝

最後の抵抗昔の手ロ
い
た
。
年
金
の
依
本
改
革
も
ま
た
、
牛
の
歩
み
で
あ

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（―
面
参
燎
）

菱

繹

鮮

理

露

っ

た
。

「こ
れ
で
与
党
と
の
は

側
測
係
は
完
全
に
彙
切
ら
れ

た
」
．
３
党
合
意
の
中
実
上

の

「自
紙
徹
口
一
だ
。
理
由

は

「首
相
は
２
日
の

、衆
暁

株
憂
重
感
恥
）
委
“
会
で
、

３
党
合
意
の
前
提
と
な
る
自

民
策
案
を
つ
く
ら
な
い
と
ロ

っ
た
」
。
参
餃
理
で
も

〓
”

化
の
必
要
性
を
訴
え
る

一
方

で
与
党
の
地
Ш
奎
”
を
取
め

立
て
る
の
は
同
お
い
な
く
、

事
野
党
協
議
の
た
め
の
辮
台

を
ど
う
つ
く
る
か
と
い
う
通

回
は
ま
っ
た
く
不
透
明
だ
。

一
方
、
自
民
党
の
中
川
発

直
口
対
曇
“
霙
に
■
目
の
代

置
士
会
で

「我
々
は
３
党
合

な
に
し
た
が
っ
て
国
民
の
期

待
に
こ
た
え
る
」
と
強
調
は

し
た
。
た
だ
こ
れ
も
、
鬱
雌

運
に
向
け
て
、
疲
本
改
嬌
に

熱
心
な
と
こ
ろ
を
見
せ
た
い

と
の
思
級
か
ら
。

何
よ
り
、
今
回
の
年
金
法

黎
づ
く
り
を
主
導
し
た
与
党

梁

堕
覆

発

、
一
一花

に
は
番
定
的
だ
。
年
金
帝
綴

の
ｎ
畑
、
小
豪
首
相
が
〓
π

化
を
書
認
す
る
発
８
に
及
ん

だ
と
き
、
理
磁
に
反
発
し
た

の
も
公
明
党
だ
っ
た
。

自
民
党
の
，
眺
撻
公
約
黎

に
は

「
〓
π
化
の
検
討
」
が

盛
り
込
ま
れ
た
が
、
自
公
両

党
の
共
煎
マ
ニ
フ
エ
ス
ト
で

ど
う
な
る
か
は
ほ
妙
。
年
金

を
め
ぐ
る
自
民
と
公
明
、
民

主
の
捜
甍
な
三
角
関
係
が
解

決
し
な
い
限
り
、
抜
ホ
改
革

は
簡
単
に
は
遭
ま
な
い
。

｝珈
鐵
剰
扁
贔
鰊

途絶 えた協議

しぼむ「一元化」

こ
う
し
た
な
突
に
よ

っ

て
、
３
党
合
意
に
■
づ
く
年

金

〓
”
“
に
向
け
た
与
野
党

協
議
の
機
理
は
、
急
連
に
し

に
ん
で
い
る
。

４
日
夕
の
“
子
会
見
で
島

攘

蓬

酬

轟

〓

牌

艶

鯉

ｅ
の
３
党
合
量
べ
。
当
時
の

一
労
妻
贅
長
の
）
畔
ほ
Ｒ
駆
案

向
口
幹
事
長
は

「与
党
が
な

一
を
出
す
と
は
何
こ
と
か
。
餞

鋼

中
［
一
織

¨
¨
瀧

一
協

嘲

一
一
痛

［
「
ｍ



ゆ一勒
不
信
・不
満
の
解
消
遠
く

財
政
均
衡
、帝製
π
に
危
う
さ

府
等
す
る
見
瑯
し
の
年
金
改
革
国
瑯
漱
終
は
、
年
奎
２
不
昴
・
未
加
入
、
公
国
事
会

制
度
間
の
不
公
平
や
分
か
り
に
く
さ
な
ど
、
年
０
茉
轟
〓

ス
お
お
ヒ
曝
に
あ
る
ｍ
聾
融
ロ

の
解
消
は
手
つ
か
す
あ
釜
Ｆ
一、
日
先
の
年
金
財
政
の
均
衡
を
優
先
す
る
内
轡
だ
。
し
か

も
、
前
控
一と
な
る
出
生
準
や
興
金
上
昇
率
、
保
ｂ
郷
ｎ
秤
墨

な̈
ど
に
は
、
い
ず
れ
も
危

う
き
が
日
立
ち
、

「す
で
に
資
味
期
瞑
切
れ
」
と
の
指
摘
が
強
い
。
　

（大
田
壺
こ

成
立
か
、
籠
葉
か
。
年
金

ｌ

蕪

裏

ｍ
躍
亜
穫
、
二
つ
に
一
つ
の

力
の
対
決
に
な
っ
た
。
日
蚕

索
盤
あ
懃
僣
化
は
し
は
し
ば

Ⅲ
ば
れ
て
き
た
が
、
今
回
の

年
金
籠
燿
は
さ
ら
に
豫
刻

で

盤
只
留
騎
や

壼
泰
り
同

Ш
薇
を
洗
い
出
す
機
能
は
発

椰

で
き
な
か
っ
た
か

，

た。

（害

樹

）

＝
１
●
む
熙

:ξ][:|:曾[:]|:[i
与党「数の力」頼り

「二
大
政
党
」対
立
激
し
く

- r*o+.ttSttt&tt lI
【菫突菫】

OPKO日 力法 (9年 6月 )

o贅 威 自 民、公明、民社

●反対 社 会 共 蔵.社 民爆

社共などは'メ 本会議は決で 88年 の消費税導入10

以来の■歩曖'で 抵抗.衆 院で社会、社長理が解散 ・

総選手に,ち 込もうと 所 “議'1"1人 の議n群 ●願

を提出したが市可されす.不 発.

0住 専処理法 (06●6月 )

O賛成 自民 社長、ききがけ
● 反対 新 違 夫 巌など

小沢一郎彙古の新造が抵抗.衆 繊予算姜:1=を ビケ

で封饉したが '鮨 m選 政北を栗●に反発も出て22日

ll!で解総.

◆迪饉榜受法 改 l― 本台概法 ("年 8月 )

o賛 成 自 民、自由 公 明

●反対 民 主 共 来、社長

通信,受 法rrr党 は趣旨説明に211Ⅲ以上かける長

1,n,演説ゃ牛歩をOl使 議 夜国会に.与 党はllttl j‖“

を詢餃する曇議で対抗.改 正住民法で与党は24年ぶり

に=ll会 採決を●略して,磁 本会議で直接採決.

● イラク||":法 (03年7月 )

〇 賛成 自 民 、公明 爆 守新

●反対 民 主 _共 , 自 由 、社長

与兌13、内側不信任決■案否離  ,隣 外交防衛委

11会で審凛を打ち切つては決強行 .● 院本会議で野 兌

趾出の外 交防ler委11長解任快燿案をさ決 し 成 立.

0政 治改革側退法 `94年 1月 )

0賛成 社会力i生日本新.さきがけ、公明 日民

制“"1自 民u立 欧薇提出の原案は衆院麺過後 '陳

で社会か ら反対票が出て否決.面 院協譲 会は難“ 、細

川首相 と同野 自民兌総 出の会議で 修 l■案成 立.

●贅融再 生側述法 (98年 10月)

〇 賛成  自 民 民 主 平 和 ・改`_社 民

●反対 自 由、共pr

直前の0院 選で■+数 に達 しなか つた 自民は 苦 手

の 「政":人 類 」を窓口に修正協議へ.野 党 案をはほ

丸のみする形で成立.一 方 、金鳳機能早 'Ш腱全化緊急

":rt法は民.Lが外れ 平 ●1・“革 自 由と成立。

●有事法制 3法 (03年6月 )

CIH成  自 民 公 明、保守、民主 自 由

●反対 共 ●T、社民

与党は、民主との修正疇議で R力 政事事電対処法

に基本的人●iを「最大限に`,A」すると明1に.

｀

:[[][::[::::[|:

薇
療

伸
び
懇

童

晨

料
収
入
も
伸
び
な
い
。
新
制

度
で
は
給
付
抑
制
の
た
め
、

物
価
上
亜
螢
ム
だ
黎
学
上
昇
率

よ
り
年
金
の
伸
び
を
抑
え
込

む

『
マ
ク
ロ
経
薇
ス
ラ
イ

ド
一
を
導
入
し
た
が
、
こ
の

仕
組
み
は
、
員
金
や
物
価
が

一
定
趣
度
上
が
ら
な
い
と
機

籠
し
な
い
．
保
険
料
収
入
の

低
迷
も
、
綸
付
抑
制
の
失
敗

も
、
財
政
怒
化
を
引
き
燿
こ

し
、
警

埜

２

果

螂

の
低
下
に
つ
な
が
る
。

年
金
空
潤
化
の
鰤
消
も
不

透
明
だ
。
新
制
度
が
見
込
む

商
菫
震
矢
要
俸
曖
科
の
納
付
黎

は
∞
％
だ
が
、
理
葉
に
は
∞

年
度
で
”

・
８
％
ま
で
低
下

し
て
い
る
。
厚
生
年
金
で
も

中
小
企
業
の
未
加
入

・
臓
違

が
目
立
っ
て
い
る
。

経

繊

縫

窯

婆

腱
が
想
定
と
お
り
で
も
、
今

後
、
効
果
的
な
未
納
対
策
を

打
ち
出
せ
ず
に
負
担
輌
と
綸

付
減
だ
け
が
諄
の
は
、
年
金

制
度

へ
の
不
信
か
ら
空
口
化

盤

読

懸

睡

「

を

一
橘
工０
お
嵩
山
整

教

餃

（公
共
謡
済
学
）
は

「新

制
度
は
、
廊
行
前
か
ら
食
味

期
限
が
切
れ
て
い
る
。
年
金

目
的
消
費
税
の
導
入
も
合
め

て
財
派
間
理
を
解
決
し
、
彙

担
と
給
付
の
関
係
が
明
確
で

国
民
が
加
入
し
た
く
な
る
嗣

度
へ
、
結
策
的

に
な
え
る
こ

と
が
緊
急
瓢
国
だ
」
と
し
て

い
る
。

自
民
村
上
議
員
に

民
主
が
懲
罰
動
議

「投
票
の
隠
に
晨
力
」

民
〓
裳
に
４
日
、
年
後
の

衆
院
本
会
議
で
の
衛
藤
晟

一

厚
生
労
働
螢
員
長
の
解
任
決

織
案
の
記
名
投
頭
の
際
、
ロ

党
の
二
曰
月
大
巨
藤
一員
を
突

き
飛
は
す
養
力
行
為
が
あ
っ

た
と
し
て
、
自
属
党
の
村
上

融

一
郎
饉
員
を
は
罰
曇
閲
会

に
か
け
る
よ
う
求
め
る
Ш
蟻

を
衆
餞
事
務
局
に
拠
出
し

た
。
三
日
月
氏
に
け
が
は
な

か
っ
た
。
お
上
民
は

「民
主

党
護
ぬ
が
投
票
時
に
通
路
妨

”
を
し
た
」
と
画
し
て
い

る
。一

方
、
自
民
、
公
明
両
党

も
回
し
編
名
投
駆
の
際
に
村

上
氏
に
暴
行
し
た
と
し
て
、

民
主
党
の
山
丼
和
則
濃
興
に

饉
罰
の
面
墨
壁
■
¨
し
た
。

児
童
手
当
法
の

改
正
案
が
可
決

農

堅

蘭

姜

衆
院
厚
生
労
働
墨
鳳
会
は

４
日
、
児
雲
帝
ヨ
の
支
給
対

象
を
未
麟
学
児
血
か
ら
小
学

３
年
生
ま
で
拡
大
す
る
児
籠

覇彗
ク

手
当
法
改
正
案
と
、
米
国
、
韓

”
と
の
社
会
保
”
協
定
関
趣

法
案

を
、
璧̈
臓
し
た
自
民
、
公

鴫
、
共
“
の
全
会

一
致
で
可

決
し
た
。
児
墾
霊
尋
静
菫

案
は
に
行
を
公
布
日
と
し
、

今
年
４
月
に
さ
か
の
ほ
っ
て

立
簗
竿
と
，
曇
正
を
加
え
た
。

養
環
会
の
口
颯
、
縮
藤
臓

一
委
員
長

（自
民
）
が
自
身

解

撰

繁

翼

眺
套

篠
で
否
決
さ
れ
た
の
を
受
け

て
、
国
民
年
金
へ
の
未
加
入

に
つ
い
て

「大
変
申
し
択
な

い
」
と
釈
明
し
た
。
民
主
、

一建
菫
口
党
は
欠
席
し
た
。 :::][[][[|[[:ミ:[

[:|][:ii[亀:[|[|

審
議
形
骸
化
、深
刻
に

口
危
う
い
答
弁

―

ヽ
尖

菫
根
２
菫
薄
臓
置
ふ

「庫

険
水
“
一
に
達
し
た
。
自
分

の
年
金
加
入
状
況
の
説
明
は

二
情
〓
崚
。
厚
生
年
金
コ
入

問
題
で
も
、
当
初
は
動
務
栞

態
に
つ
い
て

「あ
っ
た
」
と

■
民
主
の
迷
い

そ
の
首
相
を
民
主
党
は
迫

い
椰
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
Ｌ

皿
あ
』
理
燿
饉
０
と
い
っ
た
“

年
体
制
下
の
旧
社
会
党
の
よ

う
な

「何
で
も
反
対
」
の
立

場
ほ
と
ら
な
い
―
―
。
そ
れ

が
紺
党
以
来
の

「
党
屋
一

だ
。
だ
が
、
与
算
が
数
の
カ

言
っ
て
い
た
の
に
、

「サ
ラ
　
場
。
そ
の
後
も

一人
生
い
ろ
　
さ
え
、

「森
前
着
相
な
ら
逃
　
い
る
円
日
で
も

「自
屁
壷
は
　
を
背
燎
に
採
決
を
強
行
し
よ

リ
ー
マ
ン
経
験
は
な
い
」
と
　
い
ろ
、
社
員
も
い
ろ
い
ろ
　
鳩
四
庫
に
な
っ
て
い
た
一
と
　
自
由
と
嬌
主
だ
か
ら
‥
‥
」
　

う
と
す
れ
は
、
そ
れ
を
置
す

い
一●
瀑
表
の
各
弁
と
の
整
合
　
だ
」
な
ど

「開
き
直
り
』
発
　
の
声
が
翻
れ
た
は
ど
。
自
民
　
と
は
ぐ
ら
か
し
、
党
総
”
の
　
方
法
は
な
い
。

性
を
突

か
れ
る
と

一
檻
、
　

口
を
辿
発
し
た
。　
　
　
　
　
党
が
所
“
国
会
経
員
の
年
金
　
憎
導
力
を
発
部
す
る
０
け
で
　
　
“
年
の
金
融
国
会
で
景
主

「
太

っ
鳳
な
社
長
一
が
登
　
　
そ
の
わ
う
さ
は
、
与
党
に
　
加
入
軟
況
の
公
表
を
拒
ん
で
　
も
な
か
っ
た
。　
　
　
　
　
　
党
は
、
野
党
案
を
与
党
に

今
回
の
年
金
特
藤
の
途
中
　
椰
は
彗
う
。

「犠
迎
も
以
前

で
与
第
こ
の
３
党
今
想
を
決
　
は
全
会

一
数
が
原
則
だ
っ
た

断
し
た
僣
前
代
表
も
同
じ
発
　
が
、
最
近
は
職
枷
で
物
■
を

想
だ
っ
た
ろ
う
。

「政
府
黎
　
趣
め
る
。
少
数
意
見
を
大
事

は
け
し
か
ら
ん
と
嗅
う
や
り
　
に
す
る
と
い
う
国
会
の
奥
“

方
も
あ
る
が
、
与
野
党
が
同
　
が
な
く
な
っ
た
」

し
上
依
に
乗
っ
て

一
元
化
を
　
　
国
会
に
い
、
国
民
の
多
様

進
め
る
方
向
で
経
綸
し
よ
う
　
な
ニ
ー
ズ
を
吸
い
上
げ
る
た

と
い
う
こ
と
も
あ
る
一
と
Ｂ
　
め
、
少
黎
薄
見
を
尊
ｍ
し
、

っ
て
い
た
の
だ
か
ら
。
　
　
　
法
案
に
反
映
さ
せ
る
と
い
う

晶

晃

香

肺

魏

露

轟

し
か
し
、
昨
秋
の
織
輝
挙
　
代
に
あ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な

で
自
民
、
民
主
商
党
の
三
大
　
国
会
春
騒
が
ふ
さ
０
し
い
の

菫
党
化
が
迪
み
、
参
議
選
を
　
か
。
年
金
審
議
は
、
そ
う
し

前
に
全
面
対
決
の
機
理
が

一　
た
ｍ
い
標
題
を
残
し
た
。
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終
雷

蚕

の
実

の
燎
点
だ

▲
島

営

番

の
実

馨

濯

は
、
４
月
末
か
ら
浮
上
し
た

餃
奮
な
の
年
金
太
納

・
未
加

入
問
国
の
違
及
に
時
間
が
費

や
さ
れ
、
中
ら
の
吟
味
が
お

ら
そ
か
に
さ
れ
た
。
さ
ら
に

続
口
前
奮
”
長
宙
や
菅
前
民

主
琵
代
豪
ら
の
引
薔
（辞
任
を

引
き
金
に
、
与
野
党
対
決
が

罷

。
饉

、
言

例
の
な
い
測
饉
長
の
散
会
〓

雷
―
無
効
と
い
う
２
乱
に
発

餞
し
た
。
日
会
密
海
の
語
こ

を
損
な
っ
た
点
で
、
与
野
党

の
重
荏
ほ
量
い
。

年
金
法
薬
壼
腕
で
は
、
３

０
の
■
焼
厚
生
労
働
委
員
会

で
、
与
党
が
共
産
、
社
民
な

ど
の
壼
間
時
間
を
残
し
た
ま

ま
贅
腱
を
打
ち
切
Ｐ
島

模

を
独
行
し
た
た
め
、
野
党
は

４
日
午
前
、
採
決
を
強
行
し

た
口
丼
正
幸
姜
員
長
の
解
任

決
饉
案
を
提
出
。
趣
】
説
明

や
”
綸
の
後
、
工
全
壼
蟄
ご

が
取
ら
れ
、
５
日
未
明
に
再

開
し
た
本
会
議
で
、
事
営
の

一反
対
多
数
で
否
決
さ
れ
た
。

一
方
、
野
党
は
口
井
氏
の

塑

途
霧

繰

警

洋

し
て
５
日
午
前
１
時
す
ぎ
、

全
国
壺
曖
里

の^
企
理
模

髪

言

層

運

〓
曇
員
長
の
麟
任
決
織

案
、
坂
口
厚
労
相
や
国
民
年

金
凛
険
料
の
乗
納

・
未
加
入

が
発
鈍
し
た
０
関
僚
、
諄
労

副
大
臣
２
人
の
間
童
決
躍
案

を
提
出
し
た
。

午
前
４
時
”
分
か
ら
の
本

軍^
曇
菫
頭
、
一奎
□
嗣
腋
長
は

「休
趙
前
に
引
き
誂
き
、
会

饉
を
開
き
ま
す
」
と
切
り
出

し
た
後
、
審
議
を
し
な
い
ま

ま

ヽ
こ
れ
に
て
本
日
は
散
会

い
た
し
ま
す
」
と
緞
会
を
菫

●
．
与
党
議
員
が
抗
饉
す
る

な
か
餞
場
を
選
出
し
、
野

党
雄
員
も
本
会
饉
場
を
出

た
。し

か
し
、
そ
の
直
後
に
改

め
て
議
長
席
に
戻
っ
た
０
ロ

崚
長
は
、
漱
場
に
残
っ
た
与

党
腱
員
を
前
に

『散
会
は
，

続
綺
則
に
反
し
て
無
効
」
と

壼
置
し
、
議
長
の
不
信
任
案

を
書
議
す
る
た
め
、
仮
議
長

曖^
雲
菫
手
こ
と
表
明
．
午

前
７
時
”
分
か
ら
の
本
会
議

で
自
民
党
の
青
山
裕
摯
院
議

員
会
長
を
書
党
の
薇
威
多
数

％
に
す
る
。
自
鮨
葉
者
や
学

生
ら
が
加
入
す
る
日
長
年
後

は
月
―
万
３
３
０
０
円
の
保

険
料
を
“
年
４
月
以
降

、
毎

年
２
８

０
円
ず

つ
引

き
上

げ
、
”
年
度
に
１
万
６
９
０

０
円
ル
チ

●
．

た
だ
、
こ
れ
は
∝
年
度
の

価
格
に
直
し
た
も
の
で
、
質

金
上
一憂
子
が
年
２

・
１
％
だ

と
、

‐７
年
度
で
月
２
万
８
６

０
円
、
”
年
度
で
３
万
１
６

１
０
円
ま
で
上
が
る
。

一
方
、
厚
生
年
葉
り
綸
付

水
準
は
モ
デ
ル
世
書

＾゙

年

加
入
、
養
は
事
業
主
婦
）
の

受
百
、
面機
僣
氏
り
〓
感
り

年
収
の
”

・
３
％
か
ら
綸
付

開
始
時
点
で
”

・
２
％
に
下

が
る
。
こ
の
水
準
も
綸
付
に

塁

上
量

場

里

昇
率

を
そ
の
ま
ま
反
映
さ
せ
な
い

仕
組
み
を
盛
り
込
ん
だ
た

め
、
∝
年
度
時
点
で
“
畿
以

下
の
世
代
は
い
ず
れ
も
受
綸

開
始
後
―
～
１２
年
で
４
割
合

に
管

台

。

雌
輛
時
の
年
金
の
夫
婦
分

割
や
責
児
休
彙
中
の
摩
生
年

薫

鷺

鍵

禰

２

長

（１
年
か
ら
３
年
に
）
な

ど
も
腱
ら
れ
た
。

聴
業
に
よ
っ
て
加
入
す
る

制
度
が
遺
う
現
行
制
度
を
見

直
し
、

「公
的
年
金
の

〓
万

化
」
を
検
詢
す
●
壺
則
が
日

民
、
公
明
、
民
主
の
３
党
合

意
に
基
つ
い
て
篠
り
込
ま
れ

た
が
、
協
銀
の
場
が
設
け
ら

れ
る
か
は
不
量
萌
。
保
険
料

梁

辮

４
綱
そ

に
響

る
白
民
年
金
の
電
潤
化
な
ど

の
疲
永
壷
あ
一示
さ
れ
て
い
な

い
。

霧

騨

鮮

』

た
察
件
の
続
●
を
終
わ
っ
た

と
き
は
、
経
長
は
、
磁
会
を

菫
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

警

を
お

２

い
営

で

も
、
聾
骨
一、
坐
整
濾
め

た
と
き
Ｌ
憂
勝
』
瞬
ツ、
年

後
４
時
奪
盤
早
と
き
墨

腱
墨
要
だ
い
で
、
螢̈
雇

菫
薔
テ
る
こ
と
が
で
き
る
．

（２

・
”
面
に
関
係
掟
事
）

貫警x言i:書
言言
X3倉
,i

らι 曽戻霜案
ギく れ揺発案

"

負
担
増
・給
付
減
が
柱

「
一
元
化
」
の
行
方
見
え
ず

‰雛
煽
鏃
馨
電
攣
解
需
撃
師
躙

⑮雖三諫
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野
党
の
秘
策
、不

発

与
党
、事
前
に
理
論
武
装

３
時
間
に
及
お
長
蒔
敵
捕
廊
】、
牛
基
面
薔
¨
…

Ъ

年
金
散
〓
関
連
法
素
の
採
決
饉
止

の
た
め
、
民
下
薇
宏
″
議
薔
薇
饉
薔
ワ
出
し
た
”
廉
の
睡
巌
ほ
民
主
魔
お
”
の
本
田
口
欠

菫
巌
勁
騨
暉
長
の
盪
昼
著
Ｅ
●
こ
い
う

「
攘
轟
ｃ
だ
つ
た
。
し
か
し
、
与
党
の
切
り
遷
し
で

あ
っ
さ
り
不
憂
〓
酪
響
，
」
こ
に
あ

っ
た
の
か
。
　
　
　

　
　

　
　

（―
口
奎
じ

「牛歩ntFj」で引き廷ばしを図る。

1 45 与 党の反対多数で口井氏

の解任決議案を否決。本会議は休懃

4・" "鶴 本会議を書測.倉ロ
寛之,院議長の不信任決織案を審議
す る ため 、民主 葉出身 の本国昭次副

議 長が議長 投に ,「 体懃前 に引 き続

き会議をυ"きますJ.― 呼崚おいて

「これにて本 日は政全 します 」.野

党濠 rtは本会議場を退 席 したが 、与

受 騒 llはそのまま残 る。

4・ 30 n口 氏力,議長鷹に戻り、
「本関氏の散会軍告は本比震Hll第32

条の規定に反し、無効でありますJ.

故力'あるものと耀めきるをえないの

で、議●を進めるためには ま す仮
議員を選挙することになる ,と 菫

書.準 “のため体懃に入る。
7・ 39 民 主 社 長面鵞騒llが欠

席するなか、この 日3度 日の多焼本

会議がスタート.川 村良典多院事傷

諄長が議長役を務め 仮 議長に自民

党の竹山裕"院議11会長を選出し
た 。仮議員 のも とで 、n口 議長 不信

任決議案について押 しボ タン採決.

与 党 の反対多数で否 決。

8 25 製 "し た倉 m議 長のもと

で 、川村 事鮨総長の不信 任決議案を

採決 。押 しボタン採 決を 2度 糧 り返

したが 不 調で急き ょ赳立掟決に変

更 .与 党の反対 多数で 否決 .

9・ 03 掛 けて板 口厚労相の1“贅

決議 案を書la.基 立 採 決で ,党 の反

対 多数で否 決。

0・ 30 年 全改革 関連法 案を語即

に .口 丼 正幸厚 生労 働 ■ 11員 が 報

告 .討 綸を経て赳立採決.与 彙の贅

成 多 贅で可決 し、本会 議は休懃に。

:[早曹:
豊富[ 富

:ゝ育:::i:::::][言:
に
合
わ
せ
、
腋
用
ｍ
保
義
務

の
年
齢
も
１３
年
度
ま
で
段
晰

的
に
引
き
上
け
る
。
対
象
者

は
原
則
と
し
て
希
凛
番
全
員

だ
が
、
労
使
“
定
や
納
愛
嶼

剛
な
ど
に
規
定
す
れ
ば
選
別

で
き
る
な
ど
企
業
側
の
減
灘

８

。

理

は
”

を
高

是

年
制
を
察
上
し
て
い
る
が
、

改
正
法
で
は
定
年
の
引
き
上

げ
ま
た
は
魔
上
、
定
年
理
ゆ

:1][][::::][[||:||:][::::[:]言:i:
:|:言:lli: 1:][];:i:[]FI lli:

判眩

い
話

議

鮭

鰤
請

践

製

す
。
年
金
故
量
劇
洒
法
寒
Ｑ
槻
資
颯
籠
で
ヽ
小
豪

饉
相
へ
の
質
画
の
機
会
を
癬
わ
れ
ま
し
た
ね
。
こ

攀
饉

糠

を
猥
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

私
も
［
会
で
何
度
も
“
行
採
決
を
見
て
き
ま
し

た
が
、
野
党
議
員
の
質
問
を
封
し
込
め
て
ま
で
採

決
雇
亜
行
し
た
例
は
配
ほ
に
あ
り
ま
せ
ん
。
か
つ

て
の
与
党
に
は
、
採
決
は
野
党
鯛
が
８
う
べ
き
こ

鍵

舞

銘

鶴

ぅ
、
房

害

て

与
覺
側
は
、
贅
疑
打
ち
働
ｂ
動
踵
を
拠
出
す
る

予
定
だ
と
、
西
川
さ
ん
に
は
■
前
に
伝
え
て
い
ま

弊

確

群

熊

鋤

す
。
与
資
も
そ
れ
を
知
っ
て
い
て
、

「最
後
の
質

問
の
前
に
贅
疑
を
打
ち
切
る
よ
う
な
ひ
と
い
こ
と

い
”
離
【
』
¨
一
』
嗜
っ
て
ぃ
た
そ
ぅ
で
す
。
い

一
理
に
よ
く
な
い
と
考
え
る
西
川
さ
ん
は
、
今

年
１
月
、

「実
現
し
た
い
こ
と
を
や
る
に
は
１８
年

間
は
十
分
な
期
間
一
と
、
引
理
を
豪
明
し
ま
し

た
。
ひ
と
つ
の
考
え
方
で
す
。

し
か
し
、
西
川
さ
ん
。
贅
円
機
会
を
聯
わ
れ
た

な
ま
で
国
会
を
卒
業
で
き
ま
す
か
。
数
の
力
で
戯

引
な
盪
語
を
獅
し
遣
め
る
目
属
党
や
公
明
党
を
書

す
の
で
す
か
。
椰
祉
円
理
を
中
心
に
触
鳳
な
努
力

を
し
て
き
た
あ
な
た
か
ら
見
れ
は
、
今
の
与
党
に

任
せ
た
日
本
の
行
方
は
不
安
た
ら
け
で
し
よ
う
。

（
欝

薄

〉

Ｔ
ｈ

了

省

。鷺6‐与ι〔l午)
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「こ
れ
で
国
民
に
理
解
さ

れ
る
の
か
」
。
徹
夜
国
会
の

結
末
に
、
与
野
党
の
議
員
か

ら
そ
ん
な
声
が
潟
れ
た
。
い

嘘
本
会
籠
は
ユ
軍

切
、
政

会
の
〓
摯
二
あ

ぐ
り
、
与

野
党
の
●
い
分
が
真
っ
向
か

ら
対
立
、
洩
乱
を
種
め
た
。

「
未
納
国
会
」
は
最
後
ま

で
、

「何
で
も
あ
り
」
の
展

開
だ
っ
た
。

（―
面
摯
贖
）

□
議
長
の
散
会
菫
Ｅ
を
、

直
後
に
議
長
が
う
ち
消
す
と

い
・２
興
例
の
蛹
一懸
。
置
場
か

ら
出
た
と
こ
ろ
で
副
議
長
を

支
持
す
る
野
党
議
員
は
“
轟

団
に
日
ま
れ
、
懸
り
を
ぶ
ち

ま
け
た
。

泰
車
党
の
江
“
五
月
腱
員

は

「長
い
間
極
員
を
や
っ
て

い
う
が
、
こ
ん
な
の
は
初
め

て
だ
」
。
ど
う
い
う
機
拠
で

政
会
が
無
効
と
言
え
る
の
か

製
解
で
き
な
い
、
と
い
う
。

「不
信
任
案
が
出
さ
れ
て
い

る
磁
長
が
出
て
く
る
の
も
、

お
か
）
鯰
”
と

蘭
墨
あ
千
葉
零
蓬
雷
ほ

事
務
所
に
戻
っ
て
も
慣
り
が

収
さ
ら
な
い
。

「こ
れ
で
は

国
会
は
無
秩
藤
状
悪
だ
』

姜
員
会
の
強
行
採
決
で
最

後
の
贅
間
の
機
会
を
失
っ
た

無
所
属
の
西
川
き
ま
し
籐

員
。

「も
う
少
ｒ
）、
時
間
を

か
け
て
み
な
さ
ん
に
分
か
り

や
す
く
警
議
す
べ
き
だ
っ

た
」
と
露
し
た
。

与
党
の
中
に
も

「分
か
り

に
く
い
醍
開
だ
っ
た
」
と
の

思
い
が
残
●
．

自
民
党
の
舛
添
口

一
饉
員

は

「ど
う
も
、
ひ
と
い
わ

え
。
野
党
も
間
函
戸
諄
）と
、

も
う
ち
よ
っ
た
一
翼
■
曇
尽
く

さ
な
い
と
　
‥
．
こ
れ
で
は

震

馬

し
Ｅ

慮

患

う
」
。「牛

歩
は
不
毛
だ
」
と
怒

一２
口
裳
り
山
本

一
大
腱
員
だ

が
、
　
一
一
理
の
ゴ
タ
ゴ
タ

は
、
政
治
が
旧
任
霞
検
管
」の

イ
メ
ー
ジ
を
国
民
に
与
え

た
。
与
野
党
と
も
に
こ
の
轄

果
を
し
っ
か
り
説
明
し
て
、

摯
暁
選
で
警
判
を
受
け
る
こ

と
に
な
る
」
と
漏
っ
た
。

参院ドキュメント5日
0・ 10 '眈 本会議で野党提出の

口丼=宰 厚生労働委員長の解任決議
案の記名採決.野 党は衆|.tに続き
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醍
勒
欄
激

だ
の
だ

っ
た
。
時
代

を
画
し

た
演
歯
ど

、
時
代
鰐
漂
に
も

見
え
る
牛
歩
闘
と
の
路
爆
を

満
感
し

つ
つ
▼
戦
後
す
ぐ
の

４６
年

に

「
時
計
と
麟
め
つ
こ

で
牛
歩

、
本
会
臓
を
流
サ

」

の
記
事
が
あ
る
。
■
歩
の
最

り
う
し
い
。
が
↓
い吉
国
内

閣
で
、
社
会
党
な
ど
野
党
が

家
饉

お

否

任
窒

掟

出
し
た
。
数
で
つ
ぶ
そ
う
こ

す
る
与
党
に
野
党
は
牛
歩
で

対
抗
、
深
夜
０
時
を
越
え
て

流
会

に
持
ち
込
ん
だ

マ
以

来
、
こ
ん
な
見
出
し
が
並
ぶ

時
代
が
続
く
。

「
社
会
覺
〓

た
牛
基
こ

「役
ｉ
５
う
ん
さ

り
　
牛
碁
島
こ

。
牛
墓
が
成

功
を
収
め
た
こ
と
は
ほ
と
ん

と
な
く
、
鷹
労
悪
と
む
な
し

き
は
か
り
が
期
る
こ
と
が
多

か
っ
た
▼
舎
口
、
久
し
ぶ
り

の

「
牛
歩
蜘
」
再
演

で
あ

る
。
未
納
騒
動
で
役
姜
が
次

々
交
代
し
た
の
は
筋
盤
き
に

戦
術
の
乗
に
、
政
府
提
出
の
年
金
改
革
法
が
成
　
人
は
か
り
で
は
な
か
ら
う
。

与
野
党
、「痛
み
分
け
」

参
院
選
向
け
世
論
懸
念

に
，
万
６
９
０
０
円
で
固
定

綸
さ
れ
ず
に
終
わ

っ
た
。

っ
た
。
国
民
の
み
な
さ
ん
に

下
ろ
し
て
し
ま
つ
た
の
に
も

が
っ
か
り
し
た
▼
大
田
さ
ん

の
沈
黙
劇
に
は
こ
ん
な
評
が

あ
る
。

「観
客
の
悪
椰
力
に

挑
収
す
る
か
の
よ
う
に
腱
細

に
運
く
し
、
そ
の
し
れ
っ
た

い
は
ど
ゆ
る
や
か
な
表
現
の

な
か
か
ら
、
日
常
の
は
で
は

見
え
に
く
い
額
颯
を
静
か
に

立
ち
あ
が
ら
せ
た
」

（日
田

め盟
Ｆ

『
コ
藤
瑠
理
鯛
の
ｍ
薔
●

リ
プ
ロ
ポ
ー
ト
）
▼
年
金
法

案
を
め
ぐ
る
ド
タ
バ
タ
出
か

ら
立
ち
上
が
つ
て
く
る
も
の

一
何
か
。
路
の
主
役
、
つ
ま

り
〓
榊
童
の
私
た
ち
が
無
視

さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
だ
つ

た
と
す
れ
ば
０
な
し
い
。

な
い
製
鯛
だ

つ
た
。
Ｌ
い
将

来
の
生
活
に
か
か
わ
る
量
甕

テ
ー
マ
を
か
か
け
な
が
ら
、

中
身
の
翻
り
下
け
が
足
り
な

か
っ
た
。
独
特
曇
藻
か
ら
牛

歩
戦
術
へ
と
旧
劇
風
に
幕
を

|)
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こ
れ
が
政
治
の
現
実
だ

の

「散
金
菫
営
」
と
い
う
奇
策
も
あ
っ
た
。
　
　
が
政
府
を
利
す
る
結
果
に
な
っ
た
ら
、
く
た
び

そ
ん
な
手
段
を
総
動
員
す
る
こ
と
で
、
亭
の
　
れ
も
う
け
だ
ろ
う
。

重
大
き
を
国
民
に
伝
え
よ
う
と
し
た
の
だ
っ
た
　
　
，
饒
運
が
迫
つ
て
い
る
。
与
時
受
ほ
そ
れ
ぞ

に
、
こ
日

倉

Ｅ

い
３

醤

ぶ

。
　

あ

撃

靭

憲

健

い
奎

星

匡

に

Ｅ

百

窒

職

し
、
書

で
変

、
当

社

刊

脇

割

「
馴

禦

”
割

割

与
党
に
よ
る
採
決
の
強
行
と
、
野
党
の
■
歩
　
入
れ
て
く
れ
た

「太
っ
理
の
社
長
」
の
よ
う
な
　
で
有
稲
者
に
選
択
を
逍
れ
は
い
い
の
た
。
あ
ん
　
議
員
た
ち
を
選
ん
だ
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
青
龍

電
書
′
メ
に
　
‘
誦
“
翌
瞑
，
Ｆ
ヨ
む
串
口
か
咸
　
人
は
か
り
で
は
な
か
ら
う
。　
　
　
　
　
　
　
　
な
や
り
方
は
有
輸
者
を
し
ら
け
さ
せ
る
。
そ
れ
　
者
な
の
だ
か
ら
．

音

た
。
１
，

日
２

石

に
、
尖

藉

　

民

箸

藉

梁

籠

留

負

、
数
の

は

「
我
暉
し
な
き
，
い
け
な
い
ん
で
す
ね
」
　

力
で
決
替
を
急
い
た
。
と
に
か
く
政
府
葉
を
迪

と
、
相
変
わ
ら
ず
ひ
と
こ
と
の
よ
う
な
口
簡
だ
　
す
。
そ
れ
が
構
築
を
推
理
し
た
公
明
党
と
の
理

解
語
腫
覇
裁
談
串
婦
蛭
霙
野
襲
葬

の
な
ら
ヽ
の
ん
き
な
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
み
っ
と
も
な
か
っ
た
。

口
蚕
薔
量
を
通
し
て
、
年
金
改
革
に
首
相
と
　
　
民
主
党
も
民
主
党
だ
。

与
党
が
本
気
で
取
り
蘊
ん
で
い
る
、
と
い
う
印
　
　
米
中
で
は
饉
市
進
行
に
彙
抗
す
る
た
め
の
長

麓
琴
零
断
誘
野

輔
鵠̈
≠菱
壁
≠
赫

封
し
て
，
』
晏
豫
会
で
採
決
を
強
行
し
た
。
　
　
の
上
皓
や
議
亭
銀
の
機
読
み
で
時
間
を
か
せ
ぐ

首
相
自
分
も
当
事
を
た
つ
た
未
納

・
未
加
入
　
な
ど
中
身
は
蒋
か
つ
た
。
加
え
て
牛
歩
、
乱
関

閻
葡
ド
ヽ

結
局
ほ
お
か
む
ら
た
。
議
員
年
金
の
　
騒
ぎ
。
民
主
彙
か
ら
出
し
て
い
る
，
院
剛
議
理θt ι・♭〔多)

平成16年)6′朝

●
墜

雲

会
社
員
が
加
入
す
る
厚
生

年
彙
嬌
燿
軟
留
気
質
曇
餃

お

留

上
癌

姜

る
。

晨

灘

敬

み
尾

ａ

摯
報
翻
月
額
）
、
ポ
ー
ナ
ス

そ
れ
ぞ
れ
に
保
険
料
率
を
か

足

書

を
書

癸

が

撃

で
負
担
す
る
。
菫
琴
（
）

保
隆
剌
率
は
年
収
の
１３

・
”

％
。
“
年
“
月
か
ら
毎
年
０

●
３
５
４
％
ず
つ
引
き
上
げ

ら
れ
、

１７
年
９
月
必
警
は
‐８

●
３
％
に
鶴
え
置
か
れ
る
。

月
綸
∞
万
円
の
場
合
ヽ
現

在
の
本
人
員
積
Ｅ
冒

３́
万
３

９
５
０
円
だ
が
、

１７
年
９
月

以
降
は
４
万
５
７
５
０
円

に
。
ポ
ー
ナ
ス
が
１
回
１
０

０
万
円
だ
と
、
現
在
の
負
担

は
６
万
７
０
０
０
円
だ
が
、

・７
肇
●
こ
Π
壼
”
●
０
万
１
５

０
０
円
＝
口
上
１
に
な
る
。

年
金
水
準
は
現
役
世
代
の

霞

晨

８

髪

嚢

す
る
と
、
政
府
は
説
明
す
る

が
、
こ
れ
は
モ
デ
ル
世
情

（“
年
加
入
、
要
は
専
業
主

っ
た
話
だ
。
現
在
、
モ
デ
ル

一
時
点
の
価
値
で
表
し
た
も
の

世
帯
（ゆ
委
響
は
”

・
３
％
だ

一
で
、
実
Ｍ
に
支
払
う
保
険
料

が
、
お
年
度
以
降
は
∞

・
２

一
は
彙
金
が
上
昇
す
れ
は
、
そ

％
に
。
共
働
き
は
４６

・
４
％

一
の
分
上
が
る
。年
率
２
・１
％

か
ら
”
・３
％
へ
、独
島
勇
性

一
の
費
金
上
昇
が
続
く
と
、

１７

は
４２
・５
％
か
ら
“
・０
％
へ
一
年
度
の
保
険
料
は
２
万
８
６

下
が
●
。
モ
デ
ル
世
蓄
で
も

一
０
円
と
な
り
、
″
年
度
に
は

“
年
度
時
点
で
“
崚
以
下
の

一
２
万
‘
６
８
０
円
に
な
る
。

世
代
は
い
ず
れ
も
、
受
給
抑

一　
受
給
輌
は
現
在
、

４０
年
加

制
策
に
よ
り
奎
語
帥
”
薩
丁

一
入
の
夫
婦
２
人
の
■
輌
で
月

～
２
年
で
∞
％
を
下
口
る
。　
一
・３
万
２
千
円
だ
が
、
今
後
は

巽
ぎ
基
鰐
襲
麗

加
入
す
る
国
民
年
金
の
保
険

一
増
え
る
が
、
∝
年
度
の
値
籠

相
は
現
在
月
―
万
３
３
０
〇

一
に
は
す
と
１３
万
１
千
円
で
水

円
。
“
塁
婆
か
ら
毎
年
妥
ｏ
言
雷
ＯＬ
上
フ
る
。

夜
轟
し
断
線
的
に
“
か
れ
た
参
院
ホ
会
腱
に
出
露

し
た
与
党
腱
員
ら
＝
５
日
午
前
９
時
、
国
会
内
で

き
。
■
院
委
員
会
蛛
決
で

ア
年
量
の
抜
本
改
き
の
輝
ｍ
を

も
、

一
部
野
党
の
贅
疑
を
打

一
一
か
ら
ぬ
め
る
だ
け
の
力
を

っ
た

一饉
辱
一菫
口
」
職
術
の

今
回
の
年
金
法
は
滉
行
創

一
案
を
節
理
し
た
内
書
と
な
っ

を
罰
震
に
し
て
い
る
。
抜
本

一
た
公
明
党
に
さ
え
不
安
が
広

改
革
に
は
ど
通
い
の
は
、

一
が
る
。
自
民
党
内
に
も

，
ヽ

「
一
ラ
化
が
理
ま
し
い
」
と
一
こ
ま
で
し
て
成
立
さ
せ
る
法

小
彙
着
顧
が
述
べ
た
こ
と
が

一
諄
だ
つ
た
の
か
」

（参
鑑
幹

保
餃
料
”
代
わ
り
間
錮
、
輸

一
　

「我
々
の
力
が
足
り
な
か

財
源
・未
納
対
策
先
送
り

給
付
の
前
提
に
不
安

５
日
成
立
し
た
年
金
諏
事
関
連
法
は
、

一堅
呼
与
党
が
当
初
備
を
重

つ
た
Ｔ
ハ
５

年
も
つ
制
度
」
か
ら
は
ほ
と
逮
く
、
前
掟

と
な
る
出
生
率
や
年
金
保
険
料
の
納
付
率

な
ど
の
動
向
次
第
で
は
、
車
期
の
見
直
し

が
迫
ら
れ
か
ね
な
い
。
保
険
料
の
引
き
上

け
と
給
付
の
切
り
下
け
と
い
う
員
捜
を
日

民
に
求
め
る

一
方
で
、
年
金
不
信
に
も
つ

禁

凛

織

森

お

凝

、
礎

年

金
の
財
源
間
螂
、
世
代
岡
や
聴
彙
こ
と
に

興
な
る
年
奎
爾
鬱
鶴
Ｆ
」あ
る
不
公
平
感
の

癖
満
た
と
の
重
要
腰
題
に
は
、
ほ
と
ん
ど

手
が
付
け
ら
れ
な
い
ま
ま
だ
。

改
奉
法
に
よ
る
年
金
の
新

制
度
で
は
、
感
生
年
金
の
受

綸
開
始
時
点
の
水
準
を

「現

役
世
代
の
子
取
り
年
収
の
∞

％
以
上
を
癖
薔
キ

る́
」
と
し

て
い
る
。
こ
の
水
準
生
占

る
見
轟
し
に
な
れ
は
、
制
度

を
見
直
す
必
要
が
あ
る
。
そ

の
行
方
は
、
制
度
設
計
の
前

颯
と
な
っ
て
い
る
今
後
の
出

生
率
や
Ｎ
金
上
昇
率
、
年
金

保
険
料
の
納
付
率
な
ど
に
大

き
く
左
右
さ
れ
る
。

簡

饉

、
嘉

薔

詈

嚢

襲

茎

縛

殊
出
生
率
が
、
∞
年
に
１
・

∞
ま
で
回
復
す
る
こ
と
を
徹

囁満
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
現

実
の
出
生
率
は
長
調
に
わ
た

り
歯
正
め
が
か
か
ら
ず
、
ω

年
に
―

・
″
ま
で
低
下
し
て

い
る
。
出
生
率
が
回
復
し
な

け
れ
は
、
年
金
制
度
の
強
い

残

晋

、
年
薪

禁

懇

昼

鍵

難

ｇ

質

の
嬌
抗
職
術
に
よ
う
寝
乱
の

茉
、
成
立
し
た
年
金
改
〓
関

選

．
８

の
相
手
の

「薇
晨
」
を
批
判

し
あ
う
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
不

安
を
抱
え
る
。
国
民
年
金
未

納

・
未
却
Λ
□
用
で
は
病
み

分
け
、
年
金

一
元
化
な
ど
抜

本
的
腱
も
遺
ま
す
、
口
民
の

議堅
璽
企
置
を
高
め
る
結
果
に

０
円
ず
つ
上
が
り
、

１７
年
度

一
な
っ
た
。
与
野
党
は
い
っ
た

定
以
上
Ｌ
肇
化
、
給
付
水
準

の
引
童
ふ
望
基
盤
な
く
さ

れ
る
。

長
期
的
な
勉
雫
舌
菫
●

経
綺
成
長
率
に
関
し
て
も
、

新
型
恭
新
韓
簗

曇
“
の

現
実
に
比
べ
高
め
に
見
込
ん

で
い
る
。
質
金
が
伸
び
情
め

ぼ
凛
瞼
料
収
入
が
想
定
よ
り

目
減
り
す
る
。
綸
付
抑
制
の

た
め
に
盛
り
込
ん
だ

「
マ
ク

ロ
経
済
ス
ラ
イ
■
“
綴
こ

と

い
わ
れ
る
仕
組
み
は
、
物
価

や
賃
金
が
つ
０
秘
暉
伸
び
な

い
と
機
能
し
な
い
た
め
、
理

終
的
に
年
金
財
政
を
顧
ル
蜃
ヽ

せ
る
こ
と
に
な
る
。

い
、
■
曖
選
で
ど
う

「
年

金
」
を
訴
え
る
か
。

抜
本
改
革
還
く

豊
か
れ
と
思
っ
て
た
り
出

し
、
成
立
の
ゴ
ト
ル
に
た
と

り
看
〔
た
が
，
世
綺
の
評
価

讐

ぷ

―

．
醤

２

慶

雪

憂

菫

響

る

よ
う
に
公
明
党
幹
割
は
５

日
、
腱
書
団
に
関
っ
た
。

「
菫
蒲
不
信
を
紹
い
た
と

曰
腱
年
金
の
納
任
率
は
υ

年
度
で
０
１
■
わ
。
新
制
度

調

％
極

警

言

蘊

斎

、
未
欝

緩

藩

緒

ら

掟

ぶ

あ

え

、

今
回
の
載
事
に
よ
う
負
担
増

や
給
付
抑
制
が
、
国
民
の
年

金
不
信
を
加
速
し
、
さ
ら
な

る
納
付
の
低
迷
に
結
び
つ
く

…

。

∞
年
度
遷
で
に
、
お
種
年

‥

寡

の
１
か
ら
２
分
の
１
に
引
き

上
げ
る
こ
と
に
関
し
て
も
、

菫

ｌ

め
、
財
凛
を
ｍ
保
す
る
取
節

は
、
今
日
会
で
ほ
と
ん
と
餞

い
一２
率
味
で

〈与
縣
番
書
じ
　
一
〈澤
要
望
感
立
に
、
参
朦
薔
一で

ち
た
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
一　
”霊
系
留
群
諄
事
で
鶏
け
た

艦

栞

嘉

警

。

漁
口
究
之
参
畔
離
長
の
不

信
任
決
経
黎
採
決
の
麟
、
ぬ

長
席
に
藤
っ
た
民
主
党
出
身

梁

躍

諦

獲

二

酷

本
会
議
の
檄
会
を
菫
口
。

が
、
直
程
に
総
長
席
に
戻
っ

た
０
日
議
長
が
そ
の
無
動
を

〓
書
し
、
採
快
引
き
延
ば
し

策
は
空
晨
り
に
終
わ
つ
た
．

「な
長
の
不
僣
任
案
は
国

会
で
最
も
興
要
な
察
件
な
の

に
、
採
決
妨
聾
の
た
め
に
磁

会
を
菫
●
し
た
の
は
間
国

だ
。
し
か
も
、
雪
華
務
驚
ヽ

廃
黎
に
迫
い
や
る
の
で
は
な

く
、
成
立
を
重
あ
ア
一だ
け
に

終
わ
っ
た
。
秘
策
で
は
な
く

鳳
策
だ
」
。
国
会
聴
員
出
身

で
、
国
対
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
知

り
尽
く
し
た
民
主
党
の
平
野

東
夫
参
靡
朦
興
は
そ
う
批
判

す
る
。

民
主
党
に
と
っ
て
深
刻
な

８

、
目

の
啓

一倉

で

，
碗
選
の
投
票
率
が
下
が
り

か
ね
な
い
こ
と
だ
。
４
月
末

の
衆
騰
統

一
３
勧
選
で
も
配

曇
的
に
投
猥
率
が
鶴
き
、
全

取
し
た
。
政
面
に̈
批
判
的
な

無
党
派
綸
を
動
晨
で
き
な
け

れ
は
、
野
党
の
勝
利
は
見
込

め
な
い
。

「大
き
な
一
歩
」

小

彙

●

相

小
泉
●
相
は
５
日
、
年
金

取
率
剪
迦
法
の
成
立
に
つ
い

て
、

「大
き
な

一
歩
を
踏
み

出
す
こ
と
が
で
き
た
。
年
金

に
対
す
る
口
民
の
優
組
の
輛

保
を
何
よ
り
も
ｍ
要
な
凛
】

と
と
ら
え
、
今
後
ｒ
ヽ
も
制
度

の
改
革
に
取
り
腱
ん
で
い

く
と

の

麟

畳

塞

し

た
。

自
民
、
公
明
、
民
主
の
３

党
吾
思
に
つ
い
て
は
、　
一年

全

〓
″
“
を
合
０
社
会
凛
薇

全
般
の

一
体
的
見
直
し
に
与

野
党
が
取
リ
ロ
０
と
い
う
薔

懇
鶴
た
合
意
が
行
わ
れ
た
」

と
高
く
肝
“
。
そ
の
う
え
で

「こ
う
し
た
与
野
彙
の
鐵
を

翅
え
た
摯
設
的
な
饉
綸
の
進

腱

お

せ
、
基

昴

ロ

度
の
改
革
を
全
力
で
遠
め

る
」
と
、
３
彙
合
彗
に
沿

い
、
与
野
党
で
協
議
し
て
い

く
螢
発
を
強
綺
し
た
。



与
党
多抜
き
打
ち
ク採
決

要
繁
先
喩

年
金
改
革
関
連
法
寒
Ｅ

一一日
、
豊
野
築
理
口
の
感
書
の
中
、
■
睦
【
年
労

働
壺
■
会
で
可
決
さ
れ
た
。
与
彙
側
が
野
党
の

一
部
諄
員
な
“
間
に
立
つ
前

に
贅
疑
を
打
ち
切
り
ヽ

「
物
理
的
な
養
抗
も
辞
さ
な
い
」
■
ヽ

全
面
対
決
を

鱚
定
し
て
い
た
民
主
党
な
ど
に

″目
す
か
し
″
を
食
ら
わ
せ
た
格
好
だ
。
野

●
“
響
Ｌ
Ｏ
し
く
反
』
ｒ
К

採
静
程
露
翌
基
ф
え
て
い
う

Λ
本
文
記
事
―
面
Ｖ

午
後
一一謳
ヨ
多
ヽ

公
明
見
委

員
の
質

間
が
織
わ
る
と
、
次

の
質
問
者
だ

っ
た
共
産

第
の

小
池
奥
一氏
が
挙
手
す
る
前
に
、

突
然
、
自
民
党
の
伊
垣
忠

一

氏
が
手
を
奉
げ
た
。
伊
通
氏
は

質
疑
打
ち
切
り
と
採
決
を
求
め

る
面
壺
彎
“
澪
出
。
委
員
長
席
の

ワ

に
隻

菫

麗

天

豊

れ
る
呂
ヽ

年
金
法
案
は
「
決
さ

れ
Ｆ
ヽ

露

の
簡

機

甚

ま

の
採
決
は
、
二
〇
〇
二
年
七
月

の
０
饒
庫
生
労
働
委
員
会
で
の

触
目
暦
屡
墜
妻
改
正
案
Ｈ
〓
０
ヽ

与
薔
“
蜜
ヨ
〓
惣
ヽ

す

べ
て

の
質
間
が
“
わ
り
ヽ
小
京
●
相

が
理
用
し
た
後
、
採
決
に
移
る

一万
町
だ
っ
た
。
し
か
し
、
民
主

、キ〔う
日

0叱ら
)    ―    コ =   妻 ル
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今
日
会
の
最
重
要
法
案
で
あ

る
年
金
改
革
関
凛
法

案
が

三

年
金
法
案
参
院
委
可
決

最後の攻防持久戦ヘ
年 金 法

“
察
ヽ

森
院
で
輌
藤
農

一
諄

生
労
働
委
■
長
の
解
任
際
田
案

を
機
壺
Ｉ
署
研
ミ

”
睫
暉
労
雲
は
三
日
、
綺
め
く

く
り
“
疑
を
行

っ
た
が
、
公
明

一　
首
相
「不
明
の
致
す
と
こ
ろ
」

、　
　
　
　
　
留
学
帰
国
時

の
年
金
未
加
入

痴
雛
輩̈
蔀

反
映
さ
せ
る
仕
組
み
で
、
年
金

改
革
間
通
法
菫
の
注
の

一
つ
。

物
価
や
賃
金
が
よ
界
し
た
場
合

で
も
（
鵬
整
率
」と
い
う
障
を

に
任
せ
て
あ

っ
た
」

（

口
対
幹
郎
）
と
い
電

■
院
厚
生
労
働
委
員
会
の

馨
尭

嘆

魔

理

じ

は

突
か
れ
た
形
と
な

っ
た
。
中
山

義
活
国
会
対
策
副
委
員
長

（
衆

員
会
車
に
向
か

っ
て
い
る
時

が
な
い
こ
と
を
強
田
し
た

ピ
で
動
距
提
出
に
気
つ
き
、
走

っ
て
委
員
会
筆
に
向
か

っ
た

「
到
着
レ
婁
”
は
駆
会
し

社
会
保
険
庁
に
よ
る
と
、

と
が
堕
繹
無
、
少

賃
金
と
比
べ
た
割
合
ヽ

素
に
感
り
込
ま
れ
た

経
済
ス
ラ
イ
ド
」に
つ

い
て
、「経
済
全
体
で
書
え
は
年

奮

ほ

婆

′
凛

ゼ

通

べ
電

一
方
、
首
相
は
、
年
金
改
市

21125年に65潮こなる人の年金額(現役世代の平均手取り“金に対する比率)

1960年生まれ 年金受給20年 現 役賃金の40%

厚
労
省
見
通
し

厚
生
労
働
省
は
三
日
、
一

一ギ
を
Ｒ
Ｏ
興

一

後
ほ
‘

・
１
％
、
三
＋

４０

．
５
％
に
下
が
う

政
府
は

「
綸
付
水
準
は
モ
デ

ル
世
帯
で
現
投
世
代
の
平
均
ロ

金
の
５０
％
を
維
持
す
る
」
と
饉

明
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
年
金

が
開
く
）ゝ

路
Ｌ
Ｘ
“
２
４
）

現
綬
世
代
“
金
に
比
べ
た
割

合
が
低
下
す
る
の
は
、
す
で
に

年
金
を
受
綸
し
て
い
る
人
の
年

叢

く

鑑

銘

層

Ｂ

て
菫
ζ
ｃ●
２
』
諄
に
な
っ

て
い
る
た
め
た
。

少
子
化
が
改
崎
ま
た
は
思
化

し
た
ケ
ー
ス
の
試
算
も
公
電

基
準
ケ
ー
ス
は
女
性
が
生
緩
に

産
む
子
供
の
懲
こ
不
す
合
計
特

こ
れ
に
対
し
、
与
党
は

「粛
々
と
審
朧
を
建
め
る

だ
け
」
と
受
け
て
立
つ
胡
え
で
、
決
”
は
日
を
ま

た
く
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
。
Λ
本
文
記
事
―
面
Ｖ

．
３９
に
ロ

・
１０
に
な

構
え
だ
。
曝
〓
、
社
熙
間
党
の
す
商
８

に̈
、
民
主
党
出
■
の
本
一決
し
て
い
く
宍
自
曝
棠
幹
部
）

に
な

■

与
黛

製

緊

浅

々
と
否

８

一の
見
方
も
出
て
い
る
、
　
　
　
一

一　

―
―

―
―

―

―

―

―

　

一

郷発
墨
嬰
璧
瑶
猜
発
鍵

に
、
動
“
が
提
出
さ
れ
た
」

ぶ
ぜ
ん
と
し
た
轟
“
「

上
の
た
あ
至
彗
丼
幹
事
長
に
「
部

一颯
一腋

や
尿

い
。

案
野
党
、引
き
延
ば
し
戦
術

与
野
党
は
四
日
、
年
４
粛
蓋
面
”連
法
策
を
照
一る

最
後
の
政
防
に
自
む
。
野
党
は

ヽ
採
決
は
絶
対
に

認
め
な
い
」
と
お
暁
本
会
銀
で
閣
僚
の
間
贅
決
凛

る

一

年
金
額
に
つ
い
く

時
隼

覆

、
一

移
の
見
通
し
を
明
ら
か
一

た
。
凛
中
ケ
ー
ス

暉
生
年
金
の
モ
デ
ル
世
格
実

が
四
十
年
歯
入
、
奏
が
専
業
主

婦
）の
場
合
、年
金
を
も
ら
い
始

め
る
三
〇
二
五
年
度
に
は
２９
万

２
０
０
０
円
で
、
現
役
世
代
の

平
均
手
取
り
賃
金
と
比

べ



た
一
坂
口
厚
生
労
働
相
の
円
責

決
鮨
秦
、
お
田
●
腱
腱
〓
一の
不

屋

言

入

・
露
露
科
未
納
奎
藝
ロ
セ
π

要

へ
…

碁

相
次
い
で
出
す
●
４
鶴

［壼
霊
薯
の
今
凛
紹
●
院
国
会

対
策
萎
■
長
は
四
日
凛
、
配
者

団
に
対
し

「
藤
任
決
■
案
の
理

菫
ヨ
謳
日
諧
盟
怪
曇
堕
門
か
け
て

や
る
０

（
投
凛
の
麟
に
ゆ

っ
く

り
ぞ

）
多

器

阜

こ

と
述
べ
、
籠
曜
し
た
蓼
“
引
き

延
ば
し
戦
術
を
と
る
考
え
を
示

し
た
。
同
策
の
岡
田
代
饉
は
四

日
午
前
、
第
”
院
“
員
綸
会
で

あ
い
き
つ
し
、

「
（
三
日
の
委

員
会
採
誅
は
）
日
会
の
自
殺
行

な
と
い
う
危
機
感
を
鑢

っ
て
対

応
し
て
い
か
な
け
れ
は
な
．ら

な

い
ｔ

墨

面
じ

弓

自
唇

あ

安
情
幹
事
長
は
紀
書
会
見
で

「
整
然
と
淡
々
と
処
理
し
て
い

き
た
い
」
と
述
べ
た
。

1 5年 I Zロ
に初認定 圏
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い
っ
た
ん
休
態
に
入

っ
た
後
、
五
日
未
明
に
再
開
さ
れ
、
敵
夜
の
年
野
党
攻
防
が
続
い
電

Λ
制
震
の
主
な
変
更
点
１０
面
、
関
菫
記
事
２

●
３

・
４

・
９

・
＝
　
３５
面
Ｖ

ロ
シ
摯
頑
眸

▽
国
民
年
金
の
月
饉
保
険
料
を
二
〇
〇
五
年
四
月
か
ら
毎
年
２
８
０
円
ず
つ
引
き

上
け
、
三
〇

一
七
年
度
Π
醸
諄
，
■
″
口
望
０
０
円
で
固
定

▽
厚
生
年
金
の
保
険
料
率
は
三
〇
〇
四
年
十
月
か
ら
毎
年
０

・
３
５
４
％
ず
つ
上

曖

一
０

一
亡
琵
籍
稔
軍
整
収
の
１８
ふ
″
″
Ｃ
“
折
半
ｙ
〓
饗
‘

工

豊

宅

万

薯

（撃

架

、
琶

薬

蕎

ぁ

博

奎

焼

役

縫

鶏

需

雰

現

辱

主

環

▽
議
饉
年
金
の
口
藤
負
狙
割
合
は
二
〇
〇
九
年
度
ま
で
に
険
鮨
的
に
３
分
の
１
か

・つ
あ

？

へ
ｌ

渉

▽
峰
諄

、
暉
年

雰

響

要

で
言

制
甕

盤

▽

一
定
以
上
の
口
金
が
あ
る
”
歳
以
上
の
年
金
額
を
減
額

の
場

で
£

菫

料

理

薔

盲
食
碑
の

一〓
』
ル
々
』

不

法
侵
入
者
〓
な
く
の
墨
緊
筋

つ
ち

Ｅ

が
そ

、米
雲

穣

、
一

人
で
一

判
が
根
強
い
こ
と
か
ら
、
ロ
ニ

も
近
年
憚
う
よ
う
に
な
っ
た
。

な
ど
に
対
し
て
は
、
世
論
の
批

る
」
と
述
べ
た
。

同
法
葉
が
成
立
す
れ
ば
、

に
あ
た

っ
て
は
、
剌
度
の

一

饉

電

・
”

（在

折
半
）
の
摩
生
年
金
の
保
険
料

に
つ
い
て
検
討
を
行
う
」

率
は

の
た
め
に
努
力
し
て
い
い
て

:::
一
３
％
か
ら
”

・

う

ま
た
、

ミ
０
０
円
が
段
階
的
に
引
き
上
げ

ら
れ
、　
一
七
年
度
以
降
は
１
万

６
１
０
０
円
で
固
定
さ
れ
る
。

法
彙
の
付
則
に
は
自
民
、
公

曇
〓
の
〓

の
項
目
が
盛
り
込
ま
れ
て
い

■

TRD lrzot*-tt*g

€tn+a
dr'tnEaTaD凛揆クルーフ

与
党
押
し
切
る
構
え

溌

套

響

壁

な

爵

藩

撲

阻
上
に
同
り
な
し
い
な
抗
を
薇
り
返
し
た
た
め
、
与
彙
が
予
定
し
て
い
た
四
日
の
成
立
は
三
日
に
ず

れ
発

電

堕

薇

、

一
方
、
牛
歩
職

，
院
本
会
醸
は
四
日
凍
に

を
提
出
し
て
も
、

で
き
る
應
勢
を
と

っ
た
。

滉

３

窒

会
蔭

吾

一
椰
■
堅
Ｔ
会
で

「
”
〓
を
Ｌ
＾
々

と
ル
ー
ル
を

破

っ
て
い
る
賛

我
々
は

饉
然
と
ル
ー
ル
を
守

っ
て
対
応
し
て
い
き
た
い
」

と
述
べ
、
民
主
党
を
批
判

ヽ



３
時
間
演
説
や
牛
歩
嘲哺
嘘

民
主
、参
院
選
へ
徹
底
抗
戦

囃鯛 鱗翻 鰈
●●を提出した

一

舞F菫 夢警嬌聾鵬臨警野
…

曇重]「
"口

雛謄騨1鐵孵
搬撃譜
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抜本改革へ 難題ばか り
べ
て
の
人
が
同
じ
制
度
に
加
入

す
る
の
で
、
公
平
性
が
確
保
で

金
制
度
を

一
元
化
す
れ
は
、

平
麒
が
根
強
く
あ
る
。
公
的
年

杯
静
製
経
時
懸
西
螢
椰
素
誠
一

「
安
心
で
き
る
年
金
制
度
」
を
う
た

っ
た

年
全
満

壺

華

璽

涯

聾

餞

喜

そ

ヽ

制
度
の
抜
本
改
革
は
道
半
は
た
。
公
的
年
金

劉
鬱
祭
り
〓
菱
“
″
凛
”
や
、
保
険
科
未
納
間

』晏
‘
こ
年
金
空
祠
化
の
対
策
を
ど
う
量
あ
る

の
か
。
さ
ら
に
介
腋
や
医
療
を
あ
わ
せ
た
社

会
屎
韓
制
度
全
般
の
見
口
し
も
持
っ
た
な
し

た
「
国
民
が
信
口
で
き
る
制
度
の
実
現
に
は

観
腋
炉
山
積
し
て
い
る
ｏ
　
ハ政
治
郎
　
金
田

一
日
、
川
島
三
息
子
、
本
文
記
事
１
面
）

半
分
ず
つ
負
担
し
て
い
る
が
、

一発
●
し
た
。
野
党
備
は
、

国
民
年
金
の
保
険
料
は
全
口
、
一府
案
が
抜
歩
改
革
で
な
い
一

本
△
晏
ρ
あ
弓

　

　

一壼
ぢ
蒙
発

」

一
元
化
与
野
党
に
ズ
レ

社
会
保
障
全
般
見
直
し
急
務

票打ち切りを命し、反 :
対多数で決3●案を否決 :

20"10分  ,院 のn田 諄長が延 :
会を,雷 し、休憩   :

【5日 】            :
0時 10分 ■ 眈本書“再開。日 :

丼委員長解任決腱案の :

採決開始。民主彙など
"■ 歩戦術

略
≦
錐
麓
一」一つ砕
鉾
鍾
中一聾
割
攀

][|][:]:[][
異撃
」責

野
党
は
■
歩
と
い
っ
た
パ

フ

ー
マ
ン
ス
に
利
用
で
■
ス
ヽ

が
あ
れ
嘆
臀
難
嬌
に
で
ミ

出
席
饉
員
の
三
分
の

一

し
ホ
タ
ン
投
票
』
笠
鯛
絆

がヽ

怠

ぶ

晃

。

い
。
歩
督

通

く

だ
」

べ
、査
爾

の
記
負
漢

で
は

「舞

壽

」
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選
挙

へ
の
思
惑
が
封
じ
た
抜
本
論
議

民
主
党
Ｈ
辱
‘
窪
″↑
饒
庫
生
労
働
委
員
会
で
　
し
た
。
●
能
で
は
、
こ
の
付
則
が
盛
り
込
ま
れ

彗
え
ま
い
。

( 3 )―  1 4版

一　　　　．．．．一一一．．一一一一一一一一一一

説

ノ

と

一

採
決
を
違
ら
せ
る
た
め
の

「牛
歩
」
に
妻
っ

て
長

五
一畢
荏
輛
ボ
で

″口
で
も
墨
夕

の

社
毒
党
が
多
用
し
た
国
会
戦
商
”
ヽ

森
巻
輌
嗜
で
の
対
応
の
菫
い
も
、
時
計
の
針

菫

詈

た

ま

こ

塞

警

資

震

輩

に
向
け
て
、
等
党
と
の
対
決
姿
勢
を
誇
示
す
る

一年
織
制
度
の
み
な
ら
ず
、
政
治
そ
　

「
対
決
と
腱
乱

」
の
中
で
遺
め
ら
れ
た
こ
と
に
　
た
め
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
し

の
も
の

に
対
す
る
自
日
の
不
信
を
大
　
多
く
の
国
民
が
失
望
し
た
こ
と
だ
ろ
・つ
っ
　
　
　
て
も
、

「
牛
歩
」
ぶ
り
を
見
て
い
る
工
ヽ

い
い

き
く
増
●
し
た
の
で
は
な
い
か
。
　
　
　
医
主
覺
の
姜
勢
ほ
極
め
て
嫌
円
だ
。
衆
腕
段

年
を
し
た
大
人
が
　
　
と
い
う

″れ
叡
感
″
を

，
院

李̈
萎
願
で
の
年
金
改
革
関
連
　
鮨
で
は
、
自
民
、
公
明
商
党
と
の
三
集
合
意
に

禁
じ
得
な
い
。

法
素
の
採
決
を
め
ぐ
る
与
野
党
攻
防
　
基
づ
い
た

「
公
的
年
金
制
度
の

一
元
化
を
晨
ヨ

　

ま
た
、
年
金
問
題
を
彙
利
彙
略
の
道
興
に
健

で
口
金
の
濃
乱
が
続
い
た
。
　
　
　
　
し
力
一検
討

一
を
付
則
に
明
配
す
る
修
正
に
賛
成

う
よ
う
で
は
、
政
相
を
目
指
す
薇
任
政
党
と
は

抜
き
月
ち
一警
沐
レ
た
の
に
反
発
し
て
、
衆
，
輌
　
た
修
〓
察
が
審
“
さ
れ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず

院
の
摩
労
姜
員
長
の
解
任
決
凛
案
を
提
出
し

そ
の
鼻
案
を
求
め
た
の
は
題
解
で
き
な
い
ゃ

た
。
採
決
で
ゆ

っ
く
り
歩
い
て
投
票
す
る
二
牛
　
　
）
れヽ
で
は
、
当
初
か
ら
●
院
で
は
、
修
正
素

歩
」
、
長
時
間
に
わ
た
り
漁
税
茅
一続
け
る

「
フ
　
に
反
対
し
て

ヽ
三
党
合
意
」
を
事
実
上
、
は
こ

ィ
リ
バ
ス
タ
ー
」
で
、
最
後
ま
で
法
案
採
決
に
　
に
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
、
と
受
け
取
ら
れ
て

抵
抗
Ｅ
卜
ヽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
仕
方
が
な
い
。

国
民
が
国
会
に
期
待
し
て
い
だ
＾
ド
ヽ

安
心
　
　
民
主
党
の
口
田
代
表
は

「法
栞
へ
の
反
対
と

的
な
山
轟
Ｆ
ち

た
ほ
子
み
ヽ

年
金
と
い
う
自

民
　
は

「
い
ず
れ
三
党
合
意
は
消
え
る
」
と
述
べ
て

三
覺
吾
暉
昼
型
だ
」
と
言
う
な
二
墨
汗
幹
●
長

い
る
。
公
党
ど
し
て
無
贅
存
歴
菫
な
諄
ヽ

り
込
ん
だ
肇
正
素
に
賛
成

れ
、
民
主
党
は
反
対
し
た
。

οt 6_リ
参
院
で
の
審
議
は
、
年
金
未
納
間
題
と
い
う

脇
凛
の
問
題
に
終
皓
し
、
綸
田
は
ま
っ
た
く
深

ま
ら
な
か

っ
た
。
他
方
で
、
与
資
が
採
決
を
急

い
だ
背
景
に
は
、
法
森
の
脅
移
を
作
っ
た
公
明

党
に
対
し
、
自
民
党
が
参
醜
選
で
の
選
挙
臨
カ

を
念
頭
に
配
慮
し
た
、
と
の
見
方
が
あ
る
。

「
凛
議
の
府
」
で
あ
る
べ
き
参
瞬
が
、
与
野

党
の
政
争
の
場
と
化
し
た
の
は
残
念
た
。

会
期
が
残
り
少
な
く
な

っ
た
今
日
会
に
は
、

菫
要
法
肇
が
残
さ
れ
て
い
る
。
混
乱
を
引
き
ず

り
、
こ
れ
ら
の
法
葉
が
成
立
し
な
い
ど
い
う
０

態
を
招
い
て
は
な
ら
な
い
。」募る政治不信

こんどこそ rモウ ケッコーl ?

かわにしよしと

泥
Ｆ

―
―
―
―
―
―
―
―
サ

言

言

の
諄
決
で
「時
睛
切
わ
」
を

童
●
さ
れ
ヽ
口
長
“
に
鮨
め

”７
８
２
〓
腱
口

４^
日
午
後

３
瞳
”
々
衆
屁
本
金
“
で
）

目
立
つ
党
利
党
略

ち

壼
ぶ
急

一

翼

共

一
え
化
に
つ
い
て
、
自
民
策

一
元
化
に
使
菫
な
公
明
党

「
年
金
国
会
」
は
与
野
党
の
泥
仕
合
と
な

っ
た
１
１
。
年
金
改
革
関
連
法
葉
の
審
燿
斉
Ｒ

与
野
党
が
徹
底
的
に
綸
饉
を
尽
く
し
て
間
願

の
所
在
を
明
ら
か
に
し
、
法
素
が

「
口
象
首

年
の
針
」
と
な
る
よ
う
仕
工
け
る
こ
と
が
期

待
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
最
終
局
面
は
、
”

瞬
選
を
に
ら
ん
だ
覚
利
第
略
螢
先
の
政
防
に

陥

っ
た
パ
河
島
　
光
平
、
本
文
記
事
―
面
）

２
Ｌ

が
が
、
）ち
し
た
戦
術
一だ
」
，
薇
嬌
す
■

に
配
慮
し
、
明
腱
販
奮
軒

を̈
示

し
て
い
な
い
。

「
国
民
が
安
心
で
き
る
年
金

制
度
」
を
お
筆
す
る
に
は
、
与

”
党
と
も
、
年
金
間
理
を
政
争

の
Ｆ
と
は
せ
ず
に
、
将
来
の
改

革
つ
く
り
に
菫
剣
に
取
り
組
む

必
要
が
あ
電

ｌ
‥
ヽ
′
―
‥
‥
‥

が

『
伝
続
芸
」

五
年
体
制
の
下
で
、

か
は
」凛
］
な
。　
一
九
九
一

協
力
法
の
審
鮨
で
、

薇
麗
し
た
牛
歩
輩
術
や
、

線
ｎ
の
躍
員
辞
』
戦
術
を
と

っ

饒
一靡
一尚今

の
民
主

与
党
の

最
後
の
戦
い
／
ま
る
で
全
共
闘
／
根
性
す
わ
っ
て
い
る

‐２
時
５
分
　
衆
院
“
院
凛
営

一解
任
決
鮨
案
採
決
で
、
河
野
衆

一が
記
者
会
見
で
、
衆
院
本
会
出
一

の
衆
饒
鮨
口
約
５０
人
が
、
衆
院

一場
を
汚
し
て
ど
う
す
る
つ
も
り

一斉
に
続
誦
　
　
　
　
　
　
　
　
一て
珍
し
い
な
と
、
感
動
を
も

っ
一綺
代
表
ら
と
国
い
理
手
。

「
口
任
政
策
」
を
椰
げ
、
徹
底

書
諏
で
自
ん
で
き
ヽ

民
主
党
は
、
年
金

一

め
た
」

（
自
醜
彙
幹
部
）
と
受

ι■
子
あ
ら
れ
た
が
、
屋
奎
尭
ほ

で
野
党
の
質
問
種
を
毒
ラ
）

り
、
修
正
部
分
に
つ
い
て
民
主

党
の
対
応
が
衆
争
両
院
で
分
か

れ
る
混
乱
ぶ
り
だ
っ
た
。

年
金
保
険
料
未
納
円
層
の
Ｌ

辞
任
、
小
沢

一
郎
氏
の
代
表
就

任
澤
通
な
ど
が
相
次
い
だ
一

一４
ど
が

一
因
電

”
院
選

ヘ

態
晏
立
て
暉
し
の
た
喩

誌

量

ぶ

つ

乳

電

帰

、

は

ヽ
経
筑
政
党
と
い
う
印
象
が
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政
府
は
今
回
の
改
革
の
住
と
　
　
年
金
改
革
関
連
法
菫
付
削
第

し
一、
　
「
保
険
料
固
定
方
式
」
　

二
条
は

「
（厚
生
年
金
に
四
十

の
導
入
を
あ
け
て
い
電

少
子
　
年
加
入
、
■
段
菫
轟
年
一輛
と
し

高
齢
化
の
通
農
に
よ

っ
て
現
役
　
た
モ
デ
ル
世
編
の
綸
付
水
準
が

現
役
世
代
の
平
均
所
得

の
）
“
％
を
下
回
る
こ

■
路
“
尋
峰
ヌ
れ
る
場
合

は
、
そ
の
構
果
に
基
づ

い
て
口
整
期
間
の
彗
了

言

…

る
も
の
と
す
る
」
と
定

口
経
済
ス
ラ
イ
ド
は
（
賃
金
上
　
　
厚
生
労
働
省
は
三
〇
二
五
年

年
金
改
革
法
彙
を
巡
る
実
質
的

色

轟

題

、
５

１

霧

っ
ヽ

禁

、
奎

呂

率
臓

は
｝■
が
寝
芍

解
説
部
　
機
原
　
智
子

Λ
杢
基
雪
Ｔ
歯
Ｖ

二
十
年
趣
ｍ
か
ら
輌
姜
疑
壺
翌
″
理

ん
だ
公
的
年
金
制
度
は
い
ま
、
少
子

化
と
長
寿
化
に
よ
る
快
み
撃
ち
で
、

い
よ
い
よ
窮
地
に
陥
っ
て
い
る
。
今

回
の
年
金
制
度
改
革
に
は
、
政
府
与

一豪
ゼ
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
の
通
め
ヽ

「幕

窓

の
肇

嘉

誘

れ

て
い
ヽ

だ
が
、
法
贅
奢
饉
の
後
味
の
目
さ

は
、
委
員
会
や
ホ
金
饉
で
の
標
凛
を

ぞ

雫

真

あ

言

停

醸

な
い
。

政
市
喜
蔓
Ｉ
壺
ち
左
堅
藤

秦
ヽ

餘
々
Ｌ
”
鷲
菫
代
の
保
険
料

‥

露

豪

る
年
金
綸
饉
輌
壼
型
卸
す
０
，
添

柱
戸
ヽ

「餞
着
改
革
を
考
え
て
ヽ

轟

旱

ら
澤

春

燿

い
｝と

」０

労
を
昼
覇
）

０
い
う
‘
輌
明
に

一
口
澪
い

あ

っ
て
も
、
審
議
終
盤
に
な

っ
て
新

た
な
デ
ー
タ
を
出
貶
Ｉ
当
初
の
説
明

を
修
ｉ
十
ゑ
巌
薦
あ
や
り
左
長

改

革
察

へ
の
不
層
贅
』
２
ヽ

政
府
は
公
壼
し
て
い
な
い
が
、
改

要

お

盤

麗

鸞

ふ

理

い
デ
ー
タ
は
ほ
か
に
０
●
３

一
６
Ｑ

革
に
公
彗
尻
だ

「将

来
准
計
人
口
」
は
、
将
来
の
合
計
特

殊
出
生
率
に
つ
い
て

「
二
〇
〇
七
年

に
１

・
３
１
で
き
を
打
ち
、
１
・
３

９
に
ま
で
回
色
す
る
」
と
い
う
見
通

立

轟

百

議
案
じ

れ

ふ

躍

に

将
来
人
口
を
割
り
出
し
、
綸
付
や
負

担
を
設
酎
し
て
い
■

と
こ
ろ
が
、

塞

あ

壺

議

０

あ

墨

”Ｌ

示

回
っ
て
摯
移
し
て
い
る
ｏ
近
く
公
表

さ
れ
る
三
〇
〇
三
年
の
出
生
率
ヽ

出
■
騒
蒼
前
年
Ｌ
■
一芳
ム
●
く
罐

っ
た
こ
と
か
ら
、

「―
・
３
を
輛
再
´

込
む
」
と
の
見
方
が
出
て
い
覺

―
・
２
合
が
現
実
と
な
れ
は
ニ
ー

・
―
ま
で
低
下
し
て
三
〇

一
〇
年
以

降
は
低
迷
し
た
ま
ま
」
と
い
う
将
来

水
準
で
現
実
が
推
移
し
て
い
う

ヽ
」

に
た
ス
、

「
綸
付
永
単
一墜
翼
役
世
代

の
平
均
所
得
の
Ю
％
以
上
」
と
約
束

し
た
法
彙
の
根
幹
部
分
が
崩
れ
て
し

ま
う
わ
け
で
、

「
百
年
螢
心
」
の
は

あ

制
霧

奎

薔

爵

整

森

”賢
‘
く
さ
ス
〓
″
゛
な
い
。

出
生
率
見
通
し
の
量
う
彙
諄
〓
」
っ

て
も
、
年
金
改
革
が
こ
れ
で
暮
引
き

と
な
ら
な
い
の
墜
明
ら
か
電

国
会
馨
鮨
で
“
薔
薔
穆
〓
二
）な
か

だ
義

鶴

層
戚
筆

警

国
民
年
金
洒
″
あ
〓

元
化
だ
け
で
な

く
、
世
代
間
の
パ
ラ
ン
ス
間
口
や
積

立
金
の
扱
い
、
女
性
関
連
の
制
度
の

興
口
し
ヽ
一
醸
瞼
纂
お
（の
あ
り
方
な

ど
い
く
っ
も
あ
る
■

菫

票

ヽ
重

施
設
の
建
設
に
代
ま
さ
れ
る
保
険
料

の
無
駄
通
い
や
、
未
納
と
い
っ
た
ス

キ
ャ
ン
タ
ル
が
ら
み
の
間
輌
に
輛
り

が
ち
だ

っ
た
背
燎
に
二
ヽ

「
国
民
の

間
で
大
き
く
対
立
す
る
●
点
に
つ
い

真

発

♀

で
葬

窪

磐

れ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
姜
鮨
で
取
り

上
げ
に
く
い
」

（
口
会
関
係
者
）
と

の
事
“Ｅ
聖
覆
廼
●
れ
て
い
う

こ
う
し
た
経
綺
は
、
政
党
が
単
独

で
抜
本
的
な
改
革
士
夢
き
，
ヽ
留
？
」

ゝ
，
Ｒ

審
諄
会
を
使
っ
て
行
政
主
導

で
遺
め
る
こ
と
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
饉

界
が
あ
る
一
ヽ
Ｌ
‘示
し
た
。

一
方
、
長
く
な

っ
た
老
後
生
活
を

備
人
の
経
済
力
だ
け
で
生
き
抜
く
こ

と
が
で
き
る
人
は
多
く
な
い
。
生
ま

れ
る
子
ど
も
が
減
り
続
け
る
な
か
、

ほ
と
ん
ど
の
口
民
に
と
っ
て
年
金
を

は
じ
め
，
■
〓
ｐ
藝
華
保
口
制
度
の
行

く
未
は
、
生
活
の
費
奎
保
障
と
も
い

う
べ
き
問
題
に
な
っ
て
い
電

公
的
年
金
が
果
た
す
べ
奎
投
制
と

ド
綺

総

彪

療

た
厳

の
豊

侵

陣

か
、
そ
れ
と
も
、　
一
定
以
上
の
所
得

水
準
を
屎
障
す
る
）ゝ

ｋ
“
さ
ら
に
、

摯

曇

ｉ

磨

子

る
か
。
こ
う
し
た
制
度
諏
■
の
基
本

理
念
と
も
な
る
論
点
は
、
簡
単
に
は

啓
え
は
出
せ
な
い
だ
け
に
、
与
野
党

が
対
立
を
超
え
て
取
り
組
０
し
か
な

い
だ
ろ
う
。

貰

２

覆

盤

号

ら
れ
な
い
が
、
そ
の
上

蝙
柵

勒
釧
褥

『可
調
査
認

Ｐ
υ

議が
轟
艶
機

珈
殖

ら
な
い
。

「
保
険
料
固
定
方
式
」
と
う

た
っ
て
い
る
も
の
の
、
実
際
に

政
層

、
書

峯

上
昇
率
に
つ
い
て
、
一
一〇
〇
九

年
度
以
降
毎
年
度
２
　
１
％
と

ｕ
定
し
て
い
る
０

こ
れ
を
”
憚

に
厚
生
労
働
省
が
試
算
し
た
結

警

警

ξ

摩
生
年
金
保
険
法
付
則

一
一
条
か
ら

「
（
鯛
象
と

年
金
の
）
合
計
領
が
２８
方

円
以
下
で
あ
る
工
」き
Ｒ

老
麟
駆
生
年
金
の
額
の
２０

％
に
相
当
す
る
部
分
の
支

綸
を
停
止
す
る
」
を
削
除

六
十
１
六
十
四
歳
で
働
い
て

日
金
を
得
て
い
る
人
の
場
貪

な
に
に
く
て
も
庫
生
年
金
の
受

綸
暉
は

一
”
三
割
減
額
さ
れ
て

い
る
■

一

が
、
保
険
料
率

（の
引

●

オ

）
主

署

」
と

答
弁
し
、
暉
生
年
金
の

保
険
料
上
限
の
見
菫
し

の
可

能
性

に
言

及
し

ヽ

年 金 こ う変 わ る

Ｌヽ
闘躙
田
ハ

腱
嬌
時
に
夫
膊
が
諄
生
年
金

を
分
割
で
き
る
仕
組
み
を
創
綬

す
罷分

割
の
対
象
と
な
る
の
ヽ

鱚
l日

●
●

□ □

こ
薦
“
ユ
ζ
ヽ
■
，
■
”
「

　

昇
率
か
ら
、
年
金
加
入
者
が
減
　
慶
か
ら
年
金
を
受
け
取
る
場
合

高
齢
化
の
理
行
で
年
金
給
付
　
少
す
る
率
と
平
均
余
●
が
伸
び
　
の
世
綺
タ
イ
プ
別
の
事
生
年
金

額
が
膨
ら
む
こ
と
に
籠
え
、
二
　
る
率
を
差
し
引
い
た
分
だ
け
に
　
給
付
水
準
を
試
諄
し
て
い
鷺

〇
〇
三
年
四
月
か
ら
、
年
金
綸
　
改
定
饉
を
と
と
め
る
こ
と
で
、
　

夫
が
四
十
年
間
加
入
し
姜
が
出

離
婚
時
に
厚
生
年
金
分
割

す
で
に
年
金
を
受
け
取

い
る
＾
の
年
金
勢
疑

嬉

セ

陀

闇

９

年

金
や
共
済
年
金
な
ど
の
報
酬
比

例
部
分
だ
。
基
礎
年
金
や
独
身

期
間
は
対
，
外
と
な
奄

分
割
割

合
の
上
限
は
三
分

の

一
。
年
金
額
の
少
な
い
方
が
、

未
”
の
結

時
期
間
の
年
金
合

計
額
の
最
大

三
分
の

一
ま
で

を
相
手
方
か
ら

受
け
取
る
こ

サ

７

了

マ
Ｚ

墨

あ

専
業

主
婦
ら
は
、
第
二
号
被
保
険
者

の
届
け
出
を
し
て
い
な
い
と
年

金
に
加
入
し
て
い
な
い
こ
と
に

な
資

将
来
、
年
金
が
減
額
さ

れ
る
可
能
性
が
あ
ス
ち
例
え
く

会
社
に

一
時
的
に
動
め
て
厚
生

年
金
に
加
入
し
、
退
職
し
て
●

と
が
で
き
る
０
夫
館
が
割
合
を

合
意
す
れ
は
、
社
会
保
険
事
務

所
に
分
割
を
請
求
で
き
る
。
合

意
し
な
い
場
合
に
は
、
象
盛
鐵

判
所
に
申
し
出
る
こ
と
が
で

き
、
裁
判
所
が
分
割
割
合
を
決

め
奄二

〇
〇
七
年
四
月
以
降
に
成

立
し
た
離
嬌
が
対
象
で
、
そ
れ

黎
菫
師
に
凛
Ｐ
な
と
き
ミ

夫

が
転
職
し
て
会
社
を
移
っ
た
と

奎
は

、
尊
め
て
彗

〓
〓
一
保
険

著
に
な
っ
た
と
い
う
届
け
出
が

必
亜
獨
Ъ

社
会
保
険
庁
は

一
九
九
八
年

四
月
か
ら
、
興
諄
後
Ｅ
“
け
出

が
な
い
と
き
は
本
人
に
通
知
す

る
仕
組
み
と
し
、
さ
ら
に
二
〇

〇
二
年
四
月

か
ら
は
会
社
が

医
療
保
険
な
ど

と
同
時
に
手

積
さ
を
す
る
仕
組
み
に
改
め

た
。

こ
れ
に
よ
り
新

た
な
屈

け
由
濡
れ
は
理
き
に
く
く
な
っ

て
い
る
が
、
そ
れ
以
ｍ
の
届
け

出
漏
れ
に
気
付
い

て
い
な
い

人
も
ま
だ
多
駁
い
る
と
見
ら
れ

以
前
に
離
輌
し
た
夫
婦
の
年
金

は
分
割
さ
れ
な
い
。

サ
ラ
リ
ー

マ
ン
世
帯
の
姜

が
Ｌ
業

主
婦

＾
第
二
号
域
保

険
者
）
の
場

合
、
二
〇
〇
八

年
四
月
以
降
の
加
入
期

間
に

つ
い
て
は
、
妻

の
取
り
分
は

自
動
的
に
三
分

の

一
に
決
ま

電て
い
ス
、

こ
う
し
た
日
け
出
漏
れ
を
救

済
す
る
た
め
、
第
二
号
被
保
』
一

者
燿
届
け
出
た
場
合
は
、
過
去

に
さ
か
の
は
っ
て
未
加
入
期
間

を
解
消
す
る
特
例
横
罐
を
“
じ

う

ュ
ぬ
　
主
婦
の
届
け
出
漏
れ
救
済

●国民年全保険料免織制度の
保険料と熟 額 の仕組み        _
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は
前
年
の
物
価
の
増
減
率
に
合

わ
せ
て
改
定
さ
れ
て
い
る
て

三
〇
〇
五
年
四
月
以
降
は
物
価

が
上
昇
し
て
も
伸
び
野
は
抑
制

さ
れ
う

こ
の
た
め
、
年
金
を
も
ら
い

始
め
た
と
き
の
綸
付
水
中
は
現

投
世
代
の
平
均
収
入
の
”
％
だ

っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
後
、
現

０
世
代
の
賃
金
が

上
昇
す
る

と
、
現
役
世
代
興
金
に
比

ベ

た
年
金
額
の
割
合
は

相
対
的

に
低
下
し
、

５０
％
を

割
り
込

彎

加
入
者
に

情
報
通
知

年
金
制
度
に
対
す
る
国

民
の
理
解
狂
興

僣
鯉

回

上
の
た
め
、
加
入
者
に
保

険
科
納
付
実
鏑
と
将
来
の

給
付
に
関
す
る
饉
響
モ
分

か
り
や
す
い
形
で
通
知
す

る
。
二
〇
〇
八
年
四
月
か

ら
実
離
す
る

（国
民
年
金

法

一
四
条
の
一
ヽ

日
葎
一年

金
保
険
法
三

一
条
の
二
）

厚
生
年
金
、
国
民
年
金
の
加

入
者
に
、
社
会
保
険
″
が
保
険

料
の
納
付
実
紳
を
建
期
的
に
通

知
す
一●
納
付
実
“
を
点
数
（ポ

イ
ン
ト
）
化
し
て
、
加
・^
者
が

低
所
得
者
免
除
、４
段
階
に

国
民
年
金
の
保
険
料
は
定
額

の
た
め
、
所
得
の
に
い
人
ほ
ど

負
担
感
が
菫
く
な
る
ｏ
こ
の
た

め
、
前
年
の
所
得
が
低
か

っ
た

四
分
の

一
、
四
分
の
三
の
免
除

颯空
“
二
〇
〇
六
年
七
月
か
ヽ

凛
行
制
度
の
ほ
か
、

Dψ ι、ア(′:'

幕引きではない 薯葦妻認蝙螢ズξ曇寛竃亦議論を

六

跛
頸

憚
脚條

わ
り
す
る
。
将
来
の
保
険
料
が
引
き
上
げ
ら
れ
る

一

方
ヽ
綸
付
水
準
は
引
き
下
げ
ら
れ
る
。
女
性
や
在
職

離
晴
し
た
場
合
、
夫
婦

が
分
割
割
合
で
合
意
し
て

い
る
か
、
嫁
鷹
裁
判
所
が

割
合
二
葬
つ
年
生
Ｅ
ヽ

厚
生
年
金
“
Λ
期
間
の
編

準
報
酬
の
改
定
を
請
求
で

き
る
。
三
〇
〇
七
年
四
月

か
ら
導
入
す
る

（
厚
生
年

金
保
険
法
三
中
の
二
）

を
経
過
す
る
と
受
綸
極
が

な
く
た
ス
ヽ

ま
た
、
中
高

』
毒
婦
加
算
の
対
象
を
三

十
五
薦
か
ら
四
十
歳
に
引

き
上
げ
る
。
二
〇
〇
七
年

四
月
か
ら
実
施
す
る

（
諄

生
年
金
保
険
法
六
三
条
、

六
二
条
）

12
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年金改革法が成立
今
日
会
最
大
の
焦
点
の
年
金
餃
事
関
連
法
は
五
日
午
前
の

０
盤
要
巫
薔
望
、

自
馨
、
公
明
師
党
な
ど
の
賛
成
多
数
で
可

決

・
成
立
立
電

曇
要

社
屋
両
党
は
欠
席
し
た
が
、
共
菫

党
ほ
出
席
し
て
反
対
し
た
。
四
日
午
後

一
時
に
始
ま
っ
た
拳

ま
で
に
二
十
時
間
以
上
を
要
し
た
。
与
党
は
商
事
関
連
七
法

察
な
ど
残
る
●
蒙
法
素
の
成
立
に
全
力
を
■
け
る
構
え
だ

が
、
野
登
目
さ
る
】の
保
快
に
強
く
一黎
発
し
て
お
り
ヽ
島
轟
撃
〓

を
に
ら
ん
た
こ
●
こ
一の
対
立
が
続
き
そ
う
考

Λ
ド
キ

ュ
メ

ン
ト
ヱ
興

腱
菫
塑
薔
Ｚ
二
理
画
Ｖ

民
共

一壼
喬
要

安
躇
範
△

藁

社
民
面
党
は

「
漱
会
が
〓
●
さ

一の

れ
て
い
る
」
と
し
て
欠
電

与

一件
の
腱
事
が
機
わ

っ
た

の
対
決
姜
勢
を
強
め
る
と

れ
る
。
自
民
党
は

Ｆ
〓
期

本
金
鮨
は
五
日
午
前
七
時
半

一無
効
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、

野
党
ば
婆
二
ヽ

内
口
不
晨
存
一

否

で
塁

書

審
鰭

Ｕ

諾

署

法
な

ど

ま
す
色
口
腱
長
の
一
い
な
い
の
で
離
会
は
で
き
な
い

立
さ
せ
る

」
と
し
て
い
■

員
席
に
座

っ
て

『
敵
き

五
日
午
前
〓
崎
過
き
ヽ

震

丹

田
聾

ヘ

決
饉
秦
な
”
一を
提
出
し
た
後
、

川
哺
連
去
国
対
委
員
長
ら
に
、

か
ね
て
諷
め
て
い
た

″秘
策
″

８

号

鮨
長
の
不
信
任
案
に
関
す
る

朧
事
選
行
の
間
は
、
饉
長
は
餞

長

席
に
摩
れ
な
い
。
副
諄
長

が
“

事
運
行
を
務
め
る
と
い

う
ル
ー
ル
を

利
用
し
た
も
の

電七
日
以
降
に
理
ら
せ
る
一

に
さ
れ
な
が
ら
、
本
金
腱
壊
に

で
き
る
。
民
主
党
は
当
初
ヽ
「

な
い
」
と
定
め
ら
れ
て
い
う
の

首
脳
会
鮨

（サ
ミ

ッ
ト
）

い
」
と
し
て
い
た
た
め
、
日
凛

を
通
成
で
き
る
可
能
性
が
出
て

，
腱
奉
奎
口
の
摯
会
を
め
ぐ
り
澤
ユ
、
■
■
に
凛
ろ
う
と
し
、
も

，
く
ち
ゃ
に
一
る
，
日
蓼
腱
鮨
長

（
右
手
前
）

（
午
前
４
時
２３
分
）

薫

　
「発

ξ

ま
暴
堅
ま
っ
て
い
ス
ヽ

霙
眸
昌

日
か
ら
与
野

コ
Ш
極
長
が
中
鞍
『

“
長
憂
綺
基
憂
二
曇
置
し
た
が
、

し
か
し
、
自

壺

藩

『

そ
の
う
え
で
、
コ
田
諄
長
の

も
と
で
、
坂
口
事
労
相
の
間
薇

規
則
に
照
ら
し
て
無
効
だ
」

し
て
、
副
日
長
の

「
散
会
」

童
そ
啓
ュ
Ｐ
К
休
憩
に
入
っ

、

　
　
　
　
　
　
　
一
一型
要
の
「整
ご

権
饉
に
墓
つ
い
て
飲
会
し
た
の

を
、
不
●
任
決
田
案
を
突
き
つ

け
ら
れ
た
議

長
が
■
し
た
の

０

五
日
午
前
四
時

二
十

案
件
の
“
事
を
終
わ

っ
た
時

日
長
は
欧
会
を
章
告
で
き

た
本
国
副
議
長
は
，

ナ
昇

港

で

、
森

）

「
こ
れ
に
て
本
日
は
欧
会
数

や

っ
た
だ
け
だ
」
と
誦
っ
た
ｏ

鴨
「
整

壼

告
は
規

こ
と
を
し
た
ヽ

川
村
農
典
■
院
事
務

「整

ぞ

彗
菫

え

」

銀
“
の
増
り
そ

「議
長
は
自
分
の
不

い

「
休
憩
」
と
な

っ
た
。

◇

い
」
と
言
い
切
っ
て
い
た
。

か
を
め
ぐ
る
綸
争
が
続
い

て
い
奄

屡
主
党
の
岡
田
代
表

き
な
い
」
と
強
訥
「
と
碁
嵩
中で

く

「型

豊

Ｕ
野

贅

略
で

し
た
が
、

『
罐
長
が
散
会
を
〓

有
効
産
と
し
て
い
る
ｏ
だ

厳
李
薔
量
買
り
猥
拠
に
関
し

戒
り
つ
あ

と

彗
９
け

К

十
分
な
説
明
は
し
て
い
な
い
。

今
庫
無

民
主
覺
が
本
間
副
“
長
と
組

ん
で
仕
掛
け
た

″秘
策
″
と
い

ロ
セ
多
整
員

何
本
も
日
中
に

と
与
党
を
批
判
し
ヽ

自
民
党
の
青
木
０
院
幹
事
長

つ
い
て
発
●
す
る
一

「
副
日
長
は
餞
棗
夢
一菫
告
で

C'る機鯛院鮮彗にお`
他の手続 き及 び内HIの規線 に関 :

する規則を定めるJとの規定に '
こづき、,院の活動全般につい :
て定めたalllのこと。     :

※       :
82条 “事曰理に2載 した案 :

件●la●を終わつたときは、30 :
長はヽ 飲会を壼告することがで 1
きる。31事を臓わらない場合で '
も、3n4は 、必要と認めたとき ,
は鮨眈におり、午後4時を過ぎ |
たときは議院に諮らないで、工 :
会を菫告することができる。  |
85条 腱 長が飲金、工会また |

は休腱を菫告した後は、何人も、 :
l●●について発宙することがで '
きない。

参
醗
ホ
会
開
で
諄
長
席
に

「障
壺
日
理
Ｌ
聾
甲
】
た

る
」
と
規
定
し
た
参
醗
轟
罰

八̈

一栗
に
反
〓
２
あ
兎
ｒ
τ
示

k

田
代
表
の
浅
箸
厳
２
ロ
ス

い
た
と
い
う
。

水
由
澪
薔
Ｅ
騒
〓
菫
告
後
、

き
口
に

「
（饉
予
覆

が́
）

会
し
た
ら
い
い
』

い
Ｋ

■
鰭
節

持
し
ち

本
田
氏
の
童
告
の
十
三
分

後
、
別
筆
に
い
た
倉
田
開
長
が

行
の
瘤
理
は
な
く
な
う
甍

の
構
限
は
残

っ
て
い
る
」

（

隣
“
務
局
）
か
ら
，
Ъ

翌

置

ぶ

ら
雪

萎

轟

器

会
し
て
い
る
の
に
、
お
か
し
い

し

，
な
い
か
」
と
態
号
が
飛
ん

禁

、

い
電

民

動
い
た
」

い
」
と
の
う
わ

餃
皓
で
、

「

表
葵
熟
か
ヽ い

」
，
■
轟
摯
し
て
い

2004年 {平成16年}`措5日 1躍 日

棒軋
民
主
・社
民
は
欠
席

茫
一鶉

■
田
圏
圏
一
与
党
察
知

１２
分
後
に
逆
襲

「自

雲

ヘ

轟

露

身
の
）

党
の
今

告
す
れ
は
、
本
会
日
は
そ
｝

ケ

驚ヽ

」



4 ハ 度         〈la)o叶.ら。デ

民主の奇策しこり残す
週明け国会週

明

，̈
か
ら
、
■
簾
肇
轟
一に
は

一
切
正
π
ｒ
一い
と
い
う
。
民
主
党
の
こ
う
し
た
対
応
ぶ
り
が

「
積
者
に
ど
う
験
る
か
―
―
。
Λ
本
文
“
●
―
口
Ｖ

（
今
京
昭
，
職
国
会
対
策
委
員
長
）
に
出
た
が
、
与
登
種
澪
ヽ

与
党
ル
ー
ル
逸
脱
と
批
判

こ
の
遇
理
で
民
主
党
は
副
日
長
に
よ
る

参
院
審
議
に
応
じ
ず

し
、

主
党
で
陣
頭
指
揮
に
あ
た

っ

今
祟
昭
多
院
口
金
対
策
委
員
長

書
ヽ
降
事
に
迫
い
込
む
た
め
に
、

摯
崚
ホ
会
日
の
０
●
を
ぶ
せ
ん
と
し
た
●
慣
で
■
守
る
■
主

　

　

薔
星
Ｉ
‘
と
ら
き
る
手
燿

な̈
か

っ

党
・一田
薇
薇
（宝
０
ら
↑
甲
ユ
■
貧

口
蚕
じ
　
　
年

饒́
甲
】
３
え
ミ

「□

自
民
彙
の
安
薔
昼
一事
長
は
面
一

会
内
で
記
者
団
に

「
”
党
が

古
典
的
な
牛
歩
戦
術
を
と

っ

た
。
国
民
の
理
解
を
“
ら
れ
な

い
●
〓
饉
墨
霧
霙
つ

て
い
奄

実
綸
を
●
院
選
で
訴
え
た
い
」

と
“
っ
た
。
青
木
多
院
幹
事
長

は

「
年
金
法
は
共
産
黛
も
多
加

し
て
、
き

っ
ち
り
し
た
形
で
成

立
し
た
」
と
述
べ
、
共
産
党
の

姿
勢
を
評
価
し
て
、
民
主
、
社

農
両
党
の
姿
勢
を
批
判
し
た
。

尭

露

３

震

経

ぞ

霊
堅
こ

を
薔
詈
妥
二
，
マ
ｃ
い

う
異
例
の
行
動
に
出
た
。
ル
ー

ル
壼
辱
婁
Ｆ
し
い
」

い
ち

我
々

れ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
」

升
明
し
た
。

べ
ち

批
判
し
、

「
■
院
は
し
は
ら
ζ

正
常
化
で
き
な
い
。

言

誓

」

こ
・フ
し
た
”
綺
に
対
し
、
民

堡

。

民
党
の
又
市
幹
事
長
は

一

の
結
束
を
固
め
て
い
き
た
い
ト

と
述
べ
た
。

一
方
、
年
金
法
を
採

た
，
曖
本
会
瀬

に
出
澪
し
た

共
産
策
の
市
田
書
配
局
長
は

「
（
年
金
法
は
）
形

の
上
で

は
国
会
を

邁

っ
た
が
、
実
施

は
許

さ
れ
な
い
と
い
う
職
い

を
曖
内
外
で
強
め
て
い
き
た

い
。
野
党
共
日

は

一
致
点
で

の
共
国

で
あ

っ
て
、
戦
術
的

違
い
は
今
後
も
あ
り
う
る
」
と

語
っ
た
。

副
議
長
選
出
の

慣
例
見
直
し
も

安
露

〓

自
腱
党
の
安
情
幹
事
長
は
五

日
午
前
、
参
院
本
金
線
が
本
田

昭
次
，
眈
副
日
長
の
歓
会
菫
告

を
め
ぐ
り
臓
乱
し
た
こ
と
に
関

連
し
、

「
諄
長
、
劇
饉
長
を
締

一
党
、
第
二
党
か
ら
出
す
と
い

積
み
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ

が
凛
切
ら
れ
た
な
ら
、
採
決
で

選
ぶ
｝ゝ

工
通
野

に
考
え
な
け

れ
は
な
ら
な
い
」
と
述

べ
た
。

野
党
”

一
策
か
ら
副
頭
長
を
選

ん
で
い
る
現
在
の
情
例
を
見
巨

す
可
能
性
を
示
崚
し
た
。
薔
島

彙
郡
山
市
に
向
か
う
薪
幹
凛
の

中
中
で
、
配
者
団
に
“

っ
た
。

ラ
憬
例
は
、
薔
輌
関
係
の
上
に
一

(17)。事ι・サ多
年(平咸16年)6月5曰 く土曜日)

〈本
反
対
な
の
に
起
立
、
討
論
中
に
居
眠
り

櫛
「良
識
の
府
」
ド
タ
バ
タ

わ

っ
て
“
長
席
に
つ
い
た
本
閾

昭
次
副
“
長

（民
主
出
身
）
が

「
餃
金
」
を
菫
告
し
、　
一
斉
に

コ熊

菫

辟

饉

賓

。
ど

妖

く
麟
”鶯

に
と
ど
き
２
〓
壼

員
が
待
つ
饉
場
に
、
倉
田
躍
長

が
慶
り
ヽ
今
〓
は
歓
会
無
効
を

鋏
」靡
一蜆
一壊
一ｍ
一ｍ
一贄

鵬
競
鶏
勁
畢
覇
菫
壁
び
騎
購
森
一告縄
新
ξ
菱
の目
一と情器
第ぇ

魏
ジ
輩
緩
一憲
節
瑯
鐘
一都嶽
簸
菱
ゴ
聾
鵜
囃
騨
梁
ソ
涯
菱
一ｗ
墜
離
離耀
霧
窯
可
っ羨
の

０
民
一■
社
臓
輌
党
の
姿
は
な

く
、
与
党
議
員
ら
は
ぐ

っ
た
り

ξ

ｌ
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早くも「見直し」大合唱
年 金 改 革 法 成 立

言:

・　　　”引″「い
　　　　　　　̈
一”輌ｒ
　　　　　　　　．′′′′′′一　　・

立
ら
止
ま
ら
ず
抜
本
改
革
を
進
め
よ

過
奮
な
い
。
抜
ホ
改
革

へ
、
立
ち
上
ま

っ
て
い
　
が
言
適
き
る
と
の
指
薔
が
多
い
。
四
割
近
い
曰

る
時
間
な
ど
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
熙
年
象
の
来
納
率
が
、
三
年
後
に
は
〓
割
に
改

自
民
、
公
明
、
民
主
の
三
党
は
、
年
金
制
度

一壺
〓
２
魚
〕
ン
ナ
リ
オ
●
藍
墾
〕
型
菫
ヽ

年金改革関連法の骨子

【口 民年 金 保腋 料 】2005年 4月 か

ら毎 年 月 ● 200円 ず つ 弓1き上

〔“生年全保険H率 】2004年10月
から毎年0354%ず つ上げ、
2017年9月 以降年収の1830
%(労 使"半 )で 固定

【厚生年金の綸付水準'2005年度
から様々に=it下 げ、2023年
度以降は、モデル世精 (40年
加入、コま●業主婦)で 現役
世代の平均的所得の50%を IL

【薔薔年金の自暉負担口合12009
年度までに段階的に 3分 の 1
から 2分 の |へ引き上げ

【離“嗜分割】離饉的に厚生年金
分割を諄求できる劉度を劇設

【在職嵩齢奢】一定以上の賃金が
ある00議以上の年金額を減額

4、5日の国会の動き

【4日】
口時 衆 眺本al●00会。野党が牛

厠時 "職 本会饉開会。野党饉員
が長|IF」l凍醜

15時41分 衆 院の口野饉二"投 票

打ち切りを命し、反対多数
で衛藤晨一厚生労働委員長

の解任纂 を西決

20時10分 ,院 の倉田3●Eが 延会
をt8し 、休憩

【5日 】

0時 10分 ,院 ホ会議再開。国丼

正幸厚生労働委員長の瞬任

決la案の採決|1始。野党“

員が牛歩
l時 41分 反 対多数で口井姜員長

の霧任決“案を否決。休凛
4崎 21分 ■ 院本会議再開。本国

告。●田題長が軟会を取り

消し、休憩
'時 39分 ● 院本奎諄再||。仮饉

長に自民党の竹山"饒 会長

を選出。倉田饉長の不信任

決醸菫、川村良興●臓事務

総長の不●任決凛案、猥ロ

厚生労●相の間贅決腱葉を

それぞれ薔決

91●“分 ,購 本金日で年金改革

|1菫法が賛成多数で可決、

成立

経
済
界
「協
議
の
場
を
直
ち
に
」

五
日
に
成
立
し
た
年
金
融
卒
閲
遠
法
に
つ

い
て
は
、
将
来
見
通
し
や
財
諄
対
策
が
不
十

分
で
藪
本
設
率
と
は
●
い
難
い
と
の
批
判
が

根
強
い
。
政
府

・
与
党
は
今
後
、
与
野
党
の

協
出
」“
製
‘
ζ
愛
壁
■
し
、
公
的
年
金
制
度

の

一
元
化
の
検
”
や
、
社
会
保
障
制
度
全
般

の
見
直
Ｌ
浮
義
螢
ツ
●
万
針
だ
が
、
経
活
”
か^

亀

愚

援

本
肇

馬

手

婁

長

め
る
声
が
相
次
い
て
い
電

懇
コ
莞
合
意
」
具

一

七
饗
一万
ま
と

ヽ :言
奄喚

あ

一

制
度
全
般
の

一
体
的
舅
暉
し
を

り́
，
●
し
て
い
奄

与
薇
紆
ヽ

年
金
改
革
関
連
法
案
を
康
案
に
す

一２
螢
ツ
、
昌
主
党
が
コ
鷲
イ
エけ
た
」

の
が
漱
会
章
告
作
戦
だ

つ
ちこ

れ
を
考
え
出
し
た

の
は
、
民
主
党
の
今
環

昭
，
院
国
会
対
策
姜
ロ

長
ら
，
購
口
対
の
“
々

″
ヽ

今
泉
氏
は

一
日
、

彙
本
部
で
藤
井
幹

事

長
ヽ
川
爛
遠
美
園
爵
委

員
凛
ら
に
こ
の
案
を
示

ｋ

了
驚

壺

弓

今

塞
魯
騒
警

一日
、
本
国

昭
次
参
院
割
出
長
を
訪
ね
て
打
診
　
党
幹
郎
は

「
屡
華
集
だ
ず
っ
と
黙

っ
　
　
間
法
感
Ｖ
彎
、
公
明
党
の
神
哺
代
　
　
東
【
治
口
対
奎
■
撃
０
、
は
会
菫
　
か
ら
は
、

「
”
暖
彗
に
向
ｔ

遭
未

し
、
本
国
民
も

「年
金
法
に
は
藉
対
　
て
い
れ
は
、
こ
っ
ち
も
対
応
で
き
な
　
表
は
国
会
内
で
配
き
口
に
、
誇
ら
し
　
告
を
や
る
と
聞
い
一、

思
わ
ず

「よ
　
の
地
元
回
り
を
優
先
し
た
の
で
は
な

反
碍
”
ヽ

自
分
の
身
を
投
げ
出
し
て
　
か

っ
た
が
も
し
れ
な
い
」
と
、
民
主
　
げ
に
こ
う
露

っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
っ
し
ゃ
―
」
と
叫
ん
だ
と
い
う
。
　

　

い
か
」
と
や
ゆ
す
る
澤
も
出
た
。

で
も
や
る
」
と
承
結
し
た
と
い
う
。
　

党
の

″脇
の
言
さ
″
を
指
摘
し
た
。
　

　

「
事
前
に
様
々
な
場
合
を
組
定
し
、
　
　
与
党
に
完
全
に
手
の
内
を
続
ま
れ
　
　
国
主
第
内
に
も
冷
や
や
か
な
声
が

だ
藤
、

「
腱
華
莞
幹
郎
が

『
秘
燎
　
　
■
院
規
則
八
二
祭
１
目
１

に
照
　
曝
奪
見
が
最
後
に
や
る
の
は
，
院
副
　
て
い
た
ｏ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一９
９

元
衆
鐵
委
員
部
長
の
平
”
庫

が
あ
る
」

『禁
じ
手
を
中
●
し
て
い
　
ら
せ
は
、
“
事
が
終
了
し
て
い
な
い
　
躍
長
を
使

っ
た
欧
会
だ
と
見
て
い
　
　
歓
会
菫
告
に
対
し
て
は
、
共
〓
第
　
夫
参
騒
轟
口
は

，
躍
量
の
企
嗜
任
決

る
い
な
ど
と
発
雪
し
た
」
―
―
と
の
　
の
に
餞
会
を
菫
告
で
き
な
い
。
自
まヽ
　
た
。
そ
の
時
ど
う
す
る
か
も
事
前
に
　
か
ら
も

「
剛
出
二
に
は
、
“
題
を
取
　
爾
素
を
最
優
先
で
処
理
す
べ
き
だ

っ

情
報
は
次
第
に
漏
れ
、
与
党
園
も
彙
　
党
の
戦
略
を
腱
せ
る
、
と
略
ん
だ
の
　
検
討
し
て
い
た
。
結
果
は
全
部
、
予
　
り
曇

っ
て
処
理
す
る
質
任
が
あ
る
。
　

た
の
に
、
そ
れ
を
な

っ
た
本
国
民
の

知
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
あ
る
与
　
だ

っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
想
の
範
国
内
だ
」
　
　
　
　
　
　
　
　
敏
会
は
■
院
規
則
か
ら
見
て
も
、
無
　
贅
任
は
重
い
」
と
批
判
し
た
。

重
も

博

"

墨
偲

肇
著
厖
幅
だ
饉=

務
罷

鰈

髪

発

製

霙

前

年

轟

範

鍵

鶴

証

舅

の
数
字
を
も
と
に
、

「
百
年
安
心
」
と
書
い
張

一常
業
き
の
一歯
●
を
把
握
す
る
仕
組
み
が
欠
か
せ

る
の
は
ヽ
や
め
る
べ
き
だ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
な
い
。
納
税
者
番
号
制
度
の
導
入
な
ど
に
つ
い

厚
生
年
金
も
、
国
民
年
金
も
、
実
質
的
に
赤

て
、
棟
”
を
始
め
て
は
し
い
。

字
の
状
態
だ
“
〓
党
合
患
は
、
結
論
を
出
す
期
　
　
七
月
の
■
院
選
に
向
け
て
、
与
野
党
は

一
元

限
を

「
三
〇
〇
七
年
二
月
」
と
し
て
い
る
が
、
　

化
に
関
す
る
員
体
的
な
設
〓
案
を
競
い
合
う
べ

も

っ
と
前
日
し
す
べ
き
で
あ
る
。
改
正
は
、
そ
　
き
だ
。
不
毛
な
批
判
合
戦
で
は
ヽ
国
民
に
そ

っ

れ
ま
で
の

．
つ
な
き
″
で
し
か
な
い
。
　
　
　
　
ぼ
を
向
か
れ
メ
ヽ

年
金
財
政
に
欠
か
せ
な
い
消
虫
税
率
の
引
き

　

暉
生
労
働
省
は
年
金
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
出

上
げ
に
つ
い
て
も
、
き
ち
ん
と
題
筋
を
つ
け
る
・
し
渋
っ
て
き
た
。
改
革
輸
朧
を
進
め
る
た
め
に

必
要
が
あ
る
。
財
源
が
不
透
明
で
は
、
ど
ん
な

は
、
情
塞
囲
否
の
徹
底
３
●
墨
“
Ъ

安
定
を
図
る
こ
と
は
先
函
り
で

き
な
い
饉
饉
ヽ

大
き
な

一
歩

を
踏
み
出
す
こ
と
が
で
き
た
」

，
テ

歪

選

夏

空

τ

ち

理
笙
●
２

（
市
自
査
Ｅ
蜃
こ

と

の
批
爾
Ｉ
養
“
二
Ъ

民
主
党
の
対
応
が
奇
炒
だ

っ
た
の

は
、
は
会
〓
告
の
前
に
、
共
産
、
社

曜
需
轡
で
０
●
も
に
、
倉
田
”
院
縮
裏

の
不
信
任
決
“
案
な
ど
を
次
々
と
掟

出
し
て
い
た
こ
と
も
あ
る
。
三
日
未

明
あ
る
こ
響
盆
語
璧
で
は
、
民
主
党
が

自
ら
腱
出
し
た
不
信
睡
集
な
ど
の
採

決
に
欠
席
す
る
と
い
う
興
薇
な
光
景

が
繰
り
広
肝
ム
れ
た
。
自
民
党
幹
部

参院規員」"条姜 長よ:曇尉』手:[潔ま野言起:[ま:R5業 国
Erl|Sllt=.1[=:ttiltff,t€rgLti*lt. Fr  g.
laE?t\.(*gt6;el'T:Al\J e Lll\6.

坂
口
暉
生
労
”
相
は
三
日
、

記
者
団
に
対
し
０
今
後
は
（

興

翁

農

語

）

思
に
あ
る
よ
う
に
、
税
と
保
険

料
董
饗
丙
に
暴
綸

負

会
保
障
全
体
に
つ
い

Ｌ
工
破
豪
が
始
〓
只
“

”
し
、
一
日
豊
甲
く
壺
雪
猛
一

た
い
，
議

っ
ち

一■
．
三
〇

一
七
年
九
月
以
腱
ヽ

‐８
‥
発

（
菱
肝
じ

会
保
障
制
度
全
般
の
波
本
改
事

に
取
り
組
ん
で
も
ら
い
た
い
」

と
厳
し
い
注
文
を
待
一け
ら

日
本
経
団
連
の
興
田
叫

会

長
も

「
社
会
保
障
制
度
の
抜
蒸

改
革
に
向
け
て
、
引
き
続
き
、

積
極
的
に
働
き
か
け
て
い
き
た

い
」
´
義
“
ｒ
】
Ъ

首
相

「大
き
な

一
歩
」

・公
界
口
相
童
著
書
Ｒ

年
金
改

て
、
通
や
か
に
実
施
す
る
」

曇

電

夫
藷

Ｒ

「

の
老
後
に
対
す
る
安
心
の
口
を

年
金
の
綸
付
と
負

は
）
商
工
会
爾
所



Otι_ら

支持得たか…民主不安
年金法

｀
徹底抵抗、

「チ
ャ
ン
ス
ま
だ
あ
る
」

岡
田
代
表
参
院
選
で
再
び
争
点
に

ロ

プ
ラ
ス
、
フ

摯
ス

？

ヌ

震

鶉

Ｃ

震

選

に
ブ
ラ
ス
に
な
る
の
か
マ
イ
ナ

ス
に
な
ら
の
か
。
な
か
な
か
結

論
を
出
し
え
な
い
」

の
五
日
午
前
九
時
半
過
き
、
民

主
党
の
今
京
昭
●
院
国
会
対
策

は
有
利
に
一
７
こ

判
断
か
ら
■
「

聞

平
■
院
”
百
ほ
二
我

委
口
長
は
腱
れ
切
っ

で
、
口
著
団
に
つ
ぶ
や
い
か
ヽ

策
内
に
は

「

堅
苺
毬
じ

が
っ
て
い
電

撃
善

置

音

午
集

部
で
全
曰
代
睾
者
会
興

員
会
を
相
次
い
で
開
費
、

胃

弓
目

昏

一

え
た
。
，
院
選
の
最
大
争
点
に

年
参

賢

壺

麗

の
盛

￥

通

些

ｉ

だ

め
、
激
し
い
薇
薔
“
薔
響
，
」
っ
た

「
岡
田
民

キ
薔
Ｃ

。
参
院
理
を
に
ら
み
大
勝
負
に
出
た

あ

梁

党
内
彗

え

そ
の
習

Ｅ

醸

覆

す
る
戸
が
あ
る
。
口
金
最
終
盤
か
ら
●
競
選

に
白
Ｆ

ξ

次
の
一
言

Ｂ

雲

φ

↑

―

。

の
整

泰

に
し
た

一
九
八
九
年
の
■
続
選

『
山
矛
動
く
』
チ
ャ

■播
聖
晃

，
鮨
露
弩

ヽ

ふ

ｋ

そ
２
型
霧
あ
っ

怠

域
聾

に
三

黍

鋳

菫

「
漱
会
〓
告
」
職
術
に
つ
い
て
一
っ
て
こ
ざ
る
を
え
な
い
」

と
の
対
決
姜
勢
を
強
め
る
と
い

年
金
散
事
問
題
を
掲
け
、

に
至

っ
た
。
そ
の
一

っ
て
も
、
　
諏
辱
水
田
町
』

院
審
“
に
応
し
な
い
●
え
電

な
ら
な
け
れ
は
い
い
が

し
て
は
逆
効
果
で
痛
手
だ
＾
中

岡
田
氏
は
政
め
手
を
欠
い

曇
義

墨

に
再
び
対
決
を
挑
む
警
え

奄

彙
内
か
ら
は
、

「
高
い
支
持

な
ヽ

続
け
る
か
に
つ
い
て
爵
ヽ

で
慮
菫
薔
一割
れ
て
い
発

採
決

ハ
プ
ニ
ン
グ
続
出

三
日
朝
の
２

い
至

面

■

委

い
電

軍

産

参
院
民
主
党
幹
部
の
間
に
は

と
、金
薇
感
を
に
ゼ
三
又
ヽ

と
指
摘
し
千
Ъ

成
立
し
た
年
金
改
革
関
連
法
は
　
た
。
結
果
的
に
は
大
き
な
濃
乱
も
な
　
　
杢
図
氏
に
こ
ん
な
行
動
を
と
ら
せ
　
　
長
く
衆
眈
副
襲
曇
二
椰
つ
た
璽
部

「
抜
本
設
事
」
と
い
う
に
は
ほ
ど
遠
　
く
、
法
案
は
成
立
し
た
が
、
こ
の
こ
　
た
民
主
党
の
今
燎
昭
参
隣
国
会
対
策
　
暉
三
氏
は
こ
う
語
る
。

「
摯
会
菫
告

い
。
自
民
党
の
国
会
運
営
に
も

一
部
　
と
が
盟
李
面
薔

に̈
残
し
た
●
勝
は
書
　
姜
■
幕
薔
一
●
コ
子
を
便
わ
な
け
れ
は
　
と
は
夢
に
も
重
ち
Ｆ
鍮
一
っ
た
。
田
長
、

で
間
題
が
あ

っ
た
。
し
か
し
、
た
と
　
過
で
き
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
考
え
に
考
え
抜
い
た
」
と
語

っ
て
　
副
“
長
は

一
心
同
体
で
あ
う
ヽ
事
前

え
そ
う
だ
と
し
て
も
、
こ
ん
な
奇
策
　
　
も
と
よ
り
ヽ
暉
曇
は
日
会
の
秩
序
　
い
る
。
詢
違
い
で
は
な
い
か
。
　
　
　
に
十
分
嬌
し
合
っ
て
お
く
べ
き
だ

っ

で
年
金
改
革
関
連
法
案
を
暉
案
に
持
　
握
費

醸
事
菫
理
な
ど
に
水
き
な
種
　
　
名
■
院
日
長
と
う
た
わ
れ
た
河
野
　
た
。
議
長
が
開
会
ベ
ル
を
押
す
の
に

ち
込
み
、
国
民
の
理
解
が
得
ら
れ
る
　
限
を
持
つ
。
厳
正

・
公
平

・
中
立
で
　
障
三
氏
が
残
し
た
言
葉
に

「
七

・
三
　
反
対
な
ら
、
副
“
長
は
諄
籠
す
る
の

，
」
思
っ
て
い
た
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
筋
だ
」

額

鴎

「
散

会

」

傷

つ

い

た

権

威

器

髪

梅

襲

２

選

飼

の
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

雰

一
合

飼

こ
と
で
あ
ス
ヽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
の
が
前
銀
だ
「
と
き
に
出
長
を
　
の
機
え
」
が
あ
る
０

「
少
数
の
野
党
　
で
●
要
法
案
の
成
一０
そ
決
し
て
し
ま

，
隣
本
会
“
で
日
長
不
信
任
案
を
　
代
行
す
る
副
腱
長
奎
口
縄
だ
。
　
　
　
に
七
、
与
党
に
〓
の
機
会
を
与
え
る
　
一つ
よ
う
な
行
為
は
崚
に
慎
ま
な
け
れ

処
函
手
ス
“
喫

倉
田
日
長
は
席
を
外
　
　
本
国
民
は

「
民
主
党
に
言
わ
れ
た
　
ぐ
ら
い
の
“
書
さ
が
必
要
だ
」
と
い
　
は
な
ら
な
い
。

さ
き
る
を
機
な
い
。
饉
長
席
に
つ
い
　
か
ら
や

っ
た
だ
け
」
と
説
明
し
た
。
　

う
白
長
の
心
鶴
壼
口
霊
ζ
象
空
喝

　

　

ま
し
て
、
副
曜
曇
目
２
雲
〓
の
ル

た
本
国
民
は
、
多
く
の
素
件
が
あ
る
　
一
」の
発
言
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
　

自
分
の
出
身
党
派
に
”

っ
た
「
営
を
　
―
ル
を
根
庫
か
ら
壼
す
よ
う
な
日
事

に
も
か
か
わ
ら
す
、
口
の
説
明
・も
な
　
日
長
摩
を
ま
さ
に
自
分
の
出
身
党
派
　
し
て
は
い
け
な
い
と
の
減
め
の
〓
彙
　
運
営
に
出
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

し
に
、
突
然
、

「
は
会
」
を
菫
告
し
　
の
た
め
に
利
用
し
て
し
ま

っ
た
。
　

　

で
も
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
参
院
の
権
威
が
傷
つ
い
ヽ

暇

恭

錫

鐘

懇

轟

懸

轟
囁
範
議

総
長
の
不
薇
仔
痰
題
夏
を
採
澳

し
チ
饉
ヽ

一智
Ｌ
ボ
タ
ン
投
票
シ

ス
テ
ム
が
円
滑
に
作
動
し
な
い

ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ
た
。

午
前
八
時
十
三
分
ご
ろ
、
奮

田
日
長
が
押
し
永
タ
ン
に
よ
る

採
換
を
需
め
切

っ
た
。
こ
れ
に

対
ｋ

共
〓
党
慶
員
ら
が

「
ボ

タ
ン
を
押
し
て
も
投
察
の
有
効

奎
李
曲
騒
リ
フ
Ｚ
て
ら
か

な
い
と

ク
レ
ー
ム
を
つ
け
ら

の
程

●
（住
宅
金
融
専
門
金

社
）国
会
Ｌ
、
新
遺
党
は
二
十

二
日
間
の
ビ
ケ
崚
帝
と
い
う
曇

つ
て

旧
新
凛
党
出
身
の
民
主
党
ペ

ノ
“
員
は
二

九
九
六
年

西
を
繰
り
返
し
て
い

こ
の
た
め
、
３
田
椰
長
は
“

■

与
党
冷
や
や
か

こ
れ
に
対
し
与
党
“
は
冷
や

や
か
だ
。
自
民
党
の
安
僣
幹
●

長
は
五
日
、
日
島
県
郡
山
市
で

の
”
漁
で

「
摯
〓
錦
は
新
し
い

政
党
西
彗
い
な
が
ら
、
や

っ
て

い
る
こ
と
は
四
十
年
前

（
の
野

た
の
に
、
先
祖
返
り
し
て

っ
た
。
支
”
率
は
下
が
る

立
採
決
に
切
６
●
〓
へ
　
「賛
成

露

穣

翌

素

手

〓

改
め
て
経
弓

と
こ
ろ
が
、
自

鵬
党
疇
員
の
多
く
が
口
違
い
し

て
、
聾
半
Ｙ
Ъ
共
馨
雇
雷
【

な

同
で
環
成
な
ん
だ
」
「
不
信

任
成
立
か
」と
嘔
き
立
て
た
が
、

“
長
は

「
賛
成
な
し
。
百
濠
し

ま
し
た
，
）
て
の
場
を
壺
ぶ
“
ヽ

多
院
事
務
局
が
後
で
“
躍
し

た
と
こ
ろ
＾
機
機
の
故
障
で
は

な
く
職
員
の
線
作
ミ
ス
」
と
判

明
し
た
が
、
濃
乱
ぶ
り
に
、
自
民

彙
の
間
僚
経
験
青
は

「
徹
夜
ロ

会
で
人
間
も
機
構
も
疲
れ
き

っ

て
い
た
」
と
き
い
顔
だ

っ
た
。

―

―

虐
ヽ

一〕
属
の
Ｅ
菫
召
〓
薔
う
。

衆
眺
丞
■
鮨
菫
墨
一
っ

衆
餞
側
に
具

週
後
率
ふ

ら̈
今
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